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はしがき

この「卒業論文集」は、青山学院大学・経済学部・松本茂ゼミナール・

年度生の卒業研究を取りまとめたものである。

長かったコロナ渦での生活も収束し、 年度生とは本来のゼミらしい活

動を行うことが可能となった。 年 月に行われた東海大学のインター

ゼミナール大会には グループが参加し、それぞれが研究課題に一所懸命取

り組み、成果論文の報告を行った。また、 年 月にはゼミ旅行も行うこ

とができ、富士五湖の中でも特別静かな西湖のほとりで、まったりとした時

間を過ごすことができた。その後は、各自私の研究室を定期的に訪問し、卒

業論文に熱心に取り組んでくれた。

インターゼミナール大会の発表論文や卒業論文を経済学部の懸賞論文に応

募して賞を獲得する人が出現した。私の期待以上の成果を上げてくれる人が

でたことに、正直びっくりさせられた。論文指導のため研究室で会い、何と

なくうだうだと話をするのが、実はかなり有意義なことなんだと改めて痛感

させられた。

卒業研究をすすめるに際して、関係機関にヒアリングをさせて頂いたり、

アンケート調査にご協力を頂いたりした。ご協力を頂いた方々には、この場

で深遠なる謝意を表する次第である。

年 月

青山学院大学 経済学部

教授 松本茂





第1章 消費税の引き上げが消費者

の購買意思決定に与える影

響についての考察

飯田 真礼

要約

消費税の引き上げが行われる際、税の引き上げ前に製品を購入しようとす

る駆け込み需要が発生することで超過需要が生じたり、税の引き上げ後に反

動減が生じて景気悪化が生じたりする。そうした税制変更に伴う購買行動の

変動を軽減するため、政府や事業者はどの様な対応策をとることができるだ

ろうか。本研究では消費税の引き上げが消費者の購買意思決定に与える影響

について調べることで、政府や事業者の取りうる対応策を検討する。消費税

の導入前後の家計の購買データを分析した結果、消費の前倒しや貯蓄ができ

ないサービスについては、消費税引き上げの影響が小さいことが明らかになっ

た。一方、通常の財については、「耐久期間の長さ」、「課税前の価格の高さ」、

「使用・消費頻度の高さ」が、消費税の引き上げの影響の程度を決定すること

が確認された。駆け込み需要や反動減を軽減するために、政府や事業者は上

述の財の特徴を踏まえた対応策を準備する必要がある。

キーワード： 消費税、駆け込み需要、反動減

1.1 序論

我々の納める税金は主として国や地方公共団体などによって公共事業のた

めに使われている。従って、我々は社会生活をおくるための費用として税を

納めているとみなせる。法人税や相続税など世の中には沢山の種類の税があ

るが、多くの税の課税対象は限定的である。そのため、名前は聞いたことが

あるものの、余り関心を持たれない種類の税も多々ある。

一方、消費税は引き上げの度にニュースで取り上げられるほど、私たちが

強く関心をよせる税である。これは、消費税が老若男女問わず消費活動を行

う者に対して課される最も課税対象が広い税であるためだからであろう。
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消費税が課される対象は「国内において事業者が行った資産の譲渡等」で

ある。この資産の譲渡等とは「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及

び貸付け並びに役務の提供」のことを指す。消費税は本来我々消費者が負担

するものであるのにもかかわらず、法律上の主語が事業者となっているのは、

消費税を計算して納付するのは事業者だからである。

消費税の特徴として多段階課税があげられる。これは取引の中途において

各事業者が預かった消費税額から支払った消費税額を控除した残りを少しず

つ国に納付する方法のことであり、そうすることで図１のように、卸売業者

や小売業者などが納付する消費税額は最終的に消費者が負担することとなる。

少子高齢化が進む中で就労状況にかかわらず、国民から徴税ができる消費税

は社会保障給付を支える安定的な財源となっており、そのため基幹税と呼ば

れている。近年ではインボイス制度の導入により、仕入税額控除についても

話題となっている。

なお、資産の譲渡等にはその性質上、消費税が課税されないものが 項目

ある。我々に身近なものを挙げると、郵便切手類や行政手数料、医療保険法

等の医療、教育として行われる役務の提供、教科用図書そして住宅の家賃で

ある。

消費税は、財の譲り受け又は役務の提供を受けること、つまり物の購入や

サービスの提供を受けた際にその対価に対して課税されるものである。この

ことから、消費税引き上げによって不利になるものは買い替えの頻度が短い

財や、使用と同時に消費されるとみなすことができるサービスだと考えられ

る。また、有利になるものは耐用年数が長く、引き上げ前に購入しておけば

暫くは買い替える必要のない耐久財となる。

ここでは、この研究を行うにあたって参考にした、フリードマンの唱えた

恒常所得仮説について説明する。フリードマンは、比較的安定していて長期

的に稼得可能な所得、「恒常所得」に基づいて消費水準を決定すると唱えた。



過去の消費税引き上げ時に生じた問題

この恒常所得に対して一時的な所得を「変動所得」というが、この変動所得

は長期的な消費水準には影響を及ぼさない。つまり、給与等の安定的な収入

に基づいて人々の支出額は決定され、業績連動によるボーナス等の一時的な

収入は消費水準にはそれほど影響しないということである。（畑中 ）こ

のことから、消費支出額の変動には一時的な収入の増減の影響は僅少である

ということが予想される。

消費税では水平的公平性（同じ負担能力のある者には同じ税負担を求める

考えをいう。）が採用されているため、その負担割合が高所得者よりも低所得

者のほうが大きくなってしまう「逆進性」が問題になる。つまり、消費税は、

所得や資産の額が小さくなるほど、その額の中に占める税額の割合が大きく

なる性質をもつ。一般に、高所得者よりも低所得者のほうが所得のうち消費

に回す割合が高いと考えられるため、消費一般に対して課税する消費税は逆

進性を有するとされている。（加藤 ）

消費税の税率が時を経るにつれ徐々に増加していることから、今後もさら

に増加していくことが予想できる。消費税は身近な税であり、その引き上げ

は我々すべてに影響することから、引き上げにより我々の生活に何か変化が

生じるのではないかと考えられる。本研究では、過去の消費税の引き上げ時

に、消費者の購買意思決定がどの様に変化したかを調べることで、消費税の

引き上げの影響について検証する。

残りの論文の構成は以下のとおりである。第 節では、過去の消費税引き

上げ時に生じた問題を取り上げることで、この研究の意義及び目的について

考えた。第 節では、先行研究をまとめることで過去に行われてきた消費税

に関する研究及び本研究の独自性について説明した。第 節では、本研究で

使用するデータの分類、抽出方法、特徴について説明した。第 節では、分析

方法について説明することで研究の方向性を確定させた。第 節では、消費

税の引き上げが与える影響の度合いを比較することで、それぞれの財やサー

ビスが持つ特性について考えた。第 節では、第６節の比較結果と統計局の

家計消費データの特徴から、消費者の購買行動を変化させる要因を考察した。

第 節では、消費税の引き上げが与える影響を平準化させる方法を事業者と

政府の立場から考えた。

1.2 過去の消費税引き上げ時に生じた問題

消費税が重視されるようになる以前の日本では、所得課税に財源のウェイ

トが偏っていたこと、その累進度がかなり強かったこと、所得の種類間にお

ける捕捉がアンバランスであったことがあり、税負担の水平的公平に対する

関心が高まっていた。また、本格的な少子・高齢化社会の到来を前に、勤労

世代の所得課税に過度に偏らない税制を構築するとともに、社会保障をはじ

めとする公的サービスの費用を賄うために安定的な歳入構造を確保する必要
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があると考えられていた（内閣府 ）。

そこで国は、 年 月 日に ％の税率で消費税を導入することとした。

その後、消費課税の充実を図るために 年 月 日に税率は ％に引き

上げられた。これには新たに創設された地方消費税 ％が含まれている。し

かし、引き上げ後も財政は赤字となり、財政再建と社会保障制度の維持のた

めに野田政権下の 年 月、消費税を 年 月に ％、 年 月に

％にすることを盛り込んだ社会保障と税の一体改革関連法が成立した（内

閣府 ； 日経読者サイト ）。

直近では、 年 月に ％への引き上げが行われ、この時には、家計

への影響を緩和するために、飲食料品（酒類、外食を除く。）等に係る消費

税率を ％に据え置く軽減税率が採用された。そして、消費税が複数税率と

なったことから、仕入税額控除のために保存が必要とされる請求書等（イン

ボイス制度）が導入された（財務省 ）。

朝日新聞（ ）によれば、 年に行われた消費税の引き上げの際には

急激な需要の増加が生じたことにより、引き上げの前日となる３月 日に、

デパートなどでは、平日であったにもかかわらず週末並みの混雑になったと

いう。当時バーゲンを行っていた渋谷の東急百貨店では週末の来客数が３割

増しとなり、売り上げは昨年の２倍となったとのことである。よく売れたも

のは化粧品、家具、紳士服であった。この報告から、日常での使用・消費頻

度が高いものや耐久期間が長いものの売り上げが伸びたことがわかる。

一方、同年 月の全国の百貨店やスーパーマーケットの売上高は前年同月比

減となり、なかでも高額商品の売上が低迷したという。（朝日新聞 ）

この反動減が特に顕著であった製品は家電製品であったが、これは日常で

使用する耐久期間が長いものであることから、急激な需要の増加により購入

を前倒ししたことによる反動減であることが推察される。

我が国の重要な収入源である消費税は財政悪化に伴い今後も引き上げが予

想されている。過去の引き上げ時にはいずれも急激な需要の増加とその後の

減退が生じていたことから今後の引き上げ時もその需要の増減があると予想

される。しかしこの需要の増加は消費者の立場からすると財やサービスの購

入においてその取得が困難になる問題が生じ、その後の需要の減少は事業者

の立場からすると事業活動においてその継続が困難になる問題が生じる。そ

こで、消費者の行動について消費税の引き上げ時に与える影響が大きい財や

サービスを事前に予測することができたら仕入不足や在庫超過の問題を抑え

ることができるのではないかと考えた。以上の理由から、本研究では消費税

の引き上げが消費者の購買意思決定に与える影響について財やサービスの種

類ごとに比較していくこととした。



先行研究

1.3 先行研究

1.3.1 消費税率引き上げが個人消費に与える影響

藤田（ ）が提出した経済レポートでは、過去に消費税率が引き上げら

れた際には、いずれの場合でも個人消費には大きな変動が生じていることが

述べられている。同レポートによれば、この変動の原因となる消費税の引き

上げの効果には、「実質所得の減少」と「駆け込み需要と反動減」の 種類が

ある。

「実質所得の減少」とは、「消費税が引き上げられて財やサービスの購入価

格が増加した時に、収入が変化しないままだと、家計の実質所得が減少する」

ということである。一方、「駆け込み需要と反動減」とは、「消費税の引き上

げによる購入価額の増加を回避するため、税の引き上げ前に財やサービスを

前倒しで購入し、その結果、消費税の引き上げ後に財やサービスへの需要が

急激に減少すること」である。

駆け込み需要の大きさを、年度最終四半期と当該年度の平均値との乖離と

定義した場合、 年に行われた引き上げの際には 兆円もの規模となっ

ているが（藤田 ）、その中には需要が大きく増加したものと、それ程増

加しなかったものがあったと推察される。しかしながら、上記の調査では調

査対象となる財・サービスの属性が分類されておらず、駆け込み需要との関

係性を調べることができない。第 節で紹介した消費税導入時の購買行動の

変化では、駆け込み需要の発生要因として消費税の前倒しが挙げられており、

財の耐久期間が需要変動と深く関わっていると予想される。このことから、

本研究では、財・サービスの種類・性質と所得に占めるその税率の引き上げ

前後の支出割合をもとに、消費税率引き上げの影響について研究を行うこと

で、財の耐久期間と消費税導入時の需要変動の関係性について考察する。

1.3.2 消費税表示が販売数量に与える影響

本研究の内容に近い研究を行っている先行研究として石田・中園（ ）

による「消費税表示が販売数量に与える影響」があげられる。消費税は人々

にとって関心が高いものであるので、製品の販売価格が「税込み」で表示さ

れていても、「税抜き」で表示されていても、人々が消費税率を適切に理解し

て合理的に行動する限り、表示方法の違いでは消費行動を変えないはずであ

る。しかし、消費者が合理的な行動をとらない場合には違いがみられる可能

性がある。石田・中園（ ）は、①価格表示方法は消費行動に影響を与え

ており、「税抜き表示」を利用した店舗は「税込み表示」を利用した店舗と比

べて販売数量が平均３％増加したこと、②表示方法の違いによる影響は財の

種類によって異なることを報告している。また、「税込み表示」であっても大

して販売数量が減らない商品や、「税込み表示」にすることで大きく販売数量
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が減ってしまったものがあり、飲食料やアルコール類は後者の製品に該当す

ると報告している。この研究結果から、消費税が我々の購買行動に与える影

響が確かに存在し、その影響の度合いは財の種類によって異なるということ

がわかる。特に生活必需品や嗜好品のような財・サービスの性質はその消費

税の影響の度合いに大きく関わることが考えられる。

1.4 データ

本研究では総務省統計局の家計調査データを利用して、消費税の引き上げ

が家計の購買行動に与えた影響を調べる。なお、この場合における耐久財・

半耐久財・非耐久財の区分は、巻末の付表 に示した通りである。

家計調査は標本調査であり、層化 段抽出法（第 段―市町村、第 段―

単位区、第 段―世帯）により世帯を選定している。市町村の抽出の仕方は

次のとおりである。都道府県庁所在市及び政令指定都市については各市を

層とし、 層に分けられている。その他の人口 万以上の市については直近

の国勢調査の結果に基づき、地方、都市階級に分けた後、人口集中地区人口

比率、人口増減率、 産業的特色、世帯主の年齢構成を考慮して 層に分け

られている。また、人口 万未満の市及び町村は、地方で分けた後、地理的

位置（海沿い、山地等）、世帯主の年齢構成を用いて、計 層に分けられて

いる。このようにして分けられた全国計 層の各層から 市町村ずつ抽出

されている（総務省統計局 ）。

この研究では、各年度の 月時点のデータを使用する。これは税率引き上

げ前の 月が最も駆け込み需要が増加するからである。

財の耐久度により耐久財、半耐久財及び非耐久財の 区分に分類されてい

るデータがあったため、研究ではこのデータを使用して図 を作成した。
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図 の実収入に占める支出割合は、家計調査の「該当する項目への支出額」

を「実収入」で除した値であり、計算式は以下の通りになる。なお、季節変

動を排除するために 月のみの値で比較をしている。

該当する項目への支出額

実収入

図２から、財の支出割合は比較的比較的安定しているが、消費税率引き上げ

前の 年 月だけ支出割合が大きく増えていることが読み取れる。この

ことから、財の支出変動が本来は少ないはずだが、税率引き上げが財の購入

の意思決定に大きな影響を与えたと推察される。

一方、サービスの支出割合はもともと年度毎に大きなバラつきがみられこ

とから、支出割合の変動は消費税率引き上げ以外にも様々な要因によって引

き起こされていると考えられる。

本研究では消費税の引き上げと購買意思決定の対応関係を調べることが目

的である。そのため、家計調査データより、支出割合の変動に消費税以外の

要因の少ないと思われる財 商品 の支出について絞って調査をする。

1.5 分析方法

先の２つの節で議論したように、購入と同時に消費をしなければならない

サービスや買い替えのサイクルが短い財については、事前購入や買いだめを

することで消費税引き上げに対応をすることが難しい。一方、耐用年数が長

い耐久消費財については、消費税の引き上げ前に購入しておけば暫くは買い

替える必要はなく、事前購入や買いだめをするといった対応が可能である。

そこで、次式で計算した変化率を用いて、消費税が購買行動に及ぼす影響を

評価する。

調査対称月 その前の月

その前の月

財の備える性質の違いによって消費税導入の影響がどれ位異なるか調べるた

め、付表１に示した、耐久財、半耐久財、非耐久財の間でこの変化率の違い

を比べる。また、付表１の中項目を使用して、２月から３月にかけての上昇

率を各項目にまとめることで消費税の影響を受けやすい品目を調べる。

1.6 結果

1.6.1 財の耐久性による消費税の影響比較

耐久期間別の支出割合は次の式により算出した。

各耐久期間

実収入
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図 から、耐久財と半耐久財のどちらも基本的にはその支出割合に変化は

ないが、消費税率引き上げ直前の 年 月ではいずれも支出割合が増加

していることがわかる。しかし、 つの折れ線を比べてみると耐久財は引き

上げ前に支出割合が大きく増加しているが、半耐久財は耐久財と比べて変化

の増加幅が小さいことが分かる。税率引き上げに対するこの影響度合いの差

の原因を調べるために耐久財と半耐久財の項目を構成する財の特徴に着目し

た。結果として、耐久財の項目には買い替えによる税負担の期間が長く、か

つ、高額な財（自動車、腕時計、太陽光発電システム等）が多く含まれてお

り、それらは課される税額が多いことから引き上げ前に購入することが消費

者にとって比較的有利となるため、意思決定に影響を与えて支出が増加した

ことがわかる。対して半耐久財は耐久財に比べて安価なもの（カーテン、洋

服、テレビゲーム機等）が多く、引き上げ前に前倒しの購入をした場合であっ

ても有利となる金額が少ないもので構成されていたことから影響は少なかっ

たことがわかる。しかしながら、 つの項目のうち最も低額かつ短い耐久期

間である財（食料、光熱・水道、日用雑貨等）で構成されている非耐久財の

グラフの変化は耐久財と同程度であった。これは上記のように、前倒しによ

る購入を有利にさせる条件として耐久期間の長さと高額であることの他に財

の特性も影響している可能性を示している。

1.6.2 財の項目別の消費税の影響比較

次に、耐久期間ではなく財の特性ごとにその影響の度合いを比較するため

に、財の項目ごとに消費税引き上げ前の 年における支出割合の前月から

の増減を計算した。結果は、巻末の付表２に示している。
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これは 節で述べたように次式から算出した。

調査対象月 その前の月

その前の月

付表２に示されているように、支出割合の変化に消費税の導入が強く影響

しているものとそうでない財があることが分かる。影響が大きかったものは、

家具・家事用品、被服及び履物、保健医療、交通・通信、教養娯楽、その他

の消費支出であり、小さいものは、食料、住居、光熱・水道、教育であった。

1.7 考察

財を耐久性に区分して前年同月からの支出額の変化率を調べた結果、消費

者が財の耐久性と買い替え頻度を踏まえた上で、前倒し購入を行っているこ

とが分かった。また、高額な財の売り上げが伸びているということから、消

費者が課税負担額の増加幅も踏まえた上で行動していることがわかる。ここ

までの分析で耐久財と半耐久財の差につての説明できるが、非耐久財が耐久

財と同様の変化をしていたことについての説明はできない。

そこで「耐久期間の長さ」と「課税前の価格の高さ」のほかにも消費税引

き上げにおいて消費者の購買行動を変化させる要因があるのではないかと考

えた。他の要因が何かを突き止めるため、非耐久財で消費税の影響の度合い

が大きいものを調べてみると、統計局の家計調査の 年の家計消費の特徴

として、醤油などの油脂・調味料やトイレットペーパーなどの家事用消耗品

を中心に消費支出が増加したとの記載を見つけることができた。

巻末の付表３では食品が消費税の影響を受けた項目として挙げられている

が、本研究では食品の消費支出については大きな変化はないという結果が得

られた。この差の原因を考えてみるため、家計調査の品目別の変化を調べて

みたところ、食品の中でも「穀類、油脂・調味料」などの品目の支出が大幅

に増加した品目として挙げられていた。そうした品目は安価な非耐久財であ

るが、食品の中では比較的耐久期間が長く、かつ買い貯めがある程度可能な

ものである。日常生活での使用・消費頻度が高いものに該当し、トイレット

ペーパーもこれに含まれる。しかし、本研究では、「穀類、魚介類、肉類、乳

卵類、野菜・海草、果物、油脂・調味料、菓子類、調理食品、飲料、酒類」と

様々な品目が食品項目を構成している。本研究では、消費税前の食品の駆け

込み需要の分析に際して、使用・消費頻度が高く、比較的耐久期間が短いも

のも含めて分析をしたため、影響が小さくなったのだと思われる。
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1.8 まとめ

上記のように消費税の引き上げの影響を強く受ける財は、「耐久期間が長

く」、「課税前の価格が高く」、「使用・消費頻度が高い」という特徴を備えて

いることが分かった。研究結果は、人々は消費税の性質を十分に理解し、合

理的に商品購入をしていることを示している。このことを踏まえた上で、以

下では消費税率引き上げ時の駆け込み需要とその後の反動減を抑制する方策

について考えてみる。

税率引き上げ決定からその実施までの期間を延長するという対応策では、

購買平準化の効果は小さいと思われる。これは駆け込み需要の本質が消費の

前倒しであり、消費活動は絶えず行われているからである。税率引き上げ実

施までの期間を延長してみたところで、結局は実施直前に新たな消費の前倒

しが生じる。この駆け込み需要は生活必需品に強く影響を与えることから、

その発生は不可避であると割り切り、駆け込み需要・反動減が生じることを

前提に、補助金を一定の事業者に交付することで増税後の経営不振による倒

産等を救えるのではないかと考える。

消費税率引き上げの影響を強く受ける上記３つの特徴を備えた製品につい

ては、引き上げ前に該当する財の仕入れ・製造を増加させることで、駆け込

み需要による超過需要を起こさないようにすることも重要だと考える。この

超過需要をしっかりと取りこぼさないようにすることでその後の反動減が生

じた場合にも駆け込み需要からの貯蓄により経営資金を補うことが可能とな

るからである。この仕入れ・製造の調整は消費者の立場からも有用であり、超

過需要により特定の財が取得困難になる社会問題を抑制することができる。

つまり製品の「耐久期間の長さ」、「課税前の価格の高さ」、「使用・消費頻度

の高さ」を考慮した上で対応策を練ることが大切である。

本研究では財の項目を「食料」や「家具・家事用品」などの大きな枠でし

か消費税率引き上げの影響について比較できなかったため、より正確な判定

を行うためには「米・パン」や「冷蔵庫」などの最小の項目で比較する必要

がある。
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第2章 肥満傾向児の要因分析

伊藤 結

要約

近年、日本でも世界でも子供の肥満が増加傾向にある。本論文ではどの様

な食品の摂取量が多くなることが子供の肥満の増加要因になるのかを、地域

別のデータを用いて明らかにする。最尤推定法による分析の結果、穀類を多

く摂取する地域に住む児童が太りやすい傾向にあることがわかった。また、

米よりもパンやパスタを多く摂取する地域に住む児童は太りにくいことも確

認された。エネルギー比率別に比べると、炭水化物のエネルギー比率、脂質

のエネルギー比率が高い地域に住む児童は太りやすく、動物性たんぱく質比

率が低い地域に住む児童は太りにくい傾向にあることもわかった。

キーワード： 肥満傾向児、最尤推定法、穀類

2.1 序論

肥満は世界で大きな問題となっている。肥満体型の人は標準体型の人と比

べて、病気の発症リスクが高い。糖尿病や高血圧などの生活習慣病だけでな

く、うつ病もかかりやすい。近年は成人だけではなく、子供の肥満も危惧さ

れている。そうした傾向は日本も同様である。他国と比べて、肥満傾向児の

比率は低いが、以前から緩やかな増加傾向にある。肥満傾向児は成人してか

らも肥満のまま年を重ねることが多い。成人後の健康リスクを減らすために

も、幼いころから肥満にならないような生活習慣を持つことが大切である。

本研究の目的は先行研究を踏まえ、肥満傾向児になる影響要因を独自のデー

タ分析を通して明らかにすることである。学校保健統計調査の 歳・ 歳の

肥満傾向児の出現率と、国民健康栄養調査の地方別食品別摂取量と地方別エ

ネルギー摂取量を使用し、食生活と肥満傾向児の出現率の関係性について調

べる。具体的には、 歳時点の肥満傾向児の出現率をコントロールした上で、

地域における食品別摂取量とエネルギー摂取量の違いが 歳の肥満傾向児

の発生状況に関係性を持つかを分析する。分析の結果、食品別摂取量に関す

る分析からは、「穀類」を多く摂取している地域において肥満傾向児が多いこ

とが確認された。穀類の種類についてさらに詳細な分析をしたところ、「米」

に比べて「パン」と「パスタ」を多く摂取している地域では、児童が太りに
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くい傾向にあることがわかった。一方、エネルギー摂取量に関する分析から

は、「脂質エネルギー比率」と「炭水化物エネルギー比率」を多く摂取してい

る地域に住む児童は太りやすく、「動物性たんぱく質比率」を多く摂取してい

る地域に住む児童は太りにくい傾向にあることもわかった。

本章の残りの構成は以下の通りである。第 節では本研究で取り上げる肥

満問題について解説する。第 節では本研究で扱うデータについての説明を

行い、第 節ではデータ分析の方法を示す。第 節では分析結果を示し、第

節では考察を行う。

2.2 背景

2.2.1 肥満について

（ によると、世界全体で肥満率は

年から約 年の期間に 倍近く増加している。さらに は 年

に世界各国における （ ：肥満指数）の平均値を計算し

ているが、そこでの計算結果をみると、肥満がアメリカやヨーロッパなどの先

進国だけの問題ではなく、インドやアフリカなどの発展途上国などの低所得

国においても問題になっていることが分かる。先進国で肥満率が高い理由と

しては、特にハンバーガーやポテトチップスなどのカロリーの高い食べ物を

摂取する頻度が多いことや、交通がより便利になっている世の中で歩きや運

動する機会が減ってきていることが考えられる。一方で発展途上国や低所得

国で肥満率が増加している原因として、「食糧が十分に手に入らない状態で、

食べ過ぎと空腹を交互に繰り返すと、代謝機能が変化し、脂肪が増え、筋肉が

つきにくい体になる」という指摘がある（ ）。

（ は、現在の肥満化傾向が進めば、

年ごろには世界の人口の半分が太りすぎ、または肥満になると予想して

いる。特に、肥満化は大人よりも子供の間で急速に進展すると予想しており、

年には 年の時点の 倍に増加すると予想している。

また、日本小児内分泌学会 によると、学童前期肥満の約 ％、思

春期肥満の ％～ ％ほどの子供はそのまま成人肥満に繋がると述べてい

る。思春期の時期には、ほとんど体格も形成されており、肥満を引き起こす

生活習慣も定着しているからである。肥満の子供が子供の頃からすでに病気

を患いやすくなることや、成人よりも繊細な子が多く、精神的にもダメージ

が負いやすくなるとの指摘もある。

このように肥満は国や年齢関係なく問題になっており、特に子供の肥満傾

向が増えることが危惧されているが、子供の肥満を防ぐためには、多角的な

対策が必要になる。



背景

2.2.2 日本の肥満状況

図 は 歳以上の成人を対象に が 以上の者を推移したものであ

る（国民健康・栄養調査 ）。 年では、その割合は男性で 、女

性で だったのに対し、 年には、男性で 、女性で と

なっている。他国と比べると、急速に肥満率が上昇しているわけではないが、

緩やかに増加傾向にあることが分かる。 年には、約 年間の中でどち

らも最高肥満比率を示している。

次に子供の肥満率を調べた。図 と図 は 年から 年の学校保

健統計調査から肥満傾向児の割合を年次推移したものである。 年から肥

満傾向児の算出方法が変更されたため、 年までのものとは単純に比較で

きない。また表示されている数字は、学校保健統計調査が示している算出式

実測体重―身長別標準体重 身長別標準体重 から ％以上の者を肥満

傾向児とし、その割合を示したものである。 年からしばらくは減少傾向

にあるが、 年ほど前から肥満傾向児の出現率が再び増加傾向にあることが

分かる。 年はコロナウイルスの影響で、外出する機会がなく運動不足で

あったことが考えるが、それでも 年でも 歳男子の肥満傾向児の出現

率は ％を超えている。こうした傾向に照らすと、日本もまた世界と同じよ

うに今後さらに肥満傾向児の割合が増えていくことが懸念されており、それ

を防ぐ対策をとらなければならない。
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2.2.3 先行研究の紹介と本研究の独自性

長谷川 は成人の男女を対象に、都道府県別の肥満者の割合を従属変

数、「大学進学率」「 日の歩数」「自家用車の保有率」などのさまざまな社会

経済データを独立変数として、重回帰分析を行った。その結果、男性は「完

全失業率」が有意に肥満者割合の増加に、女性は「大学進学率」が有意に肥

満者割合の減少に、男女ともに「自家用車の保有率」が有意に肥満者割合の

増加にそれぞれ関連があると示した。

伊藤・篠田 は、 年に新潟県内に在住の小学校 年生から高校

年生の男女を対象として実施した「生活実態調査」の結果をもとに分析を

行っている。肥満度から児童生徒を「痩身傾向児」「標準児」「肥満傾向児」

の つのグループに分け、食事習慣、運動習慣、その他の習慣などの影響に

ついて調べた。調査の結果、「あまり噛まずに食べる」と答えた児童の間で肥

満傾向児の割合が高いことが確認された。一方、「朝食を食べる」、「夕食を

家族と食べる」と答えた児童の間で痩身傾向児の割合が高いことがわかった。

運動習慣については、「週 日以上運動する」「 回の運動時間が 分以上」

「運動部活動に所属している」と答えた児童の間で、標準児の割合が高いこと

がわかった。その他では、「ＴＶ視聴時間やゲームの実施時間が 日 時間以

上」であると答えた児童の間で肥満傾向児の割合が高いことがわかった。

肥満についての論文は多くあるが、多くは生活習慣や社会経済的な角度か

ら指摘しているものが多い。以上の先行研究を踏まえ、本研究では肥満傾向

児の 歳を対象にして、食事内容で影響要因になるものは何かを明らかにす

ることを目指す。食品別摂取量を変数に用いて、どの食品を消費している子

供が肥満傾向にあるのかを分析する。また対象地域は北海道から鹿児島まで

の 都道府県を 地域に分けて比較する。

2.3 データ

2.3.1 データについて

以下の分析には 年度から 年度の 年分の学校保健統計調査から、

都道府県別「肥満傾向児の出現率」の 歳時点と 歳時点のデータを使用す

る。これら肥満傾向児の出現率に対する食品摂取の影響を調べるため、

年度から 年度の 年分の国民健康・栄養調査の地方別「食品別摂取量」

と、同じ年度の 年分の国民健康・栄養調査の地方別「エネルギー摂取量」

を用いる。図 と図 は 年度の「肥満傾向児の出現率」データをもと

に色分けしたものである。青色は比較的に肥満率が低い地域で、水色、緑色、

黄色を順に、赤色が肥満傾向児の出現率の高い地域となっている。これをみ

ると、 歳時点でも 歳時点でも他地方に比べて東北地方が肥満傾向児の出

現率が高いことが分かる。また 歳時点で最も比率の高い地域で肥満傾向児
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の出現率は ％、低い県では ％となっている。近年、肥満傾向児の

出現率は減少傾向にある一方で、都道府県別に比較すると高い地域と低い地

域の間で出現率が も違うことがわかった。

2.3.2 分析の対象について

肥満傾向児の出現率のデータと食品別摂取量のデータをそろえるため、北

海道から鹿児島の 都道府県を、北海道・東北 青森、岩手、宮城、秋田、

山形、福島 、関東Ⅰ 埼玉、千葉、東京、神奈川 、関東Ⅱ 茨城、栃木、山

梨、長野、群馬 、北陸 新潟、富山、石川、福井 、東海 静岡、岐阜、愛知、

三重 、近畿Ⅰ 京都、大阪、兵庫 、近畿Ⅱ 滋賀、奈良、和歌山 、中国 鳥

取、島根、岡山、広島、山口 、四国 徳島、香川、愛媛、高知 、北九州 福

岡、佐賀、長崎、大分 、南九州 熊本、宮崎、鹿児島 の 地域に分類し、

その 年分のデータを用いる。

食品別摂取量に関する分析では、食品の項目が膨大であるため、「植物性食

品」「動物性食品」「穀類」の つに絞った分析を行う。その中から最も関係

性があった食品を調べ、その食品に該当する食材に絞った分析を行う。

また、エネルギー摂取量に関する分析では、「炭水化物エネルギー比率」「動

物性たんぱく質比率」「脂質エネルギー比率」の摂取比率を分析することで、エ

ネルギー摂取方法の違いが肥満傾向児の出現率に影響を及ぼすかを分析する。

動物性たんぱく質比率の計算式は「動物性たんぱく質総量 ｇ たんぱく質
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総量 ｇ 」、脂質エネルギー比率の計算式は「脂質総量 ｇ

総エネルギー量 」、炭水化物エネルギー比率の計算式は「 たんぱ

く質エネルギー比率 脂質エネルギー比率」である。表 に記述統計を掲載

した。

2.4 分析方法

太りやすい体質の親から生まれた子供はどうしても太りやすい。従って、

肥満傾向児の出現率は遺伝学的な要因によっても影響を受けると予想される。

その地域に住む人の潜在的な太り易さを考慮した上で、食生活の違いが肥満

傾向児の出現率に及ぼす影響をより正確に調べるため、本研究では 歳時点
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の肥満傾向児の出現率をコントロールした上で、 歳時点の肥満傾向児の出

現率について調査をする。こうしたアプローチをとることで、９歳以降の食

生活の違いが、その後の肥満傾向に影響を及ぼすかを調べることを目指す。

初めに、動物性食品、植物性食品、穀類の食事の総量に占める割合の違い

が、 歳の肥満傾向児の出現率の確率にどのような影響を及ぼしているかを

を用いた最尤推定法により検証する。用いた対数尤度関数は

以下である。

∑

は肥満の発生に影響を与える因子ベクトル（動物性食品、植物性食品、

穀類のそれぞれの食品 総量）を表す。そして、 は の因子ベクト

ルを持つ地域で子供が肥満になる確率である。各地域の子供の肥満率が

， と観察された場合、その観察された肥満傾向児の対数尤度

を最大化させるようなパラメータ の組み合わせを見つけることを目

的とする。

一方，脂質エネルギー比率、炭水化物エネルギー比率、動物性たんぱく

質の比率の内訳の効果を分析する推計では、

＝α β β β

とする。 は脂肪エネルギー比率、 は炭水化物エネルギー比率、 は

動物性たんぱく質の摂取比率である。エネルギー摂取効果の影響が打ち消し

合うように分析するため、β β β という条件を満たすパラメー

タの組み合わせの中で、上記の対数尤度 を最大化させるパラメータ

の組み合わせを見つける。

2.5 結果

式 ・ に示した式をもとに最尤推定を行った結果を表 ・３・ にそれぞ

れ掲示した。まず表 をみると、「穀類」が ％の水準で正の影響を与えてい

ることがわかった。これは穀類の摂取量が多い地域では肥満率が高い傾向に

あるということである。一方で「植物性食品」「動物性食品」は 歳肥満傾

向児の要因として影響がないことが確認された。
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次に「穀類」にあてはまる食品「米」「パン類 菓子パンを除く 」「パスタ」

に絞って同様に分析を行った結果、「米」には有意性が見られなかったのに対

し、「パン類」「パスタ」には肥満率に負の影響を与えることがわかった。表

３に掲載している通りである。これはつまりパンやパスタを摂取することが

多い地域は、太りにくい体質の子供が多く住む傾向にあるということである。

さらに「脂肪エネルギー比率」「炭水化物エネルギー比率」「動物性たんぱ

く質比率」からエネルギー比率が 歳の肥満率に影響があるかを分析した結

果を表 にまとめた。「脂肪エネルギー比率」「炭水化物エネルギー比率」は

それぞれ ％、 ％の水準で有意性を示し、正の影響があることがわかった。

一方で「動物性たんぱく質比率」は ％の水準で負の影響があった。この結

果は、脂質や炭水化物をよく摂取している地域では太った児童が多く、逆に

動物性たんぱく質の摂取量が多い地域では少ないということを示している。

2.6 考察

最後に分析結果をもとに考察を行う。表 の結果から穀類の摂取量が多い

地域は太りやすい傾向にあることがわかった。穀類は米やパンなどがあては

まるが、特徴として炭水化物を多く含まれていることがあげられる。表 は

小林・阿部 の著作をもとに作成したものである。精白米の場合、茶碗

杯分の ｇにあたり炭水化物は ｇ分を占める。炭水化物は糖質と食
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物繊維で分けられる。食物繊維は消化されにくく、エネルギーにならないの

に対し、糖質はたんぱく質や脂質と比べてエネルギーに変換されるのが早く

消化されるとブドウ糖に分解される。ブドウ糖は摂りすぎて余分になると中

性脂肪として変換され、体脂肪になっていく。そのため炭水化物、特に糖類

を多く占める食品は肥満になりやすい要因として考えられる。

表 は炭水化物が多く含まれていると考えられる 種類の食品だが、その

中で比較をすると、パン類やパスタ類は太りにくいという結果であった。こ

れはこの つの食品が米と比べて、食物繊維が多く含まれていることが理由

として考えられる。表 をみると、 枚切り食パンの 枚 ｇで、食物繊維

が ｇ、パスタは ｇあたり、食物繊維 ｇそれぞれ含まれている。そ

れぞれ単純計算して精白米と比較しても食物繊維が多いことが分かる。食物

繊維は糖質とは異なり、体内で消化されない栄養素である。そのため、消化

管内で水分を吸収し、便の量を増加させ便秘を改善させ、さらに食後の血糖

値上昇を抑えることができる。肥満を予防するようにするには、炭水化物に

あてはまる食品をまったく食べないとするのではなく、糖質を抑え、食物繊

維がしっかり含まれているものを選んだり、その他の食物繊維が含まれるも

ので補ったりするといいのではないだろうか。

表 からは、炭水化物や脂質を多く摂取している地域は太りやすく、一方

で動物性たんぱく質を多く摂取している地域は太りにくい傾向にあるという

結果だった。動物性たんぱく質は主に肉や魚などである。そもそもたんぱく

質はアミノ酸がつながってできており、筋肉や臓器、髪などの身体の機能を

正常にさせるための役割をもっている。その中でも動物性たんぱく質である

牛肉、豚肉、鶏肉や一部の魚類はアミノ酸のバランスがとても良いとされて

いる。さらにエネルギー源にもなる。たんぱく質はあまり脂肪として蓄積さ

れることがなく、筋肉を強化するのにも必要とされているため、太りにくい

体を作るには大事な栄養素であると考える。以上のことから、糖質を抑え、

動物性たんぱく質を多くとることを意識するといいのではないだろうか。こ

れらのデータをもとにすると、ステーキとパンや、チキンを混ぜたグリーン

サラダとパスタなどの組み合わせの食事はいいのかもしれない。しかし、子

供にとってたんぱく質だけを食べることや、米などの炭水化物を全く食べな



考察

いようにすることは健康には良くない。糖質に多く含まれるブドウ糖は特に

脳のエネルギー源になる。糖質が含まれる食材の摂取量が少ないと脳が正常

に働かなくなってしまう。たんぱく質の過剰摂取は腎臓に負担がかかりすぎ、

健康被害を及ぼす。そのため無理なダイエットなどはせずに、バランスのよ

い食事を常に意識させることは大切である。

本研究は肥満傾向児がどのような食品を多く摂取しているのかについて分

析した。しかし、今回扱ったデータの「食品別摂取量」と「エネルギー別摂

取量」は、当該地域に居住する 歳以上の人全てを対象にした調査結果であ

り、肥満傾向児についての研究をするには問題がある。 歳までの子供を対

象とした摂取量データ、または、両親の肥満状況が把握でき、生まれてから

どのような食生活を送ってきたか、どのような運動習慣があるのかが分かる

ような個人レベルでのデータを用いることができると、より望ましい研究が

できると考える。子供の肥満は大人になっても影響を及ぼすため、早い段階

からの対策、習慣を意識して生活していくようにしなければならない。
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第3章 監査報酬の業種別分析

小澤 嘉輝

要約

本研究では、監査報酬がなぜ必要でどのように決定するのかを述べた後に、

同規模の企業同士を比較した場合に監査報酬が業種別どの程度異なるか、時

系列的な変化を調べた場合に監査報酬が増えているのはどういった業種かを

調べた。その結果、同規模に他業種と比べて金融保険業では監査報酬が高い

こと、時系列で比較した場合、運輸・サービス業が他業種と比べて監査報酬

が著しく増加していることが確認された。金融保険業では金融商品について

の専門性、運輸・サービス業ではコロナによる需要の増加など、業種の形態

や特徴、更には環境や法律に影響を受けていると考えられた。

キーワード： 監査報酬、会社法監査制度、大会社

3.1 序論

近年、企業の事業活動の複雑化や資本市場の国際的な一体化等により、公

認会計士監査を通じた適切なディスクロージャーの確保と公認会計士監査に

対する国際的な信頼の向上が、ますます重要になってきている。また、公認

会計士監査に対する社会的な期待の高まりを反映して（柴 ）、公認会計

士監査に対するニーズは質的にも量的にも拡大してきている。社会の人々が

監査人に期待する役割と実際に監査人が行う監査の業務とのギャップ、いわ

ゆる期待ギャップが拡大してきており、公認会計士の社会的責任も厳しくなっ

てきている（柴 ）。

年における標準監査報酬規定撤廃後、我が国では監査人とクライアン

トである企業との交渉によって監査報酬が決められるようになった。しかし、

一般的に監査法人は多くの報酬を得ようとする一方で、監査を受ける企業は

払う支出を少なくしたいと考えるため両者の思惑は対立する。そのため、企

業は価格交渉力の高い大手監査法人ではなく、比較的に価格交渉力の低い中

小企業監査法人へと監査の依頼先を変更することで、経費を抑えようとして

いる可能性もある。
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しかし、そうした予想とは裏腹に、日本公認会計士協会（ ）が、

発表している資料（図１）を見てわかるように総監査報酬額は 年度の

千円から 年度の 千円と 年間で も増加

している。

そこで、本稿では、監査報酬がどのように決定するのかを調べ、業種別に

監査報酬の支払いにどのような違いがあるのか調べることとした。

第 章では監査の必要性、監査を行う上での問題点、またその問題に対す

る取り組みを述べ、第 章では、どのように監査報酬が決まり、監査人に企

業がいくら報酬を払っているのかを紹介する。また業種による違いを企業規

模、年度の観点からどのような特徴があるのかを研究していく。

3.2 背景と本論文の意義

企業が利益を追求していくには、株主、投資者、金融機関、得意先等、企

業を取り巻く種々の利害関係者との取引を円滑に構築し、維持することが不

可欠である。他方で、これらの利害関係者もおのおの自己の利益を最大化す

ることを目的としており、この目的に合致する限りにおいて企業との取引関

係を構築し、維持することを望んでいる。しかし、企業との取引意思決定を

合理的に行うために必要十分な情報が与えられない場合、利害関係者は企業

との取引を躊躇せざるを得ないこととなり、また、このことは企業にとって

望ましい事ではない。そこで利害関係者の情報要求に応え、利害関係者との

取引を円滑に構築し、維持するために企業の経営者は、企業の経済的実態を

忠実に表現する情報として財務諸表を作成し、開示することが必要である。

会社法では、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が

億円以上であること又は最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上

した額の合計額が 億円以上であることのいずれかに該当する会社を大会



背景と本論文の意義

社とし、大会社は計算書類等について監査役等による監査を受けることを義

務付けている。しかし、不特定多数の利害関係会社を擁する大会社について

は、計算書類の社会的影響力は大きく、また企業活動が多様化・国際化して

いることから、その作成過程は特に複雑になるものと考えられる。にもかか

わらず、監査役等の資格要件として、会計に関する一定以上の専門能力を具

備していることが課されておらず、不特定多数の利害関係者に開示される計

算書類の社会的信頼性を確保するのに十分であるとは考えにくい。そこで、

大会社の計算書類については独立の立場にある監査及び会計の職業的専門家

である公認会計士又は監査法人を会計監査人として選任し、その適正性の監

査を受けることが義務付けられている。

しかし、そうした会計監査を行っていく上で以下のような問題点がある。

一点目は経営者と利害関係者の利害が対立していることである。二点目は財

務諸表が相対的性格を有していることである。三点目は利害関係者が自ら財

務諸表を調べることが物理的に困難であることである。こうした問題点に対

処するため、財務諸表の信頼性を確かめるために必要な能力を有し、かつ、

被監査会社から独立の立場にある公認会計士が、財務諸表を検査、評価して

利害関係者に報告する財務諸表監査が必要とされている。

ここで問題になるのが本論文の研究対象である監査報酬である。監査報酬

は被監査会社から受け取るが、このことは被監査会社の意に添わなければ、仕

事を失う危険があるので問題がある財務諸表でも忖度により適正意見を表明

してしまう恐れがある。また、そうでなくても利害関係者から疑念を持たれ

る可能性がある。こうした被監査会社との利益相反の問題を解消すべく、監

査人の独立性に関する規定が法で定められている。被監査会社に対して、監

査証明以外の財務諸表を作成することや税務業務を行うことが禁止または制

限されている。また、監査関連業務を継続的に担当することについても制限

が課されており、所定企業に従事する業務執行社員と審査担当社員について、

継続監査期限を 年、インターバルを 年間置くこととされている。同じ担

当者が監査を長期間継続すれば、被監査会社の特徴や監査要点を熟知した効

率的な監査を実施することが可能となるが、マンネリ化して問題点を察知で

きない危険や外観的な独立性に対する懸念が生ずるため、こうした制約が設

けられている。さらに、一つの被監査会社からの報酬度が、監査法人の収入

の を超える場合、その監査法人の構成員ではない公認会計士に委嘱し、

監査意見の表明前に監査業務に関する審査を受けるか、または監査意見の表

明後において監査業務の定期的な検証を受けることが必要とされている（櫻

井 ）。

監査業務は主に決算書や財務諸表のチェックを行い、会計業務や処理が適

正に行われているかを確認することが目的であり、請求書の根拠となる資料

や取引先などの資料までチェックや照合が行われる。具体的には、実査、立

会、確認、質問、閲覧、視察、証憑突合、勘定突合、帳簿突合、勘定分析、再
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実施、分析的手続がある（亀岡ら ）。

本稿では、業種別に監査状況を比較することを目的としているが、ここで

は本稿で取り上げる業種毎の業務の特徴を紹介する。実際の会計業務では、

これらの事業各々の特徴を踏まえた監査業務が行われている。

金融業では有価証券の発行と流通を円滑に機能させる役割について、保険

業では株式の評価の特例、事業費等の償却、契約者配当などの保険業法に基

づく業務報告書の作成が義務付けられており、それらについての会計業務が

行われる。

一方、運輸業は、 年の法改正により個人事業者でも一定の要件を満た

せば、貨物自動車運送業へ新規参入することが容易になったため、収益性の

低い中小零細業者が多く存在し、下層構造の多層化が進行している。場合に

よっては元請業者から、 次、 次以降の下請業者が実運送を行うことすら

ある。

通信業の特徴としては、ソフトウェアが目に見えない無形資産であること、

多重階段請負構造であることやビジネスモデルの急激な変化などがあげら

れる。

小売業の特徴は、販売パターンが自社販売や賃貸契約方式であることや、

設備の修繕及び設備の購入・設備の除去・廃棄、リースによる設備調達などが

ある。これらは会計上、資本的支出及び収益的支出の判断を行うほか、リー

スにより調達した場合にはリース基準に従い、所有権移転・移転外ファイナ

ンスリース、オペレーションリースに分類を行った上で、会計処理を行うこ

とになる。また、ポイント制度や商品券も、小売業の主な特徴である（

）。

次に、事業規模間での特徴については、大企業の監査では海外提携事務

所への提携料の支払い、新人を毎年多く採用するための研修費や採用費、上

場会社監査登録事務所特有の公認会計士協会のレビューや金融庁の検査への

対応費、レビューや検査で求められる品質管理部門など間接部門の人件費な

どの間接経費がかかることも特徴である（横田会計事務所 ）。

3.3 データ

本論文の分析には、日本公認会計士協会（ ）が発表している「監

査実施状況調査」を用いる。本調査は、日本公認会計士協会の会員が教会へ

提出する監査概要書及び監査実施報告書から抽出したデータを元に会員の監

査の充実と監査の品質の向上に活用するために、監査の関する者の人数、監

査時間、監査報酬額を客観的に統計資料としてまとめたものである。本論文

では、会社法監査に該当する製造業、卸売・小売業、金融保険業、運輸・情

報通信業、サービス業に絞り、売上高を企業規模とした 年度から

年度の 年間のデータを用いる。



分析方法・結果

3.4 分析方法・結果

年度のデータを用いて業種別の監査報酬を図 で比較した。同図から、

どの業種も事業規模が大きくなるにつれて監査報酬が増えていることがわか

る。しかし、他業種に比べて金融保険業の増え方が大きいことが分かる。

監査報酬は一般的に「監査時間数単価」で決まるが、金融保険業の場合、

多様な金融商品があるため監査項目が多い。また、図３から、金融保険業で

は事業規模が大きくなるにつれ、 社あたりの監査人の数が逓増することが

示されている。

図４から、 社当たりの監査時間数が逓増することも分かる。更に、金融

保険業の監査には専門性が必要なため、監査人一人当たりの単価が高くなる
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傾向があることも要因だと考えられる（ ）。こうした理由から、金

融保険業は他業種に比べて、事業規模の拡大に伴う監査報酬の増加が大きく

なる。

次に、図 に、過去 年間の監査報酬の増加率が示されている。図から、

先どの業種においても監査報酬が概ね増加傾向にあることがわかるが、

年度から 年度にかけて運輸・情報通信業の監査報酬の増加が前年度比

で 増と最も高くなっている。 年５月 日付けで、法務省から新



考察

型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた「会社法施行規則及び会社計算規

則の一部を改正する省令」が公布されるなど、新型コロナウイルスの影響で、

物流量が増加し売上高が伸び、監査工程が増加したことが考えられる（国土

交通省 ）。

3.5 考察

監査報酬は年間売上高が 億円未満の比較的小さな会社では一社当たり約

千円かかり、年間売上高が 億円以上の会社では一社当たり

千円かかる（日本公認会計士協会 ）。しかし、これらは企業と利

害関係者の取引を円滑にするためには必要不可欠である。また、監査報酬は

監査時間数単価で導き出され、それらは各業種の形態や特徴、更には環境が

変化したことや法律が改正されたことよっても影響を受けると考えられる。

具体的な業種別の監査業務として、製造業では、製造販売プロセスを業務

記述書等により十分に理解し、架空オーダーが発生しない業務フローになっ

ていない確認や、仕掛品の評価がどのように行われているのかを把握し、原

価配分に恣意性が入る余地はないかの確認がある（横田公認会計士事務所

）。卸売業では、会社の営業監視の仕組みがどうなっているのか、シス

テム統制を含め内部統制を十分に把握した上で、部署別・担当者別の計数管

理が行われており、異常点を検出し調査する体制になっているか、在庫預け

先に対し抜取実査をしており相手先の管理レベルを評価しているか、海外在

庫・外注預け在庫の増減について監視しているか、売掛金残高確認・在庫照

合の差異分析が適切に行われているかどうか、営業データの入手・分析によ

り異常点を検出し証憑突合を実施する。小売業では、売上、仕入、在庫の計

上・払出が 連動しているかどうか、在庫の数量・単価・金額が営業担

当者により操作できないシステムになっているかをまず確認することや、棚

卸差異修正以外の在庫操作ができるとしたら誰がどのタイミングでできるか

をヒヤリングや業務マニュアルの閲覧等により確認する（横田公認会計士事

務所 ）。金融保険業では、利息・保証料等にかかる制限、契約に係る説

明態勢、金融商品についての取り扱いがある（日本貸金業協会 ）。運輸

業・通信業では、運賃・料金の収受状況、損害賠償責任保険の加入状況、自

家用自動車の利用、名義貸し行為の有無、整備管理の実施状況がある（川合

）。

こうした業種別の監査業務の違いが、上述した監査報酬額の違いを生み出

していると思われるが、今回の研究では業種別の平均値のデータを用いてい

たため、業種の大まかな特徴しか考慮できていない。業種別よりも更に細か

く、企業間での比較ができれば、その企業各々の内部統制の特徴を考慮して

比較することができ、より正確な分析につながるのではないだろうか。
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第4章 炭素税による所得階層別の

家計への影響：線形支出体

系を用いて
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要約

地球の平均気温の上昇を産業革命前の水準に比べて 以下に抑えると

いうパリ協定の目標を実現するため、多くの国々が 年を目途にカーボ

ンニュートラルを達成することを目指して、年々温暖化対策を強化している。

日本も温暖化対策を進めており、その一環として炭素税 温対税 を 年

月に導入したが、税率は諸外国と比べて極めて低い水準に留まっており、

の大幅な排出削減に寄与するには至っていない。そのため、日本におい

て炭素税のさらなる増税が不可欠であると考えられている。日本経済研究セ

ンターは、 年にカーボンニュートラルを実現するためには、 万円

の炭素税の導入が必要だと結論づけている。しかし、炭素税が強化され

るようになると、間接税の持つ逆進性は社会の公平性に関わる重要な政策課

題となり、化石燃料や電力に対する支出額が総支出に占める割合の高い低所

得世帯は特にその影響を受けやすいと予想できる。

本稿では既存の先行研究と異なり、日本の家計消費支出データを基づき、

線形支出体系 を用いて 万円 の水準の炭素税が導入された場

合に、所得階層別の家計の消費選択行動に対して与える短期的な影響をミク

ロの視点から考察した上、その逆進性についても確認した。その結果、所得

階層間の異なる消費構造に起因し、特に低所得世帯が炭素税の影響を受けや

すく、直面する支出金額単位当たりの実効税率は高所得世帯よりも ％高く

なることがわかった。さらに、非効率性を示す超過負担についても所得階層

ごとに比較をしたが、超過負担の程度は中間所得階層で高くなる傾向にある

ことが確認された。

キーワード： 線形支出体系、逆進性、超過負担、弾力性
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4.1 序論

近年、地球温暖化問題の顕在化による海面上昇は低地にある国家にこれま

で経験したことのない脅威をもたらしている。また、地球温暖化は高潮や極

端なエルニーニョ現象などの出現頻度を増し、世界各地の環境や生態系に対

して深刻な影響をもたらすとも予想される。気候変動に関する政府間パネル

の第 次評価報告書では、生態系全体への影響として、世界平均気

温が工業化前に比べて ～ の気温上昇を超える場合、植物及び動物種の

約 ～ ％の絶滅リスクが増加する可能性が高いと予測されている。そうし

た気候変動の背後にある要因は多岐にわたるが、 第 次評価報告書で

は、人為起源の温室効果ガスの排出が地球温暖化の主要な原因である可能性

が高いと述べられている。

このような背景から、温室効果ガスの排出削減を促進するため、 年に

フランスのパリで開催された第 回気候変動枠組条約締約国会議

では、気候変動対策の国際的な枠組みであるパリ協定が締結された。この協

定では、地球の平均気温の上昇を産業革命前の水準に比べて 以下に抑え

ると共に、さらに努力目標として 以下にすることが合意され、その期

限として「今世紀後半」が提示された。また、 年に が公表した

「 特別報告書」では、気温の上昇を にとどめるためには、 排

出量が 年までに 年比で 減少、 年までには世界全体でネッ

トゼロを達成する必要があるとされている。これを受けて、多くの国が

年までのカーボンニュートラル を目標にして、積極的な排出削減政策を進め

ている。

排出量でトップの米国と中国はそれぞれ 年、 年までにカー

ボンニュートラルを実現するという目標を打ち出している。日本政府も

年経済産業省と環境省の合同部会において、温室効果ガス排出削減に関する

「地球温暖化対策計画」の政府原案を示し、「 年度に 年度比 ％減」

のほか、長期的に目指す目標として「 年 ％減」を明記している。そし

て、 年 月には、 年ぶりに「地球温暖化対策計画」を改定し、 年

度において温室効果ガス 削減 年度比 を目指すこと、さらに

年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロとするカーボンニュートラルの実現

を目指すことを宣言している。

排出削減のための主要な政策的手段としては、補助金、規制的手段、

炭素税や排出量取引制度などが存在する。 年にノーベル経済学賞を受賞

した米国の環境経済学者 は、炭素税や排出量取引といっ

た市場メカニズムに基づく手法を採用することで、経済成長と排出削減のバ

ランスが達成可能であると主張しており、あらゆる排出削減策の中で温室効

果ガス問題を解決する最も効果的な方法は、世界全体で炭素税を導入するこ

1カーボンニュートラルとは、排出される CO2の量と吸収または削減される CO2 の量が等
しくなる状態を指す。



序論

とであると述べている 。また、 らによる

研究も、国内一律の炭素税、あるいは世界一律の炭素税の利用が 排出削

減のために最も効率的な方法であることを理論的に示している

。

炭素税はピグーが提案した価格メカニズムを活用した外部性問題の解決策

の一つである。政府が課税を通じて外部費用を汚染者に負担させ、経済主体

の行動をグリーンなものへと誘導することを目指す。 を排出するエネル

ギーの利用に対して課税することで、価格上昇の効果を通して、短期的には

消費者に省エネ行動などを促し、長期的には消費者に低炭素型製品への買い

替えを促す効果があると考えられている。

以上のような効果から、炭素税の導入は各国で進められている。環境省

によれば、フィンランドが 年に世界初の炭素税を導入し、その

後も逐次税率を増加してきている。 年時点では、同国の暖房用・輸送用

燃料は共に となっており、導入時 の約

倍の炭素税が課されている。一方、フランスは 年に の税

率で炭素税を導入したが、 年に制定されたエネルギー移行法において、

年までに炭素税率を まで引き上げることを発表してい

る。日本でも低炭素社会に向けた行動変容を促す目的で、炭素税とも呼ばれ

る「地球温暖化対策のための税」 温対税 が 年 月に導入された。し

かし、その税率はわずか 円 に留まっており、他の先進国と比べ極

めて低い水準にあり、 の大幅な排出削減に寄与するには至っていない。

現行の日本の炭素税率では、 年までにカーボンニュートラルが実現で

きるとは考え難く、今後さらなる税率の引き上げが不可欠であると考えられ

ている。

日本経済研究センター は 年までに 排出量をゼロにする

ためには、どのような政策手段が必要なのかを分析している。ビッグデータ

が広く深く普及した第 次産業革命が進展した 年の経済構造を予測し、

現状で想定できるデジタル経済へ全面的に移行すれば、 排出量の 割を

削減することができると予測しているが、カーボンニュートラルを達成する

ために、更に 万円 の炭素税が必須だと結論づけている。

ただし、炭素税のような生活必需品に対する税を大きく引き上げる場合に

は、間接税のもつ逆進性が社会の公平性に関わる重要な政策課題となる。現

状日本におけるエネルギー起源 排出量は、温室効果ガス排出量のうち約

％となっているため 、電気やガス、エネルギー集約型の消費財へ炭素税

を課すと、これらの価格の上昇につながる。特に、低所得階層の家計の間で

は、生活必需品である電気やガスなどへの支出が総消費支出に占める割合が

大きいため、炭素税の導入の影響は大きくなる。また、高所得階層は一般的

により社会インフラが整備されている地域に居住しているのに対し、低所得

22023 年 8 月現在の為替レートでは約 1.80EUR に相当する。
3温室効果ガスインベントリオフィス (2021) のデータによる。
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階層は郊外や僻地など社会インフラが整備されていない地域に住んでいる場

合が多く、自家用車の利用を電車やバスなどの公共交通機関の利用に切り替

えることが難しく、炭素税率の上昇とともに重い税負担を強いられることと

なる。その結果、低所得階層はエネルギー関連の費用の上昇により生計を圧

迫され、「エネルギー貧困」に陥るリスクが高まる。

こうした背景を踏まえ、本稿では、家計の消費選択行動を所得階層別に実

際のデータから推定した上で、 万円 の水準で炭素税が導入された

場合に、家計の厚生水準の変化について調べる。また、炭素税が家計にもた

らす超過負担を各所得階層に推計する。

本稿の残りの構成は以下の通りである。まず、第 節では炭素税の逆進性

を取り上げた即存研究の内容を紹介し、研究動向を紹介した上で本稿の特徴

を述べる。次に、第 節ではモデルを推計し、所得階層別の家計の消費選択

行動を示す。第 節では、炭素税 万円 が課された場合の、支出金

額あたりの実効税率を所得階層に計測し、炭素税の逆進性を確認する。そし

て第 節で炭素税の 排出削減効果を確認し、それによってもたらす超過

負担を計測する。最後に、第 節で本稿の分析で得られた結果をまとめて、

今後の課題を述べる。

4.2 先行研究と本稿の特徴

4.2.1 先行研究

炭素税の逆進性に関する研究は先進国の間で多岐にわたって行われている。海

外の研究では 、 、 、

ら や ら などがあり、日本国内の研究には

藤川 、有村・亀岡 などがある。

は、米国のガソリン税の所得再分配効果について分析し、家計の

収入に占めるガソリン支出の割合を推計した。低所得階層に課税による支出

増を補償しない場合、炭素税はわずかな逆進性を発生させ、低所得階層の社

会厚生がより多く損なわれることを示した 。一

方、 は、価格弾力性の理論を用いて の研究

方法を拡張し、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、イギリス、

アイルランドの カ国での炭素税の影響を分析した。その結果、最初の カ

国 フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン では、異なる所得階

層間で強い逆進性が見られなかったのに対し、アイルランドとイギリスでは

明確な逆進性が見られた。 による研究では、

の研究と同様にアイルランドとイギリスにおいて炭素税が明確な逆

進性を持ち、消費者価格および低所得階層の効用水準に影響を与えることを

4超過負担は、市場経済が自由に機能する場合と比較して、政府の介入によって発生する社会
厚生損失を指す。死荷重とも呼ばれる。
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示唆している。さらに、彼らはこれを改善するためには、低所得世帯を対象

に一時的な補助金を出すことを推奨しており、それにより炭素税が逆進性か

ら累進性へと変わり、低所得階層の社会厚生損失は生じなくなると指摘した。

また、 らの研究では、交通渋滞よる経済損失が均等に

負担されない為、化石燃料に対する税金は強い逆進性を持ち、低所得階層の

厚生水準を大きく低下させるとの結論を導き出した。 は、

デンマークにおける炭素税の社会厚生への影響を評価し、炭素税が低所得世

帯の消費支出を ％増加させた一方、高所得世帯ではわずかに ％しか

増加させなかったことを示し、特に農村地方に住む家計がより大きな影響を

受けることを明らかにした。

日本を対象に分析した藤川 の研究は、 万円 という炭素税

が導入された場合を想定し、炭素税の影響を予測している。その結果、低所

得階層においては を超える税負担が生じるのに対し、高所得階層では

未満の税負担に留まるという逆進性を確認している。有村・亀岡 によ

る研究では、炭素税及び 賦課金による産業や家計への影響に関して、産

業連関分析の価格決定モデルを用いた詳細な分析が行われている。彼らの研

究結果は、炭素税導入による家計の支出上昇率は、低所得世帯、寒冷地域の

世帯、電気料金単価が低い地域の世帯、そして高齢者世帯の間で高いことを

示している。

4.2.2 本稿の特徴

上述の先行研究から以下 点の特徴が確認できる。第一に、炭素税の逆進

性に関する研究は、主にマクロ統計に基づいており、特に日本の研究では所

得階層ごとの家計での異なる消費行動の視点から行う研究が限られている。

そして、使用される分析手法としては、ほとんどが産業連関分析と応用一般

均衡分析である。しかし、炭素税はミクロの経済主体の排出削減行動に対す

る価格政策であり、異なる世帯グループの間は異なった消費選択行動を取る

ものと予測される。それらを積み上げた結果は、代表的な個人を想定したマ

クロレベルの分析とは異なったものになることが予想される。第二に、先行

研究は、家計部門の負担増に焦点を当てており、炭素税の導入によって発生

する超過負担に対する研究は少ない。これらを踏まえて本稿の特徴としては、

家計の消費支出データを使用し、所得階層別の家計の異なる消費行動を基づ

いて炭素税の逆進性や超過負担を計測することである。

4.3 消費者行動の推定

本節では、初めに代表的な需要推計モデルを幾つか紹介した後に、本研究

で利用する推定モデルを特定化し、その理論的な考え方を明らかにする。次
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に、本研究で使う価格や消費のデータについて説明する。データ分析を行い

効用関数のパラメータを推定し、その結果を用いて弾力性を計算する。これ

を通じて、消費者の消費行動の特徴を示すことを目的とする。

4.3.1 推定モデルの特定化

消費需要関数の推定では が 年代に導入した線形支出

体系 以下 がパイオニア的な取り組みと

して知られている。日本でも を用いた家計の消費選択行動と間接税の

超過負担に関する先行研究は数多く存在しているが、金子・田近 、小

、上村 がそれらの例として挙げられる。特に、上村 は、

を利用して所得階層別の消費行動を推定し、間接税の影響を詳細に分析

している。結果として、間接税の増税によって全ての所得階層で超過負担は

大きくなるが、中間所得階層の超過負担が最も大きくなると述べている。

以外にも、さまざまな消費需要関数が考案されたが、特に ＆

による モデル は、集計

データを利用し消費者の需要を捉える代表的な推計モデルとして、多くの研究

者に受け入れられてきた 。また、

＆ は、エンゲル曲線の非線形性を考慮して モ

デルを改良し、所得の 乗項を追加した モデル

を提唱した 。

しかし、これらの推定モデルでは非常に多数のパラメータを推計すること

が必要であり、推定が困難になり、超過負担の分析も煩雑となる。そのため、

本研究では モデルを使用し、先行研究に従って各所得階層の消費需要関

数を推定する。

4.3.2 線形支出体系 (LES)

イギリスの経済学者 ）は以下①－③の仮定を満たす消費者の効

用関数 が式 の 型効用関数で与えられることを示した。

ある期間において消費者の各種消費財 商品およびサービスを含む へ

の支出額は、その期間における消費者の所得水準と各種消費財の価格

に依存する。

消費支出は、基礎的消費支出額と選択的消費支出額の つの部分に分

けられる。

基礎的消費支出額は消費者の収入水準に関係なく、消費者は基礎的消費を

満たした後に残りの収入をある種の限界消費性向に従って選択的消費部門に
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配分する。

β

この式の対数をとると、

となる。

ここで、 は第 財への需要量を示し、α は第 財に対する基礎的需要量

で、β は消費者が基礎的需要量を満たした後に選択的需要量に割り当てる

シェアである。ただし、β に関する制約式として、

ただし、

が満たされる必要がある。

また、消費者は貯蓄をせず、すべての所得を消費に充てるものと仮定する。

この時、予算制約式は、

であり、 は第 財の消費者価格で、 は総所得である。

消費者の消費選択行動は、 と の制約条件の下で の効用最大化問

題として以下のように定式化できる。

この効用最大化問題で得られる最適解が内点解で決定すると仮定し、ラグ

ランジュ乗数法で解くと以下のマーシャルの需要曲線が得られる。

α
β

α

ここで、両辺に第 財の価格 を乗じて、更に右辺に誤差項 をつけるこ

とで、推定モデルが得られる。

α β α

ただし、第 財に対する支出額 とする。右辺の第 項は第 財に

対する基礎的需要量α を第 財の価格 で掛けている。よって、α は第
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財の基礎的消費支出額であることが分かる。第 項は総所得からすべての

財における基礎的消費支出額の総和を差し引いた残りの金額のうち、第 財

に割り当てる選択的消費支出額を示す。上の式から β が簡単に

確認できるので、β は第 財への限界消費性向であると考えられる。

4.3.3 データと推定方法

消費データについては、総務省の『家計調査』における「年間収入五分位階

層別・ 世帯当たり ヶ月間の収入と支出 二人以上世帯のうち勤労者世帯 」

の月次データから消費データを取得し、それらのデータを季節調整 したもの

を分析に用いる。なお、「居住」への支出は短期的には変化しないと仮定し、

推定データから「居住」のデータを外した 財についてモデル分析を行う。

品目はそれぞれ、「 光熱・水道」、「 交通・通信」、「 食料」、「 家具・家

事用品」、「 被服及び履物」、「 保健医療」、「 レク・娯楽・教育費」、「

その他」となる。価格データは 年基準の『消費者物価指数』における

「全国 品目別価格指数 」の月次データから取得したものを使用する。「 レ

ク・娯楽・教育費」の支出データについては、「教育」と「教養娯楽」への支

出額の合計を使用し、価格データは支出額をウェイトとして「教育」と「教

養娯楽」の価格指数の加重平均を使用する 。

推定期間は、最近の消費者の選択行動を反映しつつ、十分なサンプル数を

確保できる炭素税 円 が施行された 年 月から 年

月までの ヶ月間とする 。なお、炭素税は 年 月から段階的に増加

されていき、 年 月に最初計画されていた最終税率 円 へ

の引き上げが完了したが、この期間の炭素税の増加は消費者の選択行動に対

して影響力は持たなかったものと仮定して、以下分析をすることとする。

表 は、推定期間内の『家計調査』の消費支出データに基づく 財別の平

均消費支出額のシェアを所得階層別に示している。それぞれの財に対する平
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均消費支出額を、同じ所得階層の平均総支出額で割り、各財の平均支出額の

シェアを算出した。第 分位から第 分位では「 食料」一番大きなシェア

を占めており、第 分位では「 その他」の占める支出シェアが一番大きい

ことが分かる。また、所得階層が上がるにつれて、「 食料」と「 光熱・水

道」の支出シェアが小さくなっているが、一方で「 被服及び履物」と「

その他」、「 レク・娯楽・教育費」の支出シェアは多くなっていることが確

認できる。

推計式 式から、推計式が非線形であることや、第 財の基礎的需要量α

が第 財への消費支出額だけではなく他の 財への消費支出額に対して

も影響を及ぼす、ということが確認できる。このため、各支出関数を同時推計

する際、誤差項が互いに独立ではなく、相関関係を持つ可能性が十分考えられ

る。よって、 が考案した 以

下 モデル を用いて推定する。 モデルはパラメータの同時決定に

よる内生性に対処した同時方程式モデルであり、本稿では誤差項の間に存在

し得る相関関係を考慮した一般化非線形最小二乗法を用いて推計を行う。た

だし、 β という制約条件のため、 本の推定式のうち 本の推

定式のパラメータは自動的に決定されるため、第 財の「その他」を除いた

本の推定式を同時に推定する。

上記推定では使用するデータは時系列であるため、本来は分析を行う際に

データが定常性を満たすかどうかを 検定 検

定 などの単位根検定で確認しておく必要がある。単位根の存在が判定される

場合には、各変数の階差を取って定常性を確保したうえで推定を行うべきで

ある。しかし、得田 や田代 で指摘しているように、変数が非

定常でも、パラメータの推定値が一致性を持つことが保証されている。本研

究の目的は、時系列分析を行うことではないため、パラメータが一致性を持

つのであればそれを用いて分析しても問題がないと考えられる。従って、本

研究では近年の実証分析研究に従って、各変数の階差を取らずにレベル変数

でモデルを推定する。

4.3.4 パラメータの推定結果と消費者行動の推定

ここでは消費データと価格データを使って効用関数のパラメータα とβ

を推定する。第 分位から第 分位までの所得階層ごとに推計を行い、その

推定結果を以下の表 にまとめた。ただし、第 財「その他」のβ は

β という制約条件を用いて、 β からβ を求めている。
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ほとんどのパラメータが有意に推定されており、基礎的需要量を表すα

については、「 光熱・水道」と「 食料」、「 保健医療」がすべての所得階

層を通して、 ％水準で有意に正値に推定されている一方で、「 交通・通信」

では一部の所得階層において負値に推定されている。α が負値であること

は、基礎的需要量という性質からすると論理的な解釈が難しいものの、小西

や田代 などの先行研究でも負値で推定された値を用いた分析が

実施されており、需要量 が正値になるのであれば数学的には問題がないと

されている。このことから、本研究でも需要量 が常に負値にならないと仮

定し、負値で推定されたα を使用し、以降の分析を進めることとする。た

だし、「 交通・通信」と「 家具・家事用品」においては、有意性がないと

推定されたα が幾つかあり、これらの改善については今後の課題としたい。

限界消費性向を表すβ については、「 保健医療」の第 分位を除き、す

べての所得階層および消費財に対して ％水準で有意に正値に推定されてい

る。また、その値が所得階層によって異なるため、総所得からすべての財に

おける基礎的支出額の総和を差し引いた残りの金額が各消費財にどのように

配分されるかという点において、所得階層ごとの消費行動の違いが反映され

ていると考えられる。特に「 食料」は高所得階層が、それに対する限界消

費性向β が高くなる傾向にあることから、所得階層間の消費行動の違いを

明確に示していると言える。消費者行動をより把握するために、上記推定し

たパラメータを用いて所得階層別の所得 総消費 弾力性と自己価格弾力性を

求める。

所得弾力性とは、消費者の所得 総消費 が 単位変化した際に、ある消費

財に対する需要がどのように変化するかを測る指標である。数学的には、第



消費者行動の推定

財の所得弾力性 は次のように定義される。

β

また、自己価格弾力性とは、ある消費財の価格が 単位変化した際に、そ

の消費財の需要量がどの程度変化するかを示す指標で、本研究では第 財の

自己価格弾力性 を、以下の計算によって導出することが可能である。

β

所得階層別の所得弾力性と自己価格弾力性を求めるにあたって価格と所得

のデータを使用するが、それらの値がその時によって変化するので、ここで

は 年の『家計調査年報』における所得階層ごとの 世帯当たり年間の支

出金額 二人以上世帯のうち勤労者世帯 から、家計 ヶ月間の平均支出デー

タを算出して使用する 。そして、価格データは 年の『消費者物価指数』

年次データを使用する。それらを用いて求めた所得弾力性と自己価格弾力性

を表 に示した。

すべての所得階層を通して、α が有意に正値に推定されている「 光熱・

水道」、「 食料」と「 保健医療」は、所得弾力性 と自己価格弾力性

は全所得階層において共に より小さい値を示している。弾力性の定義

から、これらの 種類の財は必需品としての特徴を強く示していることが分

かる。一方で、一部のα が負値に推定されている「 交通・通信」は所得

階層全体を通じて弾力性が大きく、奢侈品の性質が強いと考えられる。また、

「 被服及び履物」は、中間所得階層の所得弾力性がその他の所得階層よりも

値が小さく、中間所得層にとっては「 被服及び履物」が必需品の特徴を示

していることがわかる。低所得階層は、「 光熱・水道」の所得弾力性が高所

得階層よりも低く、「 レク・娯楽・教育費」の所得弾力性が高所得階層より

も高いなど、所得階層ごとの消費選択に違いがあることが確認できる。
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4.4 炭素税の品目別実効税率の計測

所得階層別に炭素税の厚生コストを計測するためには、炭素税の支出金額

当たりの実効税率を求めなければならない。本節では、 品目ごとの各所得

階層における炭素税 万円 の実効税率を求める。なお、本稿では第

財に対する炭素税の実効税率τ は、以下の式として定義する。

炭素税実効税率 τ
炭素税負担額

消費支出

その結果を利用して、逆進性 公平性 の議論を展開する。ただし、以下の分

析では炭素税による税負担が全て消費者に転嫁されるものと仮定する。

4.4.1 CO2排出量の計測と結果

炭素税が従量税であるため、実効税率を計測するに先立ち、所得階層別の

排出量の算出が必要となる。家計の 排出量を計算する方法として

は環境家計簿や排出係数などあるが、ガスや電気のような消費する際に直接

を排出する財に限定されており、消費全体の 排出量を対象として

いない。加えて、それらの計算では一般的に支出額ではなく消費量が用いら

れる。しかし、本研究に使用する価格データは消費者物価指数であり、家計

の各種財に対する消費量を支出額から単純に計算することは困難である。

従って、品目ごとの 排出量の計測は、大藪 や中野 の方

法に倣い、『環境分析用産業連関表』から算出された 年 の「家計消費

購入者価格 万円当たりの誘発 排出量」 以下 排出点数表 を用

いて、これに品目別支出金額を掛けて 排出量を求める。「 排出点数

表」とは、特定の財・サービスに対して 万円消費する際にどれだけの

排出量が誘発されるかを計算したものである。ここでの 排出量にはエネ

ルギー消費によって直接排出される「直接排出量」と、製品の製造や輸送過

程などで消費によって間接的に排出される「間接排出量」の両方が含まれて

いる。この方法により、各所得階層の消費行動の全体像に基づく 排出量

をよりある程度把握して、炭素税の影響を分析することが可能となる。家計

の消費支出金額については、先程と同様に 年の ヶ月間の平均支出デー

タを使用し、それを消費者物価指数のデータを用いて消費支出金額を 年

の物価水準に修正する。修正した消費支出金額とその支出シェアを表 に示

した。

藤川 によれば、産業連関表の産業分類と家計調査の品目分類は異な

るため、これらを厳密に対応させることは不可能であると述べている。した

がって、本稿では平成 年 年 産業連関表の『総合解説編』の「第

章 部門別概念・定義・範囲」を参考に、「 排出点数表」と家計調査の
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品目分類を対応させ、平均月間 排出量を算出する。求めた各所得階層に

おける 品目ごとの 排出量とその占めるシェアを表 にまとめた。

品目別の支出シェアを排出量シェアと照らし合わせると、各所得階層にお

いて総支出額の 割前後にしか満たない「 光熱・水道」は、その排出量シェ

アでは半分近くを占めていることが分かる。さらに、「 食料」は所得階層が

上がるほど支出シェアが下がる反面、排出量シェアが上昇することが分かる。

このように、異なる所得階層の世帯の間で消費行動について明確な差異が存

在しており、そうした消費パターンやライフスタイルの違いが 排出量に

も反映されている。また、第 分位の総支出額が第 分位の 倍であるに

も関わらず、 総排出量は 倍しかないことも確認される。

4.4.2 8大品目ごとの排出点数と所得階層別炭素税実効税率の

計測

前項で求めた 排出量を用いて、 年の第 財の排出点数 を、
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と定義する。ただし、 は第 財への消費に誘発される 排出量であり、

は第 財に対する 年の月間平均支出額である。また、第 財に対す

る炭素税の実効税率τ （支出金額当たりの税率）は、

τ

で計算できる。ここでの は炭素税の税率であり、 は第 財における

炭素税負担額である。各所得階層における 財ごとの排出点数 と炭素税

の実効税率τ を表 に示す。

「 保健医療」を除いて、ほぼ全ての消費財について所得階層が上昇する

に従って、炭素税の実効税率が減少することが確認できる。そして、最も所

得の高い第五分位の所得階層の合計実効税率は、最も所得の低い第 分位の

所得階層よりも 位低くなる。この結果は、所得水準が低い家計ほど炭素

税の影響が大きいという逆進性を示している。この逆進性の傾向の背後には、

所得階級間での消費行動の顕著な差異があるためだと考えられる。特に、必

需品としての性格が強い「 光熱・水道」では排出点数が他の財と比べて圧

倒的に高く、所得階層間で排出点数に大きな差が見られない一方で、支出シェ

アには明らかな差が存在し、表 から同品目に対する支出が総支出に占める

割合が低所得階層ほど高いことが確認できる。その結果、炭素税の導入とと

もに、低所得階層が重い税負担を強いられることとなる。

4.5 炭素税の厚生コスト

本節では、第 節で推定した所得階層別の需要体系と第 節で計測した炭

素税の実効税率を用いて、炭素税の導入によってもたらされる厚生コスト 超

過負担 を算出する。
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4.5.1 超過負担の計測方法

超過負担 、または死荷重とも称される課税の厚生コスト

とは、政府が商品やサービスに課税することで市場の効率が損なわれた結果

として失われる家計の効用を指す。超過負担は租税が無い状態を初期時点と

して、課税によって家計の効用が下がった時に、家計が課税前の効用を再び

達成するために必要な補償所得額が納税額を超える金額で示したものである

村澤 。言い換えれば、納税額をすべて家計に返還しても、元の効用水

準は達成できない場合、課税による非効率性が生じたと考え、その非効率を

金額で表したものを意味する。補償所得額の計測にあたり、上村 や田

代 等の先行研究は等価変分を採用しており、本稿ではそれを倣って等

価変分を採用する 。したがって、超過負担の計測については、以下の式で定

義する。

先行研究と同様、ここでの は補償所得額に用いる等価変分であり、補

償所得額の超過分は超過負荷 となる。そして、等価変分は財の価格が

課税前価格から課税後価格に変化した時に、家計の効用の低下の大きさを、

課税後の効用水準を基準に評価したものである。 は等価変分を

以下の式で示した。

ただし、 は支出関数であり、 はそれぞれ課税前価格ベクト

ルと課税後価格ベクトルを表し、 は τ で算出する。 は課税

後の効用水準、 は課税前の効用水準を表す。 によ

り、等価変分は、

と表すことができる。また、効用関数は価格に対しての減少関数なので、課

税後の効用水準 は課税前の効用水準 に比べて低くなる。更に、支出関

数 は について増加関数となるため、 とな

り、等価変分は より小さくなる。

そして、 は政府の税収を表しており、

τ

ただし で求めることができる。 は

第 財の課税前価格を表し、 は第 財に対する課税後の需要量で、
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は課税前価格を基準にして課税後の需要量を用いて算出

した第 財に対する支出額である。従って、それに第 節で求めた排出点数

を乗した は課税後の 排出量を示す。

よって、本研究では超過負担の式に と を代入して、超過負担が

で求めることができる。

式が示すように、超過負担の計測には間接効用関数 と支出関数

を導出する必要がある。まず、第 節で求めた 式の需要曲線を

式の効用関数に代入すると以下の間接効用関数が得られる。

∑ α
β

β

上記の間接効用関数を について解くと、支出関数

α

β

が得られる。従って、以下の手順で超過負担を計測することができる。

まずは、第 節で推定したパラメータα とβ 、そして課税前価格 と

課税後価格 を 式に代入して、課税後の間接効用関数 と課税

前の間接効用関数 を求める。次に、こちらを用いて 式から課税

前価格 を基準とした支出関数 と を導出し、 式か

ら等価変分を求める。さらに、総支出 を使って、マーシャルの需要曲線

式から課税後の需要量 を求める。そして、課税後の需要量

と排出点数 を利用して 式から政府の税収を求める。最後に、上記求

めたものを 式に代入し、所得階層ごとの超過負担を求める。

4.5.2 計測結果

表 は炭素税 万円 の導入によって、各財への消費に誘発される

排出量の変化分を所得階層別に示している。それぞれの財の課税後

排出量を、課税前 排出量で差し引き、各財の排出量の変化分と変化率を

算出した。

「 光熱・水道」はどの所得階層において共に自己価格弾力性の絶対値が

小さく、必需品としての性格が強いことから炭素税の実効税率が一番高いに
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も関わらず、 排出量の変化率が低いことが見られる。一方で、実効税率

が 番目に高い「 交通・通信」は奢侈品の性質が強く炭素税の税率に大き

く影響され、すべての所得階層を通して 割以上 排出量が減少するこ

とがわかった。そして、「 レク・娯楽・教育費」に関しては炭素税の導入に

よって 排出量がかえって増加している。これは限界消費性向を表す β

が他の財よりも比較的に高いからであると考えられる。 総排出量につい

て見てみると、炭素税の導入によってどの所得階層においても、 割強の排

出削減効果が確認できる。中でも特に中間所得階層の 総排出量は、第

分位と第 分位に比べて炭素税に影響されやすいことが見られる。

最後に、炭素税 万円 による効用水準の変化率と等価変分、超過

負担の計測結果は表 にまとめている。

効用水準の変化率はΔ で算出する。家計の総所得が変

化しないのであれば炭素税 万円 の導入に伴い、どの所得階層の効

用水準においても 割程度、低下することが分かった。中でも、所得が最も

高い第 分位は効用水準の低下率が極端に高い。その要因として、排出点数

が圧倒的に高い「 光熱・水道」に対する基礎的需要量α がその他の所得

階層に比べて高く推定されており、効用水準に直接関係する α の

値が炭素税の導入により大きく下がったことが考えられる。
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補償所得を示す等価変分の絶対値は所得階層が上がるにつれて大きくなっ

ているものの、非効率性を示す超過負担は所得階層が上がるごとに単調的に

増減する傾向が見られず、中間所得階層の超過負担がより大きい。また、超過

負担を納税額で除した比率についても、やはり中間所得階層の方が他の所得

階層より高い傾向が見られる。特に、超過負担が最も大きい第 分位は、最

も小さい第 分位との間に 倍以上の差があり、納税額との比率を比べてみ

るとその差が 倍以上に開いたことが示されている。こうした傾向が見られ

る要因として、総所得から総基礎的支出額を差し引いた自由裁量できる金額

α が中間所得階層で大きくなるため、消費選択が炭素税に影響さ

れやすくなることが考えられる。従って、第 分位の超過負担が大きくなっ

たのはその基礎的需要量α が極端的に小さく推定されたからである。

一方、表 から分かるように、各品目間の炭素税の実効税率の差が、第

分位で最も小さく、市場の相対価格の歪みが比較的に小さくなるため、第

分位における超過負担が小さく計測された。また、弾力性が小さく必需品と

しての性格が強い「 光熱・水道」と「 食料」の実効税率についてみると、

所得階層が上がるにつれてその実効税率が小さくなる傾向が見られ、第 分

位の超過負担が小さく計測されたのはラムゼイ・ルール と整合的な結果でも

ある。

4.6 まとめ

この節では本稿で得られた結果をまとめ、今後の課題について述べる。本

稿では既存の先行研究と異なり、日本の家計消費支出データを基づき、線形

支出体系 を用いて炭素税 万円 の導入が各所得階層の家計

の消費行動や超過負担に対して与える短期的な影響をミクロの視点から考察

し、さらにその逆進性についても確認した。研究の結果として以下の点が明

らかとなった。まず、効率性の観点から炭素税による超過負担が中間所得階

層で高い傾向にあるという結論が得られた。そして、所得階層別の異なる消

費構造に起因し、特に低所得世帯が炭素税の影響を受けやすく、直面する支

出金額単位当たりの実効税率は高所得世帯よりも ％高くなることがわかっ

た。既存の先行研究と同様に、日本において炭素税が逆進性を持つことが確

認できた。

この炭素税の逆進性を緩和するために、炭素税収を補助金の形で経済的に

余裕のない低所得階層に向けて、一時的な所得補助策を導入することが検討

されるべきだと考える。それによって低所得階層に低炭素型製品への買い替

えを促す効果があり、重い税負担に強いられる状況からの打開策として考え

られる。また、課税の公平性を確保するため、低所得階層にとって消費支出

の割合が高いとされている光熱やガソリンといった生活必需品を対象に軽減
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税率を適用することも推奨する。しかし、軽減税率の導入は炭素税の逆進性

を緩和するが、消費財間の相対価格の更なる歪みを引き起こすし、効率性を

低下させることが予想できる。このような効率性と公平性のトレード・オフ

が存在する。よって、炭素財を導入する際に軽減税率を適用すべきか否かを、

今後シミュレーション分析によって検討する必要がある。

最後に、本稿における今後残されている課題を述べてむすびとする。本稿

では、炭素税の逆進性と超過負担の計測のみを対象として分析を行ったが、

炭素税の負の影響を改善することを対象としてシミュレーション分析を行う

ことも可能である。そして、本稿は所得階層別の家計を中心に分析を行った

が、地域性による消費選択の差異が存在することも先行研究に確認されてい

るため、この点の詳細な検討も必要である。

本稿では、 排出量を「 排出点数表」から単純計算したが、本稿の

排出量と実際の排出量の間に大きな乖離が存在する可能性がある。さらに、

本稿で使用する線形支出体系 は、貯蓄を考慮しておらず炭素税が総所

得に影響を与えないという前提を置いている。また、炭素税が産業構造を変

化させることで財の相対価格に影響を及ぼすことや、国際貿易などへの影響

も考慮しない、など強い仮定を設けている。そのため超過負担が実際よりも

低く推計されている可能性がある。よって、今後はもっと高度な手法を用い

て 排出量を計測し、家計の貯蓄を考慮した推定モデルを用いて本稿で得

られた結果を再確認する必要がある。これらを今後の課題としたい。
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第5章 若年層女性のファスト

ファッションの利用状況に

関する調査

狩野 陽香

要約

本研究では、ファッションに対する関心が高いと思われる 歳から 歳

の若年層世代の女性を対象に、ファストファッションの利用状況についてア

ンケート調査を実施した。ファストファッションの利用に影響を与える要因

を順序ロジスティック分析により調べた結果、「服を色々と揃えてファッショ

ンを楽しむ人」や「服を資源ごみで廃棄する人」や「 上に服装やフリー

マーケットの情報を載せる人」がファストファッションの利用頻度が高いと

いう結果が得られた。

キーワード： ファストファッション、順序ロジスティック分析、若年層世

代の女性

5.1 序論

我々は自己を他者に示すための表現方法として昔からファッションを楽しん

できたが、近年ファストファッションが利用できるようになってから、ファッ

ションについてより多くの選択肢を持てるようになった。ファストファッショ

ンの普及状況には目を見張るものがあり、昨今では渋谷のセンター街や新宿

の街でもファストファッションブランドの店舗が沢山立ち並ぶようになって

いる。また、店舗をオンラインに構えるファストファッションブランドも出現

してきており、消費者は自分の生活様式やニーズに合わせて、ますますファ

ストファッションを活用できるようになってきている。

これまでファストファッションのブランドとしては やユニクロや

に代表される先進国資本のブランドが主流であったが、昨今では や

などのオンラインショップでのみ販売している中国資本のブランドも立

ち上がっており、それらは若者の間で人気になってきている。こうした変化
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は、販売される服の多様化をすすめるだけでなく、ファストファッションの

ブランドについての多様化も進んでいる傾向を示している。

さて、多様なファッションを安価に楽しむことを可能にしたファストファッ

ションは消費者にとって大変魅力的であるが、一方でファストファッションに

対しては少なからぬ懸念も示されるようになっている。ファストファッション

は、価格が安くデザインが豊富なため消費者はつい手を伸ばしたくなる。し

かし、その安価な服を大量に生産するため、海外の工場で従業員を非人道的

な方法で就業させていたり、他のファッションブランドからデザインの盗用

を行なったりしているとの批判がある。また、売れ残った大量の服の在庫管

理や処理方法について十分な考慮がされていないなど、環境負荷の視点から

も問題点が指摘されている。

こうしたファストファッションが引き起こすこれらの社会・環境問題への

対応策を考えていくためにも、まずはファストファッションの利用状況につ

いて知ることが大切だと思われる。そこで、本稿は、ファストファッション

の利用頻度が高い人がどのような生活様式を送っているのかをアンケート調

査により調べることとした。

本研究では、「ファッションに関心があるものの、服の購入に余り多くのお

金を使う余裕がない」と思われる 歳の若年層世代の女性をターゲット

にアンケート調査を行うこととした。アンケート調査では、ファストファッ

ションの利用状況、被覆行動の楽しみ方、服の廃棄方法、 の利用状況な

どについて尋ねることで、生活様式とファストファッションの利用状況を関

連付け、ファストファッションの利用行動に影響を与える項目を調べること

とした。若者がファッションを楽しむ上では安価なファストファッションブラ

ンドは大変魅力的であり、その利用を完全に撤廃させることは難しい。本論

文では、分析結果をもとに、ファストファッションを楽しむことと環境保全

を両立するための道を提案する。

本論文の残りの構成は以下のとおりである。第 節では、ファストファッ

ションが現在抱える問題と、それに対する対策、また、ファストファッション

についての先行研究の内容を紹介し、本研究の独自性を述べる。第 節では、

アンケート調査の概要と結果、またデータ概要を説明する。本研究では、順

序ロジスティック分析を用いて、ファストファッションの利用頻度に影響を与

える要因を調べる。第 節では分析方法と推計結果を述べ、第 章で考察と

まとめを述べる。
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5.2 背景

5.2.1 ファストファッションについて

ファストファッションとは「流行を取り入れつつ低価格に抑えた衣料品を、

大量生産し、短いサイクルで販売するブランドやその業態」のことをいい、

ファッション業界の中でも大手グローバルチェーンが市場を占め、売り上げ

を伸ばしている。日本では、 年にユニクロのフリースが大ブームを起こ

すと、その翌年には 原宿店がオープンした。その後、 年に ＆

が銀座に日本一号店を出し、 が渋谷に店舗を構えた。そして 年

に も上陸するなど、 年代以降、海外のファストファッション

ブランドが日本での規模を急速に拡大した。高いデザイン性を持ちつつも安

価な服が高頻度で入れ替わることが、ファストファッションが消費者に好感

を持たれる要因であると考えられる。

経済産業省（ ）によると、 年の日本での小売企業（衣料品）売上

は、 位に「ファーストリテイリング」、次いで「しまむら」、「ワールド」と

上位にファストファッションが占めている。また、中国では 年から

年にかけて、ファッション市場を 兆円拡大し、北米では 兆円拡大して

いる。このように、低価格でありながら、流行を捉えたデザインの衣料品を

販売しているファストファッションブランドは、消費者にとって魅力的なも

のであるが、その裏で様々な社会問題を抱えている。

5.2.2 ファストファッションが抱える問題

ファストファションが安価な理由は、賃金の安い途上国の工場に生産を依

頼し、生産過程における人件費を節約しているからである。伊藤（ ）は、

衣類の輸出で、中国に次ぐ 位のバングラデシュでは、月の給料が 円か

ら 円程度だと述べている。産業環境管理協会（ ）によると、

年の日本の小売市場で販売されている衣類の約 ％は海外からの輸入品であ

り、中国やベトナムなど人件費の安い国に発注をかけることで、コストを抑

えていることがわかる。

図１は衣料品の購入単価の推移を表している。また、図２は国内衣料品市場

の動向を表している。図 から購入単価が減少していること、図 から

年から 年の間に国内衣料品市場が５兆円規模で縮小したことが分かる。

ファストファッションブランドが台頭していることから、衣類の供給量は年々

増え続けているが、その一方で、衣服一枚当たりの販売価格は減少傾向にあ

り、売上高は伸びておらず、アパレル産業の市場規模は縮小している。総務省

（ ）の「全国家計構造調査」では、総世帯の消費支出が項目別にまとめら

れている。その「被服及び履物」の項目を調べてみると、 年が 円

なのに対し、 年では 円と減少傾向にあることが分かる。これは、
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ファストファッションの普及により、商品単価が下がったことが要因である

と考えられる。この様に、「ファストファッションは販売量の増加には結びつ

いているものの、ファッション業界全体の売り上げ増加には余り貢献してい

ない」との指摘がある。

ファストファッションの短期サイクルでの大量生産における生産過程で環境

負荷が生じたり、売れ残り商品の大量廃棄などが発生したりするため、「ファ

ストファッションは世界で２番目の環境汚染産業である」ともいわれている。

環境省（ ）によると、服１着を生産するにあたり、水は約 リットル

使用されており、 は キログラム排出されている。また、服を手放す

手段として ％が可燃・不燃ゴミとして廃棄されている。これらを考慮する

と、ファストファッションの環境負荷はかなり大きなものだと推察される。

最後に挙げる問題は、ファストファッションブランドによる他社ブランド

のデザインの盗用である。特に や などに指摘の多い問題であ

る。ハイブランドのシンボルとなる製品が盗用の対象となっているとの指摘

がある。経済産業省（ ）によると、ハイブランドでは、大抵の場合、流

行の決定やデザイン、製造などに長くて 年ほど時間をかけている。一方で、

ファストファッションは流行を見極めてから生産を行うことにより、半年ほ

どの期間で小売店での商品展開を実現している。ファストファッションブラ

ンドは、デザインを盗用することでデザインに費やす時間を短縮し、短期間

での商品展開へと繋げているとの指摘がある。
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5.2.3 欧州政府の対策

上記の状況を踏まえ、欧州では政府による対策が取られている。国際貿易復

興機構（ ）によると、欧州委員会では、 年 月に循環型経済の実現

のために「持続可能な循環型繊維製品戦略」を発表した。そこでは、 年

までに 内で販売される繊維製品を「耐久性があり、リサイクル可能で、危

険物質が含まれておらず、労働者の人権や環境に配慮したもとで、生産された

もののみにすること」が目標として掲げられている。また、消費者庁（ ）

によると、ファッションの先進国であるフランスでは、アパレル産業に関する

問題をブランドと消費者の問題ではなく、社会全体の問題と捉え、さまざま

な政策が立てられている。 年には、「循環経済法」と呼ばれる、「資源の

循環と廃棄物の削減を目指した循環経済に関する法律」を世界で初めて公布

したが、そこでは、生産者に対して、リサイクル素材や再生可能資源の使用

などの商品の品質や環境に関する情報提供を義務付けている。また、衣類廃

棄禁止法は、循環経済法の中で制定されており、 年 月に施行された。

アパレル産業に対して、売れ残った新品の商品を焼却したり、埋立てしたり

することを禁止している。このように、欧州ではファストファッションの拡

大によって生じる問題に対策がなされているが、日本ではいまだに適切な対

策は取られていない。

5.2.4 ファストファッションブランド規制への意識

ブランド品宅配買取りサービス業界で首位の『ブランディア』を運営して

いる株式会社デファクトスタンダード（ ）が行った「ファストファッショ

ンに関する独自調査」では、回答者の約８割が「ファストファッションを知っ

ている・具体的に説明できる」と答えていることからも、ファストファッショ
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ンが世間に浸透していることがわかる。

一方、消費者庁（ ）が行った「サステナブルファッションに関する消費

者意識調査」では、回答者の１割が「ファストファションの問題のことをよ

く知っており、具体的な取り組みを行っている」と答え、３割が「よく知っ

ているが、具体的な取り組みは行っていない」と答え、４割が「問題を聞い

たことがあるが、具体的には知らない」と答えている。この結果から、消費

者はファストファッションの問題は認識しながらも、自分自身では具体的な

行動に移していないことがわかる。

5.2.5 先行研究と本稿の独自性

大枝ら（ ）は、若者のファストファッションに対するイメージを明ら

かにしつつ、生活意識とファストファッションへの意識の関連性について調

べている。 年 月－ 月に大学生および大学院生 名に対する調査

を実施しているが、若者はファストファッションに対して「安価で気楽」「親

しみやすい」などの高い評価をしていることが確認されている。また、男性

よりも女性の方が、ファッションへの興味が強く、またファッションの情報入

手にも時間をかけていることも確認されている。また、女性の方がファスト

ファッションの店舗にもよく訪れることが確認されている。

村上ら（ ）は、女子大学生の環境配慮意識とその実態についてエコロ

ジカル評価尺度を用いた分析を行い、女子大学生の環境配慮意識は一般人と

比べて低い傾向にあるが、意識の高い人は、組み合わせや着回しを工夫する

ことで、着用しなくなった服の再利用を心がけている、と述べている。環境

意識の高い学生は、実際に被服行動に移していることから、ファストファッ

ションの利用頻度が低かったり、 の投稿内容でも環境配慮を呼びかけた

りしていると考えられる。

また、渡辺ら（ ）によると、ファッションへの意識の高さや の利用

時間の長さが購買行動に影響を及ぼしており、 の利用時間が長く、ファッ

ションへの知識が多い人がインターネット通販の利用率が高いことがわかっ

ている。この結果は、スマートフォンやインターネット通販アプリの普及が

若者のファッションに対する意識に正の影響を与え、衣服の購買行動を促進

していると考えられる。

以上の結果をもとに、本研究ではファッションへの意識が高く、 を頻

繁に利用している人は、さまざまなファッションスタイルを楽しもうとし、他

者からの見映えも気にするので、ファストファッションの利用頻度が高くな

る可能性があると考えた。

株式会社 エンタテインメントが運営する若者マーケティン

グ研究機関「 」（ ）は、 世代（ 歳）を対象にし

た「 世代の による消費行動に関する意識調査」を行っている。この調
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査は、 世代が新しいブランドや商品の情報を、 を通じて得ていること

を報告している。女性は約 ％が で商品の情報を得ていると回

答しており、特にインフルエンサーの投稿が情報源として参考にされている

と報告している。

藤原ら（ ）は、京阪神の３短期大学の学生 名とその母親ら合計

名を対象に服装規範に対する主観的規範及び態度の測定を行った。調査結果

によれば、独自欲求の強い人ほど社会の服装規範と離れた服装を選択する傾

向がある。孫ら（ ）も、女子学生の被服行動に影響を及ぼす独自欲求に

ついて分析を行っており、独自欲求性において、他者の存在を気にしている

人と自己顕示する人ほど、流行性を重視すると報告している。

総務省（ ）によると、 年度のインターネット利用者に占める

の利用者の割合は であり、 歳では ％を超す数値となってい

る。その中で、「自分の情報や作品の発表」を の利用目的としている人

は （複数回答可）であった。これらの の利用とファッションの関

係性について調べた先行研究を参考に、本論文のアンケートでは、「 の

利用頻度」や「 に自身の服装を投稿するか」という項目について尋ね、

自己顕示欲求とファストファッションの関連性について明らかにすることを

目指す。

本稿の顕著な特徴は、ファストファションの購買要因を探る目的で、若

年層世代の女性の生活様式とファストファッションの利用を紐づけている点

である。アンケート項目である「服の購買における決定要因」「 の利用

時間 目的」「環境保全に対する行動」などから、どのような生活様式の学

生が、ファストファッションを頻繁に利用しており、また、頻度が高くなる理

由を探る。

5.3 先行研究データ

5.3.1 データ概要

本研究では、調査会社（ ）にモニター登録をしている日本全国の

歳から 歳の女性を対象に、「ファストファッションへの意識調査」につい

てのアンケート調査を実施した。使用したアンケート調査の設問内容は巻末

に添付している。本調査を行う前にスクリーニング調査を行った。スクリー

ニング調査の質問は全２問であり、 年 月 日に全国 人を対象に

実施した。①月に１着以上服を買うかどうか、② 等で流行のファッショ

ンについての記事を閲覧するかどうかを尋ねた。結果は、 が月に１着

以上洋服を購入しており、 という高い割合の人が日頃 を利用して

洋服の情報を入手していることがわかった。ある程度ファッションに関心が

あり、実際に購買行動に移している人に本調査の対象を絞るため、①と②の
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設問に共に「はい」と回答した人を本調査に残した。

本調査のアンケート実施期間は 年 月 日から 日であり、上記

の対象回答者の中から先着順で 人の回答を得た。本調査の質問事項は全

問であるが、この設問項目の中から興味深いと思われるものを選択して、

以下報告をする。なお、アンケート調査の記述統計は表１に掲載している。
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5.3.2 アンケート概要

初めに、ファストファッションブランドを月にどの程度利用（購入はしな

いが、店舗を尋ねる サイトを見る等も含む）するかどうか尋ねた。結果

は、毎日（ ）、週に 回（ ）、週に１回（ ）、月に 回

（ ）、月に 回未満 となり、約半数が週に１回以上はファスト

ファッションを利用していることがわかった。都道府県別に見ると、利用頻

度が一番高い県は東京都であり、神奈川県、愛知県と続いている。大阪府で

は、月に 回や週に 回の頻度で利用する人が多いことがわかった。

次に、服を買う際に重要視する事項を複数選択回答で尋ねた。結果は、金

額 、デザイン 、色 、機能性 、ブランド 、

その他 となり、デザインを重視している人が最も多いことがわかった。

次に、ファッションで重視することとして、「服を色々と揃えてファッション

を楽しむこと」と「気に入った服を中心に衣装を揃えること」のいずれかを

選択して貰ったが、「前者」・「どちらかというと前者」と回答した人が

であり、半数以上を占めた。

シャツを買った場合、何シーズン着用したら廃棄するかを尋ねた。結果

は、１シーズン（ ）、２シーズン（ ）、３シーズン（ ）、

シーズン（ ）、それ以上（ ）であり、 － シーズンという短期

サイクルでＴシャツを廃棄する人は であり過半数を占めていることが

わかった。

服の廃棄方法についても尋ねた。複数選択回答で尋ねたところ、結果は、

可燃ごみ（ ）、資源ごみ（ ）、フリマアプリへ出品（ ）、

リサイクルボックス・古着回収ボックスに持ち込む（ ）、兄弟・友達に

譲渡（ ）、寄付（ ）、その他（ ）となった。

話題となっている、環境保護や人道的配慮についても質問をしてみた。具

体的には、「値段が倍近くになっても、環境保全や人道的な生産過程を重ん

じたブランドを選ぶか」を尋ねたところ、そう思う 、ややそう思う

、やや思わない 、全く思わない という分布となった。

最後に、 上（ストーリーも含む）にて、自身の服装やコーディネイト

を載せるか尋ねたところ、 の人はほとんど載せないと回答したが、週

に 回程度（ ）、週に１回程度（ ）、月に 回程度 と

なり、 は週に１回以上、 ％は月に１回以上、自身の服装を 上

に載せていることがわかった。

5.3.3 変数の説明

分析に使用した変数は以下のとおりである。被説明変数には「ファストファッ

ションの利用頻度」を用い、「 ．毎日」、「 ．週に － 回」「 ．週に 回」

「 ．月に － 回」「 ．月に － 回未満」という５つの段階から一つの
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選択肢を選んでもらうこととした。なお、以下の分析では、利用頻度の値は

逆転して用いており、毎日が 、月に － 回未満を１としている。

説明変数は全部で 項目ある。１つ目の変数は、「服の購入のために、毎

月いくら位迄ならお金を使うことができますか」という項目に対する回答で

ある。回答者には「１． 円迄」、「２． 円迄」、「３． 円迄」、

「４． 円迄」、「５． 円超」の５段階から選択をして貰った。

種類目の変数は、「服を買う際に重要視する項目」についての解答である。

「金額」、「デザイン」、「色」、「機能性」、「ブランド」、「その他」の６種類の

項目について複数選択で回答して貰った。その項目を重視すると選択した場

合に１、選択しなかった場合に０となるダミー変数を 種類作成した。

「服を色々と揃えてファッションを楽しむこと」と「気に入った服を中心に

衣装を揃えること」ではどちらを好みますかという選択肢については、「１．

前者」、「２．どちらかというと前者」、「３．どちらかというと後者」、「４．

後者」の４段階で選択して貰い、「被服の楽しみ方」の変数とした。

「 シャツを買った場合、何シーズン着用したら廃棄しますか」という質

問にも答えて貰い、「１．１シーズン」「２．２シーズン」「３．３シーズン」

「４．４シーズン」「５．それ以上」の５段階の中から回答を選択して貰い、

廃棄時期の変数として利用した。

服の廃棄方法として、「可燃ごみ」、「資源ごみ」、「フリマアプリへ出品」、

「リサイクルボックス・古着回収ボックスに持ち込み」、「兄弟・友達に譲渡」、

「寄付」「その他」の７つの項目を用意し、複数回答で選択して貰った。回答

結果は廃棄方法のダミー変数として利用した。

環境保全や人道配慮に関する支払い意思額を尋ねるため、「値段が倍近くに

なっても、環境保全や人道的な生産過程を重んじたブランドを選ぶか」を尋

ねた。「１．そう思う」「２．ややそう思う」「３．やや思わない」「４．全く

思わない」の４段階を設けて、一つを選んでもらった。これは環境保全の重

要度を測る変数として利用した。

日の の利用時間についても尋ね、「１．ほとんど使わない」「２．

分」「３． － 時間」、「４． － 時間」、「５． 時間以上」の５段階で回

答して貰い、 の利用時間変数として利用した。

「 に自分の服装やコーディネイトを載せますか」という質問にも回答

して貰い、「１．週に － 回程度」、「２．週に 回程度」、「３．月に 回

程度」「４．半年に１回程度」、「５ほとんど載せない」の５段階から選択して

貰い、 掲載変数とした。

「 等で、環境に配慮した服を情報と共に載せたり、フリーマーケット

を開催 利用している様子を載せたりしますか」という設問も尋ね、「１．週

に１回程度」「２．月に － 回程度」、「３．半年に１回程度」、「４． 年に

１回程度」、「５ 載せたことがない」の５段階で回答して貰い、回答結果をフ

リマ利用変数として利用した。
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5.4 分析方法と推計結果

5.4.1 分析方法

ここでの分析では、どのような生活様式の人がファストファッションの利

用頻度が高いかを調べることを目的としている。ファストファッションの利

用頻度を被説明変数とし、上述した「服への使用金額」、「購入の決定要因」、

「被服の楽しみ方」、「廃棄時期」、「廃棄方法」、「環境保全の重要度」、「

の利用時間」、「服装を に載せるか」、「 で服 フリーマーケットの情

報を載せるか」を説明変数として用いて、生活様式がファストファッション

の利用頻度に与える影響について調べる。

下記の推定式を用いて、順序ロジスティック分析を行う。個人 のファスト

ファッションの潜在的需要を とする。

α Χ ε

ここでΧ は個人属性であり、ファストファッションの潜在的需要に影響を

与える因子で、先の質問項目の回答結果から特徴づけられるとする。ε はロ

ジスティック分布によって生じる誤差と仮定する。一方、ファストファッショ

ンの利用頻度 は以下の５つの領域で観察されると仮定する。

月に 回未満 θ

月に 回 θ θ

週に 回 θ θ

週に 回 θ θ

毎日 θ

推計では、パラメータ α の値と共に、θ θ θ θ の閾値を同時

に推計した。

5.4.2 分析結果

順序ロジスティック分析の推計結果を表 に掲載した。結果より、「決定要

因（金額）」「決定要因（機能性）」、「廃棄方法（寄付）」、「環境保全意識」、

「 掲載」の５つの変数は説明力が乏しいことがわかった。そこで、説明

力をもつ変数を調べるために、有意な結果が得られた項目に絞り、再度分析

を行った。変数として用いた項目は、「服の使用金額」、「決定要因（デザイ

ン）」、「決定要因（色）」、「決定要因（ブランド）」、「被服の楽しみ方」、「廃

棄時期」、「廃棄方法（資源ごみ）」、「廃棄方法（フリマアプリ）」、「廃棄方法

（その他）」「 の利用時間」、「フリマ掲載」である。
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表３に示したように、「被服の楽しみ方」、「廃棄方法（資源ごみ）」が５％水

準で有意となった。「被服の楽しみ方」はマイナスをとっていることから、気

に入った服を中心にコーディネイトを組む人より、色々な服を揃える人の方

が、ファストファッションの利用頻度が高いことが読み取れる。この結果は、

ファッションの楽しみ方の違いが、ファストファッションの利用頻度を決めて

いることを示している。

また、「廃棄方法（資源ごみ）」がプラスとなっていることから、着なくなっ

た服を資源ごみとして廃棄する人は、ファストファッションを利用している

ことが分かる。ファストファッションという短期サイクルで大量生産・大量

廃棄を行うブランドで服は買うものの、個人としては、環境意識を持って取

り組む層がいることがわかった。

そして、「フリマ掲載」の変数は、マイナスの値をとっている。このことは、

上に服装やフリーマーケットの情報を載せない人は、ファストファッショ

ンの利用頻度が低いことを示している。
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表３の結果によれば、「使用金額」、「決定要因（色）」「決定要因（デザイ

ン）」、「決定要因（ブランド）」、「廃棄時期」、「廃棄方法（フリマアプリへ出

品）」、「 の利用時間」は、ファストファッションの利用頻度に対して統計

的な説明力を持たないことがわかった。上記の渡辺ら（ ）では、 の

利用時間の長さが、インターネット通販の利用時間と関連していると述べて

おり、本論文では、 の利用時間とファストファッションの利用頻度との

関連性を調べたかったので、今後はそれらを考慮した質問項目を増やして調

査を行うことが今後の改善点である。

5.5 考察

本論文では、若年層世代の女性に対して生活様式や環境意識に対するアン

ケート調査を行い、それがファストファッションの利用状況に影響力を持つ

かどうかを調べた。順序ロジスティック分析を用いた分析を行った結果、「服

を色々と揃えてファッションを楽しむ人」や「服を資源ごみで廃棄する人」や

「 上に服装やフリーマーケットの情報を載せる人」がファストファッショ

ンの利用頻度が高いことがわかった。

「服装を色々と揃えてファッションを楽しむ人」は、コーディネイトの組

み合わせを増やすために、安価でデザインが豊富なファストファッションの

利用頻度が高くなるということが考えられる。アンケート調査より、毎月服

に使用する金額が 円以下の人が半数近くであり、こうした人がファス

トファッションの利用傾向があることからも、ファストファッションの利用者

は、服にお金はかけたくないが、ファッションを楽しみたいという意識が強
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いと考えられる。

次に「服を資源ごみで廃棄する人」はファストファッションの利用頻度が

高いことがわかったが、これらの属性の人は全体の であるのに対し、

可燃ごみで廃棄する人は、資源ごみの約３倍である のため、割合は少

ない。しかし、資源ごみで処理している人がいることから、ファストファッ

ションの環境問題が危惧されている中で、ファストファッションを利用して

いるからといって、環境配慮意識が低いとは断定できないと考えられる。消

費者の環境意識としてゴミの分別を呼びかけることは効果的であるため、政

府や自治体、ファッションブランドが率先して行うことが求められる。

そして、「 上に服装やフリーマーケットの情報を載せる人」の方がファ

ストファッションの利用頻度が高いことがわかった。これは、洋服そのもの

やファッション好きのコミュニティに関心が高い故に、服を買う頻度も高く

なるのではないかと考えられる。

次に、「使用金額」「決定要因（デザイン）」「決定要因（ブランド）」「廃棄

時期」はファストファッションの利用頻度を決定するにあたり、説明力を持た

ない変数であることがわかった。分析の結果では、デザインはファストファッ

ションの利用頻度に説明力は持たないことがわかったが、アンケート結果に

より、若者は服の購買の際にデザインを最重視することがわかっている。し

たがって、ファストファッションの高いデザイン性は、消費者の購買意欲を

促進していると考えられる。しかし、ファストファションの問題として、デ

ザインの盗用が挙げられている。現代では、若者でもハイブランドを身につ

けるようになっており、若者のハイブランドへの憧れは増していると思われ

る。そこに目をつけてデザインを盗用するファストファッションブランドに

対して、政府は盗用した際のペナルティを課し、デザイナーの権利を守るべ

きである。

そして、服の廃棄サイクルが１シーズンから２シーズンと早い人と、ファ

ストファッションの利用頻度との関連性を見出す結果が得られなかった。し

かし、被服の楽しみ方として「色々な服を揃えてファッションを楽しむ人」が

ファストファッションの利用頻度が高いこととは、繋がりがあると考えてい

るので、分析対象を広げることで新たな結果が得られるかもしれない。

本稿では、 の利用頻度や自身の投稿内容などとファストファッション

の利用頻度の関連性を探りたいと考えていたが、期待通りの結果は得られな

かった。そのため、今後の課題として、アンケート調査の項目を の利用

に関する質問に絞り、若者の の使用とファストファッションの利用との

関係を調べたい。
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アンケート概要

【スクリーニング調査】

月に大体１着以上の服を買いますか。

はい いいえ

等で流行のファッションについての記事を閲覧しますか。

はい いいえ

【本調査】

ファストファッションブランドを月にどの程度利用しますか（購入は

しないが、店舗を訪ねる サイトを見る等も含む）。最も当てはまるもの

を選んでください。

毎日 週に 回 週に 回 月に 回 月に 回未満

服の購入のため、毎月いくら位迄ならお金を使うことができますか。

最も当てはまるものを選んでください。

円迄 円迄 円迄 円迄 円超

服を買う際に重要視する項目を選んでください（複数選択可）。

金額 デザイン 色 機能性 ブランド

服を色々と揃えてファッションを楽しむ ことと 気に入った服を中

心に衣装を揃える ことではどちらを好みますか。

前者 どちらかというと前者 どちらかというと後者 後者

シャツを買った場合、何シーズン着用したら廃棄しますか。最も当

てはまるものを選んでください。

１シーズン ２シーズン ３シーズン ４シーズン それ以上

服の廃棄方法で当てはまるものを選んでください（複数選択可）。

可燃ごみ 資源ごみ フリマアプリへ出品 リサイクルボックス・古着回収

ボックスに持ち込む 兄弟・友達に譲渡 寄付

値段が倍近くになっても、環境保全や人道的な生産過程を重んじたブ

ランドを選びますか。

そう思う ややそう思う やや思わない 全く思わない

日の （ 等）の利用時間を教えてくださ

い。最も当てはまるものを選んでください。

ほとんど使わない 分 時間 時間 時間以上

に自分の服装やコーディネイトを載せますか（ストーリーを含

む）。最も当てはまるものを選んでください。

週に 回程度 週に 回程度 月に 回程度 半年に 回程度 ほとんど

載せない
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等で、環境に配慮した服を情報と共に載せたり、フリーマーケッ

トを開催 利用している様子を載せたりしますか。最も当てはまるものを選ん

でください。

週に１回程度 月に 回程度 半年に 回程度 年に 回程度 乗せたこと

がない。



第6章 琵琶湖の水質保全を目的と

した滋賀県民の環境配慮

行動

後藤 優介

要約

本研究では、独自のインターネットアンケート調査を実施し、琵琶湖の水

質保全を目的とした滋賀県民の環境配慮行動について調べた。県民の個人属

性、居住地、環境意識が環境配慮行動に与える影響を順序ロジスティック回

帰分析により検証した。その結果、女性、学生、琵琶湖保全事業や琵琶湖の

抱える課題に関する知識が多い回答者、追加的な費用負担に肯定的な回答者、

水質は改善されていないと考えている回答者が、より環境配慮行動を実践し

ていることが確認された。

キーワード： 琵琶湖 水質汚濁 順序ロジスティック回帰分析 環境配

慮行動

6.1 序論

年代の高度経済成長期に琵琶湖の水質悪化は問題になったが、その後

は、行政により多様な政策が実施されたことや県民の協力が得られたことか

ら、現在では大分改善されている。しかし、水質指標の一つである 値

は北湖・南湖ともに十分に改善されたとはいえない 図 。加えて、近年で

は、「全層循環の未発生」、「マイクロプラスチックごみの検出」、「琵琶湖固有

種の漁獲量の未回復」といった新たな課題にも、琵琶湖は直面している。全

層循環とは、琵琶湖の北湖で秋から冬にかけて起きる現象のことで、琵琶湖

表層の水温が空気にさらされ低下すると表層の水が深層の水と混合し、全体

の水温、酸素濃度、水質が一様になるというものである。琵琶湖環境科学研

究センターによると、暖冬の影響から 年度、 年度の 年連続で全

層循環は確認されなかった。全層循環が発生しないと、底層の酸素濃度が低

下し、底層に生息する生物への悪影響が懸念されるようになる。今後これら

の新たな課題に取り組み、琵琶湖を中心とした持続可能な社会を滋賀県で築
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くためには、行政はもちろん県民も一体となり官民連携で取り組む姿勢が求

められると思われる。そこで、本研究では県民の環境配慮行動の実践状況に

個人属性や環境意識が与える影響を明らかにすることを目指す。

本論文の残りの構成は以下の通りである。第 節では琵琶湖の水質汚濁

の概要、水質の推移や環境意識と環境配慮行動について調べた先行研究の内

容を紹介し、本研究の位置づけを述べる。第 節では分析に用いたアンケー

トデータと使用する変数について説明し、分析結果の予測を述べる。第 節

では分析方法および分析結果を示し、第 節では分析結果に基づく考察を述

べる。

6.2 背景

6.2.1 琵琶湖の水質汚濁の概要

滋賀県に位置する日本最大の湖である琵琶湖は、古くから県内のみならず

近畿地方の生活を支えてきた。しかし、 年代の高度経済成長にともなう

人口増加や工場の建設によって産業排水や生活排水が増加し、琵琶湖の水質

悪化が問題となった。そして、 年に悪臭を放つ淡水赤潮が発生した。続

けて 年にはアオコが発生し周辺住民はその悪臭に悩まされたが、その原

因が富栄養化の原因となる合成洗剤に含まれているリンであることが指摘さ

れた（滋賀水環境ビジネス推進フォーラム ）。

なお、富栄養化とは、湖沼などの水中に含まれているリンや窒素などの栄

養塩の濃度が増加することで、植物プランクトンが増殖して水面を覆いつく

し、それを捕食する動物プランクトンや動物プランクトンを捕食する水生生

物も増えるが、夜間になって光合成が行われなくなると十分な量の酸素が供

給できなくなり、水中が酸欠状態になってプランクトンが死滅し、水質が悪

化しカビ臭が発生するというものである。

富栄養化による赤潮の発生を受けて、当時主流だった合成洗剤の界面活性

剤やリンの使用を控えて、粉せっけんを使用する「せっけん運動」が行政と

県民が一体となって行わることとなった（琵琶湖ハンドブック三訂版 ）。

その結果、赤潮発生前に ％程度であった粉せっけんの普及率は、 年

には ％を超える高い水準になった（環境白書 ）。また、同年には「滋

賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例（以下富栄養化防止条例とする。）」

が制定された。同条例には、リン合成洗剤の県内での販売使用の禁止、日本

初の工業排水に対するリンや窒素の排水基準の設定、肥料の適正使用、家畜

ふん尿の適正処理、雑排水の処理が盛り込まれている。

年には 月 日を「びわ湖の日」とすることを決定し、以降毎年琵琶

湖の一斉清掃活動が行われている。滋賀県の下水道普及率は開発着手時では

％と非常に低い数値であったものの、 年には ％と非常に高い数
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値となっている 滋賀水環境ビジネス推進フォーラム 。また、国土交

通省（ ）によると、 年の下水道普及率は ％に達している。

6.2.2 滋賀県の水質の現状

本節では、前節の環境保全政策を受けて現在の琵琶湖の水質等を表す指標

の推移について述べていく。

図 には琵琶湖の ・ （年平均値）の推移が掲載されている。

と とは水質を評価する代表的な指標であり、値が低いほど水質が良いこ

とを示す。武田（ ）によると は「有機物質が、従属栄養の好気性微

生物によって酸化分解される溶存酸素量」であり、主に河川や下水処理場の水

質基準に用いられる。 は「微生物の代わりに、酸化剤によって試料を化

学的に加熱分解」するときに消費される酸素量であり、主に湖沼や海の水質

基準に用いられる。北湖における は減少傾向にあり、環境基準値である

を下回り環境基準値を満たしている。南湖における は北湖と
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同じく減少傾向にあり、 ～ ～ ～ ～ 年

については環境基準値である を満たしている。北湖における

は概ね横ばいであり環境基準値である についても大幅に上回ってい

る。南湖における はやや上昇傾向にあり環境基準値である に

ついても大幅に上回っている。 については減少傾向であるのに対して、

については上昇傾向であり、反対の傾向を示している。

図 には、琵琶湖の透明度の推移が掲載されている。北湖・南湖ともに年

度によってばらつきはあるものの、透明度に関してはやや上昇傾向にある。

北湖は約 、南湖は約 ｍの水準が得られている。

図 には富栄養化の原因となる全窒素（年平均値）の推移が掲載されてい

る。北湖の全窒素は、 年より減少傾向にあり、 年、 年には環

境基準値である を満たしたものの 年には環境基準を上回って

いる。南湖の全窒素についても、 年より減少傾向にあったが 年に

大きく増加し、環境基準値を上回っている。

図 には、全窒素と同じく富栄養化の原因となる全りん（年平均値）の推

移が掲載されている。北湖の全りんは、統計開始時から現在まで環境基準値

である を満たしている。一方で、南湖の全りんは概ね横ばい状態

で環境基準値を上回っており 年には環境基準値を大きく上回る

を記録している。

図 には淡水赤潮とアオコの発生状況の推移が掲載されている。淡水赤潮

については 年に観測され 年に大量発生が観測されて以来減少

傾向にあり、 ～ ～ 年は発生していない。一

方で、アオコについては 年に初めて観測されて以来毎年のように発生し

ており、 年における累積発生日数は 日、延べ水域は か所で非常に

広範囲に発生していたことが分かる。

6.2.3 先行研究

本節では、先行研究の内容を紹介し、本研究の研究位置づけについて述べる。

平山ら（ ）の研究では、 年～ 年の琵琶湖に対する県民の世

論の変遷を滋賀県世論調査のデータを用いて調査している。琵琶湖を含む水

環境に対する意識を尋ねたアンケート調査結果に関するクロス集計から回答

者の属性による傾向の違いを分析した結果、対象期間を経て、「水環境保全対

策に対する満足度が高い」、「今後琵琶湖の保全政策に取り組むべき」、「水を

汚さないための行動をとる」と回答した滋賀県民の割合が増加していること

が明らかにされている。

小田・大野（ ）の研究では、東海地区居住者を対象に各年代の地球環

境に対する意識と行動について調査している。環境についての認識度、情報

源、環境保全活動の参加経験、生活行動の実践に関する項目などを設定したア

ンケート調査を行った結果、女性の方が男性より環境に配慮した行動が多く、

ボランティア活動をした経験がある人ほど環境配慮行動をより多く行なって
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おり、環境教育が地球環境問題への意識を促進することに大きな役割を持っ

ていることが明らかにされている。

山本（ ）の研究では、滋賀県内のボランティア団体会員と守山市民を

対象とした環境意識の差について調べられている。環境保全意識と環境保全

行動を尋ねたアンケート調査の回答者の属性に着目したクロス集計を行い、

「ボランティア団体会員は日常生活での地域密着度が高いため、地域の水環境

問題に対する関心も高く、水環境保全のためのボランティア活動への参加も

積極的である」ことを明らかにしている。一方、「守山市民は地域の水環境よ

り地球規模の環境問題などへの関心の方が強く、地域への密着度が会員より

も相対的に弱い」とも報告している。したがって、水環境保全のボランティ

ア活動への参加意志も弱く、守山市民の環境意識はボランティア団体会員よ

り高いが、意識と行動との間に乖離があることが明らかにされている。

本研究の特徴は、環境配慮行動へ影響を与える因子として環境意識に加え

て回答者の属性や回答者自身の知識を設定した点にある。また、インターネッ

トによるアンケート調査は、男性よりも女性の方が多く、高齢者の回答が少

なくなる傾向にある。そこで、アンケート回答者の性別や年齢による偏りを

なくすために、あらかじめ回答者の割付けを行った上でアンケート調査を実

施している点も本研究の特徴である。

6.3 データ

6.3.1 データ概要

本論文のアンケート調査は、 年 月 日（木）から 年 月

日（金）にかけて、アイブリッジ株式会社が提供するセルフ型アンケート

ツール「 フリージー 」を用いて実施した。調査対象は 歳以上の

滋賀県民 人とした。性別、年代、婚姻状況、子供の有無、世帯年収など

の回答者の属性情報は、アイブリッジ社が事前に収集している。偏りなく回

答者を集めるため、回答者 人については、男女各 人、 代から

代以上の 段階各 人になるように割り付けをした。調査項目は、在住して

いる市町村、琵琶湖に関する知識や情報源、環境意識、環境配慮行動の実施

の程度である。巻末の付表に使用したアンケートを掲載している。

6.3.2 使用する変数とデータの加工について

被説明変数として、環境配慮行動の水準について尋ねた質問項目 ～

（付録）に対する回答結果を用いることとした。「積極的に取り組んでいる」を選

択した回答者を ポイント、「まったく取り組んでいない」を選択した回答者を

ポイントとした 段階で評価する。
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説明変数は、子どもの有無に関するダミー、年代、性別に関するダミー、

婚姻状況に関するダミー、世帯年収、回答者の就労状況に関するダミー、居

住地に関するダミー（湖南地域、湖東地域、湖北地域、湖西地域）、情報収

集に関するダミー（ 、テレビ・ラジオ、新聞雑誌、知人友人、インター

ネット、説明会）、参加意識、県保全事業、琵琶湖問題、水質意識の 項目

である。

子どもの有無に関するダミーは、回答者に子どもがいる場合に をとる。

年代については、該当する年齢階層をまとめ、数値変換して利用した。具体

的には、 歳から 歳を と変換した。同様に、 代、 代、 代の回答

者についても年齢を変換し、 歳以上についてはすべて と変換した。性別

に関するダミーは、回答者が男性である場合に とした。婚姻状況に関する

ダミーは、回答者が既婚者である場合に とした。世帯年収は、本研究では

該当する世帯年収帯の中間値をとり、「 万未満」については 万、「

万以上」について 万と数値変換し、連続変数として取り扱う。就労状況

に関するダミーは、回答者が学生である場合に をとるようにした。居住地

に関するダミーは、居住地によって環境配慮行動の水準に影響があるか検討

するため、質問項目「在住している市区町村を選んでください。」にて選択さ

れた市町村をもとに、湖南地域（大津市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、

野洲市、湖南市）、湖東地域 彦根市、近江八幡市、東近江市、日野町、竜王

町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町）、湖北地域 長浜市、米原市 、湖西地

域 高島市 の 地域分類した。情報収集に関するダミーは、琵琶湖の環境問

題に関する情報を入手する媒体によって環境配慮行動の水準に影響があるか

検討するために用いる。参加意識、水質意識については、「最も当てはまる」

旨の選択肢を選択した回答者を （あるいは ）ポイント、「まったく当ては

まらない」旨の選択肢を選択した回答者を ポイントとする４（あるいは ）

段階で評価する。県保全事業、琵琶湖問題については、回答者が知っている

個数で分類し、 つすべて選択した人を ポイント、「いずれも知らない」を

選択した人を ポイントとする 段階で評価する。

次に分析を行うにあたって、分析結果の予測を立てる。

東海地区居住者を対象に各年代の地球環境に対する意識と行動を調査して

いる小田・大野（ ）の研究で、男性よりも女性の方がより積極的に環境

配慮行動を行っていることが明らかになっていることから、滋賀県民につい

ても女性がより積極的に取り組んでいると予測する。子どもがいる家庭では、

各家庭で実践できる琵琶湖の水質保全を受け継ぐため、教育の一環として子

どもがいない家庭よりも子どもがいる家庭の方がより積極的に環境配慮行動
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を実践していると予測する。

湖南地域に居住している回答者は北湖に比べ水質の指標が良くない地域で

あるため、水質保全に対する意識が高いと考えるため、他の地域に居住する

回答者よりも環境配慮行動の水準が低いと予測する。
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次節では、以上の予測をデータ分析により検証し、回答者の属性が環境配

慮行動に対して与える影響を明らかにする。

6.4 分析方法と分析結果

6.4.1 分析方法

統計ソフト を使用し、環境配慮行動の水準に県民の個人属性や居住

地、環境意識が影響を与えているかどうかを順序ロジスティック回帰分析に

より検証した。個人 の環境配慮行動へ影響を与える因子を とするとき、

琵琶湖の水質保全に対するモチベーションが、

α ε

で与えられているとする。なおαと はパラメータ、ε は誤差項である。

各環境配慮行動の実践状況を示す変数を としたときに、

θ

θ θ

θ θ

θ

という関係が得られると仮定する。上述した説明変数を用いて、順序ロジス

ティック回帰分析を行う。分析に用いる変数の基本統計量は表 に掲載して

いる。

6.4.2 分析結果

表 では、アンケート調査の単純集計の結果を掲載し、単純集計の結果か

ら読み取れる回答者の傾向が示されている。琵琶湖の保全事業の知識につい

て尋ねた質問については約 割の回答者が「いずれも知らない」を選択して

おり、県が行っている保全事業を理解している県民が少ないことが伺える。

また、琵琶湖の新しい課題について尋ねた質問についても、約半数の回答者

が「いずれもしらない」と回答している。環境配慮行動について尋ねた ～

については、完全に個人で行うことが可能な項目（ ）につい

ては取り組んでいる回答者がいずれも半数以上いるものの、 設問でボラ

ンティア活動への参加に実際に参加したことがあると答えた回答者は約

にとどまっており、個人での取り組みとボランティアへの取り組み間では差

異がみられる。環境保全のために追加的な費用を負担する意思があるかにつ

いて尋ねた質問については、約 の回答者が肯定的な意見を持っていたも

のの、約 割の回答者は現状維持を望んでいることが明らかになっている。
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次に、各環境配慮行動の水準を尋ねた質問について順序ロジスティック回帰

分析を行った結果を表 に示した。 の 生活排水を減らす努力については、

参加意識と費用負担が ％水準で統計的に有意となり、年代、性別ダミー、

学生ダミー、琵琶湖保全事業、水質改善意識が ％水準で有意になった。限

界効果が正であった因子は、年代、学生ダミー、参加意識、琵琶湖保全事業、

費用負担であった。したがって、回答者が学生で、琵琶湖環境保全に参加し

たいと考えており、琵琶湖保全事業の知識が多く、年齢が高く、追加的な費
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用負担に肯定的である場合、生活排水を減らす努力をしているといえる。一

方、限界効果が負であった因子は、性別ダミー、水質改善意識であった。し

たがって、回答者が男性であり、回答者が水質は改善されていないと考えて

いる場合、生活排水を減らす努力はあまり行っていないといえる。

環境配慮型商品の使用では、参加意識、琵琶湖課題、知人友人ダミーが

％水準で有意となり、湖南地域、琵琶湖保全事業、新聞紙ダミー、水質改善

意識が ％水準で有意になった。限界効果が正であった因子は、参加意識、

琵琶湖保全事業、琵琶湖課題、新聞紙ダミー、知人友人ダミーであった。し

たがって、回答者が琵琶湖の環境問題を新聞紙・雑誌、知人・友人から情報

収集しており、琵琶湖の環境保全に参加したいと考えており、琵琶湖保全事

業や琵琶湖が抱える課題についての知識が多い場合に、無リン洗剤等の環境

に配慮された商品を使っているといえる。一方、限界効果が負であった因子

は、湖南地域、水質改善意識であった。したがって、回答者が湖南地域に居

住しており、水質は改善されていないと考えている場合、環境に配慮された

商品をあまり使用しない傾向があるといえる。

琵琶湖保全活動に関する分析では、参加意識、琵琶湖保全事業、 ダ

ミー、知人友人ダミーが ％水準で有意になり、湖南地域、湖東地域、テレ

ビ・ラジオダミー、新聞紙、インターネットダミーが ％水準で有意になっ

た。限界効果が正であった因子は、参加意識、琵琶湖保全事業、 ダミー、

テレビ・ラジオダミー、新聞紙ダミー、知人友人ダミー、インターネットダ

ミーである。したがって、回答者が琵琶湖環境保全に参加したいと考えてお

り、琵琶湖の環境問題の情報を 、テレビ・ラジオ、新聞紙・雑誌、知人・

友人、インターネットから収集している場合、ボランティア活動に積極的に

参加しているといえる。一方、限界効果が負であった因子は、湖南地域、湖

東地域であり、回答者が湖南地域、湖東地域に居住している場合には、保全

活動の参加に対して消極的であるといえる。

洗剤などを適切な量だけ使うかどうかについて尋ねた適量意識では、参加

意識、費用負担が ％水準で有意になり、年代、学生ダミー、琵琶湖課題が

％水準で有意になった。回答者が学生である場合、年代層が高い場合、琵

琶湖環境保全に参加したいと考えている場合、琵琶湖が抱える課題の知識が

多い場合、追加的な費用負担に肯定的である場合、洗剤や衛生用品を適量使

用しようと努めている。

不法投棄については、性別ダミー、世帯年収、参加意識、費用負担が ％水

準で有意になり、湖南地域、 ダミー、費用負担が ％水準で有意になっ

た。限界効果が正であった因子は、参加意識であった。したがって、回答者が

琵琶湖環境保全に参加したいと考えており、追加的な費用負担に肯定的であ

る場合、琵琶湖や河川に不法投棄しないよう注意を払っているといえる。一

方、限界効果が負であった因子は、性別ダミー、世帯年収、湖南地域、

ダミーであった。したがって、回答者が男性であり、世帯年収が高く、湖南地
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域に居住しており、琵琶湖の環境問題の情報を から収集している場合、

琵琶湖や河川に不法投棄しない注意が疎かになる傾向があるといえる。

順序ロジスティック回帰分析を行った結果、性別ダミーについては、生活

排水と不法投棄で有意な結果となりどちらも係数が負であるため予測と一致

する結果が得られた。したがって、女性の方が男性よりも生活排水を減らす

努力やゴミを不法投棄しないよう注意を払っていることが明らかになった。

子どもダミーで有意な結果は得られず、子供の有無は環境配慮の実践状況と
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は関連性がないという、予測とは反する結果が得られた。湖南地域について

は、環境配慮型商品、琵琶湖保全活動、不法投棄で有意であったものの、係

数の値が負であったため予測とは反する結果が得られた。したがって、回答

者が湖南地域に在住している場合、環境に配慮された商品を使用する、或い

は、ゴミを不法投棄しないようにするといった環境配慮行動の実践程度が低

く、かつ、環境ボランティア活動への参加状況も低いことが明らかになった。

6.5 考察

本研究では、琵琶湖の保全を目的とした環境配慮行動の実践状況に、滋賀

県の個人属性や居住地や環境意識などが影響を与えているかどうかを調べる

ため独自のアンケート調査を実施し、集めたデータを順序ロジスティック回

帰分析により分析した。この最終節では、分析結果をもとに滋賀県が県民に

働きかける施策について考察する。湖南地域に居住している回答者は環境に

配慮された商品を使用する意識やボランティア活動への参加、ゴミを不法投

棄しないための意識が低く、湖東地域に居住している回答者はボランティア

活動への参加が少ないこと明らかになった。これらの結果をもとにすると、

湖南地域、湖東地域に居住している人々を対象に環境に配慮した商品の使用

やボランティア活動への積極的な参加、不法投棄禁止呼びかける啓発活動を

積極的に行っていくことが大切だと考えられる。

また、アンケート調査の単純集計の結果によれば、半数の回答者が琵琶湖

保全事業や琵琶湖の抱える課題を認知していないものの、データ分析の結果

では琵琶湖保全事業や琵琶湖の抱える課題の知識が多い人ほど環境配慮行動

の水準が上昇することが示されている。以上を踏まえると、滋賀県は適切に

県民に琵琶湖保全の情報を伝えられておらず、そこを改善することができれ

ば、県民に環境配慮行動を促すことができると思われる。琵琶湖保全事業や

その課題を やテレビ等多くの人々が目にする媒体を通して周知すること

が環境配慮行動の水準の上昇につながると考える。

また、男性の方が生活排水を減らす努力やゴミを不法投棄しないよう注意

を払うことが疎かであることから、男性向けに生活排水を減らすためのガイ

ドブックの作成や不法投棄防止の呼びかけをすることも有効であると考える。

節で示したように行政の努力だけでは琵琶湖の水質問題の改善は難しく官

民連携で取り組むことが非常に重要であるため、効果的な県民への呼びかけ

と県民一人ひとりが当事者意識を持ち些細なことからできることに取り組む

必要がある。

本研究では回答者の在住地区や職業に偏りが見られ、湖南地域が占める割

合は の一方で、湖北地域が占める割合は 、湖西地域が占める割

合は 、また、学生が占める割合が となっており正確な結果が得ら

れていない可能性がある。本研究ではサンプル数が と少ないため、サン
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プル数を増やし居住地や職業の偏りを減らすことができればより正確な分析

結果が得られると考えられる。回答者の知識が有意な結果と出ていたことか

ら、回答者の学習背景や学歴について調査する項目があるとより良い結果が

得られたかもしれない。
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第 期琵琶湖に係る湖沼水質保全計画の策定について｜滋賀県ホームペー

ジ

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 琵琶湖の全層循環

しが水環境ビジネス推進フォーラム 琵琶湖を守る県民の活動、取組

琵琶湖を守る県民の活動、取組｜滋賀県ホームページ

しが水環境ビジネス推進フォーラム 行政による琵琶湖の水環境保

全に向けた制度設計、取組行政による琵琶湖の水環境保全に向けた制度設計、

取組｜滋賀県ホームページ



考察

琵琶湖ハンドブック算定版（ ） せっけん運動とびわ湖の日

「琵琶湖ハンドブック三訂版」・「びわ湖を学ぼう」｜滋賀県ホームページ

．
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付録： アンケート名：滋賀県民の水質汚染防止対策への取り

組み

回収期間： 年 月 日～ 年 月 日

ターゲット：［居住地］滋賀県、［年齢］ 歳以上 歳以下、［性別］男女

サンプル数：

在住している市区町村を選んでください。

大津市 草津市 守山市 栗東市 野洲市 湖南市 甲賀市 近江八幡市

東近江市 彦根市 多賀町 甲良町 愛荘町 日野町 竜王町 豊郷町 米

原市 長浜市 高島市 その他

あなたは琵琶湖の環境保全の取り組みに参加したいですか。最も当て

はまる選択肢を選んでください。

積極的に参加したい

予定が合えば参加したい

できれば参加したくない

まったく参加したくない

滋賀県が現在実施している以下の琵琶湖の保全事業について、知って

いるものを選んでください。

ｓ（マザーレイクゴールズ）

琵琶湖システム

エコツーリズム いずれも知らない

琵琶湖では、長年問題とされてきた「アオコ」や「赤潮」の問題に加

えて、新たに「全層循環の未完了」や「マイクロプラスチックごみの検出」や

「琵琶湖固有種の漁獲量の未回復」といった問題が発生しています。これらの

新しい琵琶湖の課題について知っていたものを選んでください。

全層循環の未完了

マイクロプラスチックごみの検出

琵琶湖固有種の漁獲量の未回復

いずれも知らない

普段、琵琶湖の環境問題に関する情報をどこから得ていますか。主な

ものを つ選んでください。

旧

テレビ・ラジオ

新聞・雑誌

知人・友人

インターネット



考察

説明会

その他

現在の琵琶湖の水質についてどのようなイメージを持っていますか。

最も当てはまる選択肢を選んでください。

以前よりもきれいに改善されている

以前よりもやや改善されている

特に変化はない

以前よりもやや悪化している

以前よりも悪化している

油汚れや食べ残しを排水溝に流さないように気を付けていますか。最

も当てはまる選択肢を選んでください。

積極的に取り組んでいる

気が付いたときに取り組んでいる

あまり取り組んでいない

まったく取り組んでいない

環境に配慮された洗剤（無リン洗剤）や商品を意識的に使用していま

すか。最も当てはまる選択肢を選んでください。

積極的に使用している

使用しているときもある

あまり使用していない

まったく使用していない

毎年 月 日のびわ湖の日に行われる湖岸の清掃活動やヨシ狩りな

どのボランティア活動に参加していますか。最も当てはまる選択肢を選んで

ください。

何度も参加している

一度参加したことがある

予定が合わず参加できていない

まったく参加したことはない

洗剤や衛生用品を適量使用するよう意識していますか。最も当ては

まる選択肢を選んでください。

常に意識している

意識するよう心がけている

あまり意識していない

意識したことはない
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琵琶湖や河川にポイ捨てやプラスチックごみを投棄しないよう注意

を払っていますか。最も当てはまる選択肢を選んでください。

常に意識している

注意するよう心がけている

あまり注意したことはない

注意したことはない

琵琶湖の環境保全のため追加的な費用を負担することにどのような

お考えをお持ちですか。最も当てはまる選択肢を選んでください。

費用負担が増えてでも進めるべき

今まで通り進めるべき

費用負担を減らすべき

環境問題を改善する必要はない



第7章 テレビ視聴傾向に関する個

人属性調査

小西 晃太

要約

本研究では、全国の 代から 代の若者を対象としたアンケート調査を

実施し、どのような人が、テレビを長い時間視聴する傾向があるのか、余っ

た時間にテレビを視聴する傾向があるのかについて、トービット回帰分析と

ロジスティック回帰分析により調べた。分析の結果、女性の方が男性よりも

テレビ視聴時間が長いこと、小さい頃からテレビを見る習慣があった人は成

人後もテレビの視聴時間が長くなる傾向があることが分かった。また、ドラ

マを見る人は空き時間にテレビを視聴することが多く、かつ視聴時間も長く

なることが確認された。

キーワード： テレビ視聴時間、トービット回帰分析、ロジスティック回

帰分析

7.1 序論

かつてテレビは家族全員で楽しむことのできる一家団欒の余暇の象徴とし

て、日々の生活の中で大きな存在感を持ちえていた（井由 。また、学

校や会社の友人などとコミュニケーションを取る際の話題を見つけるために

も、テレビは有効な手段であった。しかし、世帯のテレビの保有台数が増加

するにつれて、一家全員でテレビを同時に視聴する機会は少なくなり、家族

のメンバーが各人ばらばらにテレビを視聴することが多くなった。更に、時

代の変化につれて、余暇活動の選択肢も増加し、家の中でもテレビ以外に楽

しめることが増えるようになると、次第にテレビの存在感は薄れていくよう

になった。

私自身は、小さい頃から家にいる間は家族と一緒にテレビ視聴する機会が

多かったが、大学生になった今でも家にいる間はテレビを視聴することが多

い。しかし、一人暮らしをしている知人に尋ねてみると、テレビは持ってい

るものの全く見ない、或いは、テレビ自体を持っていないと答える人がいて、

そうした回答に驚かされることが何度もあった。テレビの利用状況が個人間
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でかなり異なるようになってきているという現実を目のあたりにし、果たし

て、テレビを余り視聴しない人や余暇時間にテレビ以外の活動を選択する人

がどの様な人なのかを調べてみたいと思うようになった。

本研究では全国の 代から 代の人を対象としたアンケート調査を実施

し、ロジスティック回帰分析を行うことで余暇時間にテレビ視聴を優先的に

行う人とそうでない人の違いを調べた。次に、トービット回帰分析を行って、

普段テレビの視聴時間が長い人と短い人の間でどの様な違いがあるのかを調

べた。分析の結果、「ドラマやアニメをよく見る人」、「時間つぶしやニュース

等の社会情報の入手のためテレビ視聴する人」が余暇時間にテレビ視聴を選

択する傾向にあることがわかった。一方、テレビの視聴時間に関する分析で

は、「性別」や「自身の子供時代のテレビ視聴時間」、「親などの親族のテレビ

視聴時間」、「視聴するテレビ番組の種類」などがテレビの視聴時間に影響力

を持つことが確認された。

本論文の残りの構成は以下の通りである。第２節では、テレビの視聴時間

の変遷について紹介する。第３節では、先行研究について述べる。第４節で

は、本調査で用いたデータの概要について説明する。第５節では、推計モデ

ルと推計結果を報告し、最後の第６節では、考察とまとめを述べる。

7.2 テレビの視聴時間の変遷

日本のテレビ放送は 年に開始し、それから既に約 年が経過して

いる。放送開始と共にテレビは日本全国に広く浸透し、老若男女を問わず誰

でもが容易にアクセスできる大衆メディアとして大きな影響力を持つように

なった。

年から 年にかけてテレビの視聴時間は大幅に増加し、日常生活

には欠かせない存在となった。そして 年代に入ると視聴時間は 時間を

超えた（図１）。一方で、 年以降はテレビの視聴時間は一時的に減少し、

年までその減少傾向は続いた。三矢・吉田（ ）は、このテレビ視聴

時間の減少傾向について、「基本的な生活時間の枠組みと自由時間量が変化し

なかった中で、行楽やスポーツなどの活動時間が増加したことで、テレビの

視聴時間が減少した」と説明している。また、「この時期にテレビの娯楽機能

は安定期に入り成熟期に達したが、同時にマンネリ化し、テレビに対する興

味は失われた」とも報告している。その後、 年には視聴時間は一転して

大幅に増加した 図１ 。三矢・吉田（ ）は、この時期の増加傾向につい

て、「日本人の長時間労働が海外から批判を浴び、週法定労働時間の縮減や有

給休暇の取得などの制度変化により自由時間が増加したことや生活の夜型化

が視聴時間増加に繋がった」と述べている。更には、ニュース・報道番組が

充実したことも増加要因になったと述べている。 年以降になるとテレビ

視聴時間は穏やかに増加した 図 。これはテレビをよく見る 代以上の人
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口に占める割合が増加したことで視聴時間の増加が起こったとしている。

その後、 年代以降はテレビの視聴時間は減少傾向に転じているが 図

１ 、この頃からインターネット利用が増加している。より近年になると、

プライムビデオや などの動画配信サービスも利用できるよ

うになっている。また、より詳細な視聴時間帯に関するデータを調べてみる

と、特に夜間に、インターネットや録画のメディア利用行動の変化等によっ

て、テレビの視聴時間は減少していることが分かる。

こうしたことから、従来のテレビ視聴習慣は弱まり、「テレビ離れ」といっ

た現象も指摘されるようになった。特に、 年以前は、生活時間に使う時

間配分の変化とテレビ番組の内容に関する人々の関心度の薄れなどによって、

テレビの視聴時間は減少するようになっている。

テレビは年齢や収入などに関係なく誰もが同じ映像を視聴できるため、ニュー

ス・報道、バラエティ、流行等の情報を取得した際に他の人と情報を共有で

きるメディアとされている。近年では、インターネットや が浸透してい

るが、インターネットや 上の情報はテレビを情報源としたものが多いた

め、テレビの影響力は依然として大きいと思われる（西田 ）。また、イ

ンターネットや 上では情報取得者側の情報の取捨選択する能力が必要で

あり、誰もが正確に自分自身に必要な情報を取捨選択することは困難である。

情報の影響力や安全性や信頼性という観点では、依然テレビは必要不可欠な

媒体だとみなされる。
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7.3 先行研究

鈴木・森本 は、「時代と共に人々のライフスタイルが変化した」、「イ

ンターネット等の他のメディアを人々が活用するようになった」ことを、テ

レビ離れが進んでいる原因にあげている。

橋本 は、メディアの利用時間を計測することを目的とした日記式調

査と利用実態や利用目的を明らかにすることを目的とした質問票調査を使っ

て、年ごとのメディア利用行動の変化について調査している。調査データを

用いて、性別、年齢、学歴等を変数とする重回帰分析を行い、テレビ視聴時

間との関連性を分析し、性別では女性の視聴時間が長く、年齢では年齢が高

くなるほどよく見る傾向にあり、学歴では低学歴の方がよく見る、また既婚・

未婚についても既婚者の方がテレビの視聴時間が長くなるという結果が報告

されている。

近年のテレビ離れはインターネットによる影響を受けているとされている

が、テレビの方もニュース・報道番組を充実させるようになってきていて、そ

うしたプログラムの変更がテレビの視聴時間を増加させるようになっている

ことも考えられる。そこで、本研究では、テレビの視聴目的によるテレビ利

用時間の違いを把握するため、よく見るテレビ番組の種類やテレビを見る動

機等の変数を加えた分析を行うこととした。

また、本論文では － 歳代の若者を対象に、テレビ視聴習慣について

の調査を行うが、彼ら彼女らが成人をするまでの子供時代の生活習慣や親な

どの同居家族の生活習慣が、成人後のテレビの視聴習慣に影響を及ぼす可能

性がある。そこで、子供時代の自身のテレビの視聴時間や同居家族のテレビ

視聴時間を説明変数に加えた上で、より詳細なテレビ視聴時間の決定要因を

調査することとする。。

7.4 データ

7.4.1 アンケート概要

本調査では、 年 月 日（金）から 月 日 金 にかけて、ア

イブリッジ株式会社が提供するセルフ型アンケートツール「 フリー

ジ 」を用いてアンケート調査を実施した。全国の 代から 代の若者

人を対象として、テレビ視聴に関する巻末のアンケート 問について回答し

て貰った。

7.4.2 アンケート結果

アンケートでは全部で９問の質問をしたが、それぞれ簡単に回答結果を

まとめる。１つ目の質問は、「自宅にテレビはあるかどうか」である。「自宅



データ

にテレビがある」と回答した人は計 人 、ないと回答した人は 人

となった。

２つ目の質問は、「普段１日のテレビ視聴時間」である。 分未満は 人

、 分～ 時間は 人 、 ～ 時間は 人 、 ～ 時間は

人 、 時間超は 人 となった。

３つ目の質問は、「小学 年生の頃の 日のテレビ視聴時間」である。 分

未満は 人 、 分～ 時間は 人 、 ～ 時間は 人 、

～ 時間は 人 、 時間超は 人 となった。

４つ目の質問は、「中学１年生の頃、母親または同居していた年長者のテレ

ビ視聴時間」についてである。 分未満は 人 、 分～ 時間は

人 、 ～ 時間は 人 、 ～ 時間は 人 、 時間超は

人 となった。

５つ目の質問は、家での余暇時間におけるテレビの利用状況に関する質問

である。具体的には、「予定が変更となり、夜９時から 時の間に時間が余

り、その時間に家の中で最も行いそうな活動」を選んで貰うこととした。選択

した人が多い順に、スマートフォンやパソコンでの動画視聴 人 、テ

レビ視聴 人 、スマートフォンやパソコンでの情報検索 人 、

その他 人 ゲーム（テレビ・スマートフォン・ ゲームを含む）

人 、音楽鑑賞（スマートフォンやパソコンも含む） 人 、読書（ス

マートフォンやパソコンも含む） 人 、勉強・自己啓発５人 と

なった。

つ目の質問では、 つ目の質問と同じ設問を用いて 番目に行いそうな活

動を選んで貰った。選択した人が多い順に、スマートフォンやパソコンでの

動画視聴 人 、スマートフォンやパソコンでの情報検索 人 、

テレビ視聴が 人 、音楽鑑賞（スマートフォンやパソコンも含む）

人 、ゲーム（テレビ・スマートフォン・ ゲームを含む） 人 、

勉強・自己啓発 人 、読書（スマートフォンやパソコンも含む） 人

、その他が 人 となった。

従って、テレビ視聴を、第 優先で選んだ人の割合は 番目に高く、第

優先で選んだ人の割合は 番目に高くなっている。

つ目の質問では、普段よく視聴するテレビ番組の種類を複数回答可で選

んで貰った。「よく視聴する」と答えた人は、ニュース・報道が 人 、

バラエティが 人 ％ 、ドラマが 人 、スポーツが 人 、

音楽番組が 人 、旅行・グルメが 人 ％ 、アニメが 人 、

あてはまるものはないは 人 となった。

つ目の質問は、テレビの視聴目的についての質問である。普段テレビを

視聴する一番の目的について尋ねたところ、多い順に、娯楽 人 、時

間つぶし 人 、ニュース等の社会情報の入手 人 、あてはま

るものはない 人 、趣味等の情報収集 人 、知人や友達などの
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会話等のコミュニケーション 人 となった。

９つ目の質問では、最後に通った学校について尋ねた。小学校は 人 、

中学校は 人 、高等学校は 人 、専門学校は 人 、短

期大学は 人 、大学は 人 、大学院は 人 、あてはま

るもなはないは 人 となった。

7.4.3 記述統計

個人属性について、表 の記述統計を用いて説明する。年齢は 代から

代に設定し、性別に関するダミー変数については男子を 、女子 とした。

結婚の有無についてのダミー変数は、婚姻歴有りを 、無しを とした。子

供の有無については、有りを 、無しを とした。年収は 万未満、 万

～ 万未満、 万～ 万未満、 万～ 万未満、 万～ 万未

満、 万～ 万未満、 万～ 万未満、 万～ 万未満、 万～

万未満、 万～ 万未満、 万～ 万未満、 万～ 万

未満、 万～ 万未満、 万～ 万未満、 万以上の所得階

級にわけ、それぞれの階級の中間値を利用し、単位は百万に変換した。学歴

については、大学と大学院卒を 、小学校・中学校・高等学校・専門学校・短

期大学・あてはまるものはないを とするダミー変数を利用した。１日のテ

レビの視聴時間は、 分未満、 分～ 時間程度、 ～ 時間程度、 ～ 時

間程度、 時間超の階級に分かれている。小学生３年生の頃の１日のテレビ

の視聴時間は 分～ 時間程度、 ～ 時間程度、 ～ 時間程度、 時間超

の階級に分かれ、中学 年生の頃の母親または年長者のテレビの視聴時間に

ついても 分～ 時間程度、 ～ 時間程度、 ～ 時間程度、 時間超の階

級に分かれている。そして、１日のテレビの視聴時間、小学生３年生の頃の

１日のテレビの視聴時間、中学 年生の頃の母親または年長者のテレビの視

聴時間はそれぞれ階級別の回答結果を用いた。普段よく見るテレビの種類と

視聴目的は、先に説明した通りとした。

被説明変数については、 種類の変数を利用した。 つ目の被説明変数は

テレビの視聴時間であり、これには先述した設問 の段階別の回答結果を用

いる。

つ目の説明変数は、余暇時間おいてテレビを視聴する傾向に関する被説

明変数である。設問 と では、「予定が変更になり、夜９時から 時の間

に１時間の時間が余った場合に余った時間に家の中で行いそうな活動」の第

位と第 位を選んで貰ったが、上位 つの行動として、テレビ視聴を選択

した人を１、その他の項目を選択した人を０とし、被説明変数として利用す

ることにした。



分析モデルと分析結果

7.5 分析モデルと分析結果

7.5.1 テレビの視聴時間に関する分析

（１）推計モデル

アンケート調査で、「テレビを持っていない」と回答した人は視聴時間が０

になるため、推計にはトービット・モデルを用いることが望ましい。個人 の

テレビの潜在的な視聴需要を が、性別や結婚の有無やよく視聴するテレビ
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番組の種類などの変数を から規定されると仮定する。

α

ここで、 は正規分布に従って出現する攪乱項である。この潜在的な視聴需

要が閾値を上回った場合は、正の値のテレビの視聴時間が観察され、上回ら

なかった場合には視聴時間は と観察される。

の場合

それ以外

（２）推計結果

表 に上記のトービット分析の結果を示した。始めに、性別は ％水準で

有意な結果が得られ、係数が正の値を取っていることから、女性の方が男性

に比べて、テレビの視聴時間が長いことが分かる。次に、小学３年生の頃の

テレビ視聴時間も 水準で統計的に有意な結果が得られ、係数が正の値で

あることから、小さい頃にテレビ視聴をしている時間が長かった人は、大人

になってからもテレビの視聴時間が長くなることが分かる。更に、中学 年

生の頃の親または年長者のテレビ視聴時間も ％水準で統計的に有意な結果

が得られている。係数が正の値であることから、中学生時代に周りの大人が

テレビをよく観ている環境で育った人ほど、成人してからのテレビの視聴時

間が長くなることが分かる。

次に、テレビ番組の種類については、ニュース・報道が ％水準で統計的

に有意な値が得られ、係数が正であることから、ニュース・報道を普段視聴

する人はテレビを長く視聴する傾向にあることが分かる。また、ドラマにつ

いても ％水準で統計的に有意な結果が得られ、係数が正であることから、

ドラマを普段よく視聴する人もテレビの視聴時間が長くなる傾向にあること

が分かる。同様に、スポーツについても５％水準で統計的に有意な結果が得

られ、係数が正であることから、スポーツを普段よく視聴する人はテレビの

視聴時間が長くなる傾向にあることが分かる。その他の変数、年齢、結婚の

有無、子供の有無、収入、大学・大学院卒とその他、バラエティ、旅行・グ

ルメはテレビの視聴時間の決定要因には影響は及ぼしていない。



分析モデルと分析結果

7.5.2 余暇時間の過ごし方に関する分析

（１）推計モデル

夜９時から 時に予定外に１時間の時間が余った場合、テレビの視聴を優

先して行うと回答した人がどの様な人かを調べた。再び、個人 のテレビの

潜在的な視聴需要を が、性別や結婚の有無やよく視聴するテレビ番組の種

類などの変数を から規定されると仮定する。

ここで、 はロジスティック分布に従って出現する攪乱項である。この潜在

的な視聴需要が閾値を上回った場合は、テレビの視聴が選択され、上回らな
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かった場合には他の活動が選択されると仮定する。

の場合

それ以外

（２）推計結果

表 に上記のロジスティック回帰分析の結果を示した。推計結果は、

比で示している。 比が１より小さい変数は、その変数の値が増えると

テレビ視聴が選択される可能性が減ることを意味し、１より大きい変数は可

能性が増すことを意味する。始めに、「収入」の 比は となり１よ

り小さく、 水準で統計的に有意な結果が得られている。このことから、

収入が増えるとテレビ視聴が選択される可能性が低下することが分かる。次

にドラマの 比は となり、 ％水準で統計的に有意な結果が得ら

れている。この結果は、普段よくドラマを視聴する人は余暇時間にテレビ視

聴を行いやすい傾向にあることを示す。一方、アニメの 比は と

なり、 水準で統計的に有意な結果が得られているが、普段よくアニメを

視聴する人は余暇時間にテレビ視聴を選択しない傾向にあることを示してい

る。次に、テレビの視聴目的が、時間つぶしだと答えた人の 比は

となり、 ％水準で有意な結果が得られている。時間つぶしとして普段テレ

ビを視聴する一番の動機としている人は、余暇時間に優先的にはテレビ視聴

を選択しない傾向があるということが分かる。また、ニュース等の社会情報

の入手がテレビの視聴目的であると答えた人の 比は となり、

水準で有意な結果が得られている。この結果は、ニュース等の社会情報の入

手のためにテレビ視聴している人は、空き時間に優先的にテレビ視聴を選択

しないということを示している。その他の変数は、余暇時間にテレビ視聴を

選択するかどうかの意志決定に影響しないことが分かった。
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7.6 まとめ

本研究では、アンケート調査を行い、テレビ視聴時間や優先視聴に及ぼす

要因について調べた。テレビ視聴時間の決定要因についてはトービット分析

で、余暇時におけるテレビ視聴の優先選択についてはロジスティック回帰分

析により調べた。
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テレビの視聴時間に関する分析では、女性の方が男性よりも視聴時間が長

いという結果が得られた。図 に示されている様に、男性よりも女性の方が、

バラエティもドラマも音楽番組も旅行番組もグルメ番組も普段から見ると答

えている人の割合が高く、女性の方が幅広いジャンルのテレビ番組を視聴し

ていることが分かる。よって、見たい番組の選択肢が多いため女性の方が視

聴時間は長くなっていると考える。

また、内閣府の男女共同参画局 の調査から、 ・ 代未婚者女性

のフルタイムでの勤務時間は ・ 代の未婚者男性のフルタイムよりも約

低く、 代既婚者女性の場合では約 、 代既婚者女性の場合でも

約 も低い。残業が月 時間以上の割合では 代未婚者で約 、

代未婚者で約 、 ・ 代既婚者女性で約 男性よりも低い結果報告

ある。この調査結果から、男性の方が女性よりも普段の生活の中で仕事が大

きなウェイトを占めており、テレビを視聴する時間に制約があるのだと察さ

れる。
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次に、ニュース・報道、スポーツ、音楽番組をよく視聴する人は視聴時間

が長くなる傾向がみられたが、ニュース・報道では政治や社会情報に関わる

緊急性の高い情報は安全性や信頼性の高いテレビで見る人が多いからだと考

える。スポーツや音楽番組では基本的には現地に行かない限りテレビでしか

見ることができないことが要因だと推察する。一方、家族との時間を大切に

することから、余暇時間を共有しやすい活動であるテレビ視聴は既婚者や子

供がいる人の方がテレビの視聴時間が長くなる傾向があると予想したが、結

婚の有無や子供の有無は有意な結果とならなかった。

次に余暇行動でテレビ視聴を優先的に行う人の要因については、ドラマを見

る人は優先的にテレビ視聴を行いやすい結果が得られたが、夜９時から 時

の１時間の余暇時間はドラマ視聴に丁度良いことや、大河、恋愛、コメディ、

ミステリー等とドラマは豊富な種類があるため、好みに合わせて選択して見

やすいことが要因ではないかと推察される。また、普段テレビを視聴する動

機については、ニュース等の社会情報の入手を目的とした人が隙間時間にテ

レビ視聴を優先しないとの結果が得られた。この結果は、テレビ以外のメディ

アからでも情報収集ができるためではないかと思われる。

本論文は、テレビ視聴に関する属性調査を深堀することで、テレビの視聴

時間が長い人、テレビ視聴を行いやすい人の特性を明らかにした。インター

ネットや動画配信サービスの普及等の様々な要因により、テレビ離れが指摘

され、放送市場縮小に苦しむテレビ局は事業維持のための対策していくこと

が必要である。例えば、ビデオオンデマンドではなく、ネットも「テレ東」や

「 」のようなテレビ局が運営する無料見逃し配信サービスを利用

する人が増加するような宣伝を行うことで、テレビ視聴者層を囲いこむこと

ができるのではないだろうか。

参考文献

井由美恵子 テレビと家族の 年 テレビ的 一家団らんの変遷

放送文化研究所 年報 第 集

鈴木祥平・森本祥（ ）テレビ離れ解決に向けたテレビとインターネッ

トの共存に関する一考察 情報科学技術フォーラム 第 巻 号

西田宗千佳（ ）スマートテレビスマートフォン、タブレットの次の戦

場 アスキー・メディアワークス

橋元良明（ ）「情報通信メディア利用時間調査」の 年間データに見る

テレビとネットの時間的侵蝕関係 ―若年層の分析を中心に総務省 学術雑誌

『情報通信政策研究』第 巻 第 号 年 月
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付録： テレビ視聴に関するアンケート

質問１ ご自宅にテレビはありますか。

・ある

・ない

質問２ あなたは、普段１日どれ位の時間、テレビを視聴していますか。

・ 分未満

・ ～ 時間程度

・ ～ 時間程度

・ ～ 時間程度

・ 時間超

質問３ あなたは、小学生３年生の頃、１日にどれ位の時間、テレビを視

聴していましたか。

・ 分未満

・ ～ 時間程度

・ ～ 時間程度

・ ～ 時間程度

・ 時間超

質問４ あなたが中学１年生の頃、母親はどのくらいの時間、テレビ視聴

していましたか。母親と同居されていなかった方は、同居していた年長者が

どれ位の時間テレビを視聴していたかをお答えください。

・ 分未満

・ ～ 時間程度

・ ～ 時間程度

・ ～ 時間程度

・ 時間超

質問５ 予定が変更になり、夜 時から 時の間に１時間の時間が余った

とします。その余った時間で、家の中で 最も行いそうな活動 を以下の選択

肢の中から１つ選択してください。

・テレビ視聴

・スマートフォンやパソコンでの動画視聴

・音楽鑑賞（スマートフォンやパソコンも含む）

・スマートフォンやパソコンでの情報検索

・勉強・自己啓発

・読書（スマートフォンやパソコンも含む）

・ゲーム（テレビ・スマホ・ ゲームを含む）

・その他
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質問６ 予定が変更になり、夜 時から 時の間に１時間の時間が余った

とします。その余った時間で、家の中で ２番目に行いそうな活動 を以下の

選択肢の中から１つ選択してください。

・テレビ視聴

・スマートフォンやパソコンでの動画視聴

・音楽鑑賞（スマートフォンやパソコンも含む）

・スマートフォンやパソコンでの情報検索

・勉強・自己啓発

・読書（スマートフォンやパソコンも含む）

・ゲーム（テレビ・スマホ・ ゲームを含む）

・その他

質問７ あなたが普段よく視聴するテレビ番組の種類を選択してください。

・ニュース・報道

・バラエティ

・ドラマ

・スポーツ

・音楽番組

・旅行・グルメ

・アニメ

・あてまるものはない

質問８ あなたが普段テレビを視聴する一番の動機は何ですか。

・娯楽

・時間つぶし

・ニュース等の社会情報の入手

・趣味等の情報収集

・知人や友達などの会話等のコミュニケーション

・あてはまるものはない

質問９ あなたが最後に通った学校は以下のいずれでしたか。

・小学校

・中学校

・高等学校

・専門学校

・短期大学

・大学

・大学院

・あてはまるものはない
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第8章 有機茶葉の価格プレミアム

調査

高田 怜奈

要約

多くの環境問題は日常生活に関連しており、消費者 人 人の環境配慮行

動が環境問題の解決に繋がるものと考えられる。本研究では、環境配慮型製

品の購買行動に着目し、インターネット調査により集めた茶葉のデータを使

い、有機茶葉の価格プレミアムについて調査した。ヘドニック価格分析を実

施したところ、有機農法で生産された茶葉の方が、在来農法で生産された茶

葉よりも、約 ％も高い値段で販売されていることが分かった。

キーワード： 環境配慮行動、茶葉、有機農業

8.1 序論

環境問題の解決を目的にこれまでも様々な取り組みがなされてきたが、

（ ）が広く認知されるようになったことも

あって、近年では環境保護に対する対策の必要性がより一層認識されるよう

になってきている。経済産業省（ ）によれば、 年の時点で全世界

の 総排出量の約 割を占める 超の国・地域が年限付きのカーボン

ニュートラルを宣言しているが、我が国も菅内閣総理大臣が 年 月

日の所信表明演説において、 年までにカーボンニュートラルを目指すこ

とを宣言した。国々がこうした気候変動政策を始めとする環境問題への取り

組みへコミットするにつれ、企業や私達消費者の環境に対する考え方も変化

してきていると思われる。実際、国立環境研究所（ ）が 年 月に全

国 名の 歳以上男女を対象に行った日本人の環境意識についての世論

調査によると、気候変動や温暖化の影響について、 が「既に実感してい

る」と回答している 。また、気候が変わってきている原因については、

が「一部は自然現象、また一部は人間の活動に原因がある」、 が「おお

かたは人間の活動に原因がある」を選択しており、多くの解答者が気候変動

問題は人間活動に起因していると考えている。更に、自分自身の生活や習慣

を変えなければならないかについて聞いたところ、「そう思う」（ ）、「や
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やそう思う」（ ）と答えた人が、あわせて ％に達しており、日本人の

環境意識が高まっていることが分かる。

一方で、環境意識と環境配慮行動の間には乖離があるということも先行研

究で示されている 土井 。つまり、環境に関する意識の高まりが必ず

しも環境配慮行動に結びつくわけではないということである。

家計は日常生活を送る上で、どうしても一定水準の環境汚染を引き起こし

てしまう。しかし、企業に比べて家計の数は余りに多く、かつ行動パターン

も多様であるため、行政が各家計の環境配慮行動をいちいちチェックするこ

とはできない。その為、消費者の 人 人に自覚を持って貰い、自らの消費

活動がもたらす環境負荷を減らすように努力して貰うことが必要となる。ま

た、単に人々の環境意識を高めるだけでなく、実際の環境配慮行動に繋げる

ような施策を示すことが、環境問題の解決のための第一歩になると思われる。

ところで、環境配慮行動には、「生活で出るごみを減らす」といった「お金

をかけずにできる貢献」と「環境に優しい製品を購入する」といった「お金

をかける貢献」の 種類があるが、本研究では、このうち「お金をかける貢

献」に着目し、消費者の環境配慮型製品の購入に関する分析を行う。環境に

配慮した製品は、既存の商品と比較して価格が高くなる傾向にあるが、環境

省（ ）の調べによると、環境配慮行動の未実施の理由として、「費用がか

かる」が１番多い回答となっている（図 参照 。本研究では、有機農業に対

する消費者の評価を調べるために、一般的な茶と有機栽培の茶の販売データ

を用いて、両者の間にどれ位の価格差があるのかを調べる。

残りの論文の構成は以下のとおりである。 章では、研究の背景にある環

境配慮行動や有機農業の定義を述べ、先行研究の内容を紹介する。 章では

本研究で使用するデータ概要の説明を行い、 章では分析方法を説明し、 章

では分析結果を報告し、 章では考察と今後の研究課題について述べる。
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8.2 背景

この章では初めに環境配慮行動と有機農業の定義付けを行い、それらに関

する先行研究を紹介し、本研究を行うに至った経緯を説明する。

8.2.1 環境配慮行動とは

杉並区（ ）の公式ホームページでは、地球温暖化をはじめとした環境

問題に対して、日々の生活や経済活動を委縮させることなく、持続可能な発

展をさせるためには、個人や事業者などが法律等の規制に従うだけでなく、

自主的かつ積極的に環境保全に配慮した取り組みを行うことが期待されると

述べられている。

産業型の環境問題には、罰則を定めるなど強制力を伴う環境規制を行うこ

とで対策を講じることができるため、比較的改善を目指しやすいと言える。

しかし、家計の経済行動は多種多様であり、環境に配慮した行動を行うか否

かは消費者の考え方や価値観、行動の仕方によって異なるため、容易に改善

できるとは言い難い状況にある。その為、各家庭や消費者自身が自主的かつ

積極的環境保全に配慮した取り組みを行うことが 番の解決策となる。消費

者の行動を変容することができれば、環境問題に大きな影響を与えることが

できるため、近年環境配慮行動に注目が集まっている。

再び、杉並区（ ）の公式ホームページを見ると、「省エネルギー」、「グ

リーン購入」、「エコドライブ」、「 」、「公共交通機関の利用促進」、「緑化・

自然保護活動」が主に取り上げられており、各家庭の環境意識を高めると同

時に行動を促すための呼びかけを行っていることが分かる。

環境配慮行動の身近な例としては、レジ袋の有料化に伴ってエコバッグを

持参する、不用品をバザーやフリーマーケット、ガレッジセールなどのリユー

スに回す、買い物の際は、製品に含まれている化学物質を成分表示で確認し

て選ぶなどといった行動が挙げられる。この様に環境配慮行動の種類は多様

であるが、それらは「お金を使って実践するもの」と「時間を使って実践す

るもの」に大別できる。例えば、イルカの保護を目的としてツナ缶に添付さ

れているドルフィン・セーフ・ラベルは、消費者がこのラベルが添付された

ツナ缶を購入する事で、お金を使って環境配慮行動を実践しているといえる

例となる。今回のテーマとなる有機農産物を使用した製品の購入も、大別す

れば、お金を使って実践する環境配慮行動になる。

8.2.2 有機農業について

農林水産省（ ）によると、有機農業の定義は「化学的に合成された肥

料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基
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本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産

の方法を用いて行われる農業」となっている。更に、「有機農業は、生物の多

様性、生物的循環及び土壌の生物活性等、農業生態系の健全性を促進し強化

する全体的な生産管理システムである」とも述べられている。

次に、有機農産物の要件については、①周辺から使用禁止資材が飛来し又

は流入しないように必要な措置を講じている、②種又は植付け前 年以上化

学肥料や化学合成農薬を使用していない、③組換え 技術の利用や放射

線照射を行わない、といった「有機農産物の日本農林規格」の基準に従って

生産された農産物のことを指すとしている。

したがって、化学的に合成された肥料や農薬を使わず、環境負荷をできる

だけ減らして生産する農業であるという点において、有機農業は自然にやさ

しい農業である。また、生態系との共存や共生を目指して多くの生き物が暮

らせるよう管理を行うこととなるので、生物の多様性を守ることにも繋がる。

一方、有機農業のデメリットとしては、①手間を要するために農産物の販売

価格が一般製品と比較して高くなってしまうこと、②使用できる農薬が限ら

れてしまう為、病害虫や雑草の防除対策が難しい、ということが挙げられる。

従って、農家が手間暇をかけて生産した農産物を消費者がきちんと評価し

て高いお金を払って買ってくれないと、環境に優しい有機農業を普及させる

ことは望めない。以上を踏まえ、本研究では有機農産物の販売価格のプレミ

アムに注目した分析を行うこととした。具体的には、一般的な茶葉と有機茶

葉を使用したお茶の価格差を調査することとした。

データ収集を行う上では、有機 マークが表示されている製品を「有機

茶葉を使用した製品」と定義した。農林水産省（ ）によると、有機

マークは「太陽と雲と植物をイメージしたマーク」であり、農薬や化学肥料

などの化学物質に頼らないことを基本として自然界の力で生産された食品を

表し、農産物、加工食品、飼料、畜産物及び藻類に付けられている。人々の

健康と自然環境を守る事を目的としており、 法に基づいて、「有機 」

に適合した生産が行われていることを登録認証機関が検査し、その結果、認

証された事業者のみが有機 マークを貼ることができる。この「有機

マーク」がない農産物、畜産物及び加工食品に、「有機」、「オーガニック」な

どの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されてい

ることから、本研究での一般製品と有機茶葉を使用した製品を区別する指標

とした。

8.2.3 先行研究の紹介と本研究の独自性

陳（ ）は、 年に実施された東京都民の意識調査「環境に配慮した

意識・行動に関する世論調査」で収集されたデータを用いて、人々の環境意識

と行動の関連性を分析している。その結果、環境配慮を実践するための阻害
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要因として、消費者自身にできる行動が思いつかないことや有効性感覚が持

てないことを挙げており、非行動者の多くにそのような回答が見られること

を明らかにしている。行動の実行には、環境への関心や態度のみならず、行

動に伴う費用、手間や時間等の消費者の都合、知識制約などの阻害要因も看

過できないと述べ、環境問題に対する情報不足も今後の課題として指摘して

いる。

土井（ ）は、環境意識と行動が結びつかないことを指摘しており、学

習者自身が環境問題の解決に向けて考え、それを具体的な行動に移すことが

難しい状況にあると述べている。「実際に日常生活で環境問題を強く意識しな

がら生活している人は少なくなく、周囲の環境や他者からの影響が子供の環

境配慮行動には大きく反映されている」と井村ら（ ）は指摘している。

「したがって、環境教育の側面から、環境問題の意識や行動の動機付けを行

い、学習者に環境問題に関する情報を提供することや環境配慮行動を学習す

る機会を提供することが必要である」と論じている。

このように、環境問題への意識を持つことと実際に行動に移すことは別物

であり、環境配慮行動は消費者の主観的な考え方に基づく意思決定に委ねら

れるため、改善することが容易ではなく、環境問題に取り組む上で大きな課

題になることが見て取れる。

生ら（ ）は、 － 年に作成された有機農業データベースを使っ

て、中国の有機農業の現状、農村の貧困問題について分析している。緑の革

命以降、化学肥料や農薬による環境汚染は加速しており、農業生産における

環境保護は重要になっている。その為、安全第一へ向けた有機農薬への取り

組みは世界的なトレンドとなっている。中国でも有機農業は近年急速な発展

を見せており、農地面積および生産高は上昇を続けており、高品質な農業製

品の産出においても重要な役割を担うようになった。また、生ら（ ）は、

そうした有機農業が農村の経済発展においても大きな貢献を見せていると述

べている。 年末時点における中国農村地域の貧困人口は 万人だが、

有機農業の発展は就労状況と農業生産者の経済収入を改善させるだけでなく、

農民生産者自身と消費者の健康に有益であると報告している。中国の伝統農

業では、豆科の植物を中心とした輪作や、厩肥、堆肥を利用しており、「稲―

禽」方式や「草―禽」方式などといった独自の生産方式もある。有機農業を

効率的に発展させるためには、各地の自然環境の状況に照らし合わせ、異な

る有機農業生産方式を組み合わせ、更に伝統的な農業生産方式と現代的有機

農業技術を融合させることが必要であると指摘している。更に、①貧困地域

における生態環境を保護し、持続可能な発展を保証すること、②直接的に農

民の収入増加につながること、③貧困地域における農民の健康改善をもたら

すこと、④貧困農民の農業技術を高めることを有機農業のメリットとして述

べている。

上記の先行研究からは、まず環境意識の高さと行動が必ずしも一致すると
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は限らないということが分かる。また、日常生活において消費者が最も危機

意識を持っていると述べられたゴミの分別や節水などを実践する主な理由は

節約であり、反対に、エコ商品を購入することの主な理由は環境への配慮で

ある。

環境配慮行動を行わない理由としては、手間や時間がかかること、お金が

かかることが指摘されており（陳， 、情報不足や効果が実感できないこ

とも理由の つとして述べられていた 土井 ）。この結果から、消費者

がエコ商品を節約の為に購入していないことが分かり、環境配慮型製品が安

価でないことが分かる。また配慮行動を実践しないことの理由から推測する

に、有機農業への理解や情報不足により、環境配慮型製品を購入していない

消費者も多いのではないかと考えられる。従って、本研究では、環境配慮製品

が一般製品と比較してどのくらい高いのか、有機茶葉を使用した茶葉に絞っ

て考察を行う。その上で、環境配慮行動をとっていない消費者に対して、環

境配慮型製品を購入してもらう為にどのような対策をとるべきなのか今後の

課題として述べたい。

8.3 データ

ここでは、本研究に用いた分析データについてまとめる。有機茶葉を使用

した製品や一般製品の価格をまとめた統計データがない為、 年 月 日

から 年 月 日にかけて、インターネット最大級の通信販売、通販オ

ンラインショッピングコミュニティを提供するサイト楽天市場を使用し、販

売されている茶葉の価格と属性を調べた。データの属性項目については、商

品名、茶葉の量、値段、産地、有機茶葉を使用しているか否かの 項目とし

た。茶葉の量は全て に基準化し、価格は あたりに統一した。使用

したデータの記述統計を表 に掲載している。

8.4 分析方法

を使用し、以下のヘドニック価格関数を最小二乗法で推計し、有機

茶葉の属性が市場でどのように評価されているのかについて調べた。

α γ



分析結果

ここで、 は茶 の 単位の価格、 は有機栽培かどうかを

示すダミー変数、 は茶のその他の属性を示す変数ベクトルとなる。最後

の は誤差項であり、正規分布に従って出現すると仮定する。上記の式の推

計結果を利用すると、通常の茶に対する有機栽培茶のプレミアム（％）は、

γ となる。

8.5 分析結果

推計結果を表 に示した。初めにサンプル数の少ない茶を基準として、出

現頻度の多い茶のプレミアムを計算した。アッサムティーのダミー変数は、

％水準で統計的に有意になっている。係数の符号がマイナスであることか

ら、アッサムティーは他の茶に比べて価格が安いことが分かる。煎茶と緑茶

についても、同様にマイナスの符号が得られ、統計的に有意になっているこ

とから、他のお茶に比べて価格が安いことがわかる。

一方、 の変数については、プラスの符号が得られ、有意水準１％で

統計的に有意になっていることから、有機栽培茶が普通のお茶に比べて価格

が高いことがわかる。先に示した計算式を用いると、有機栽培茶のプレミア

ムの値は ％となり、環境に配慮した有機茶葉を使用したお茶は、一般的

なお茶よりも ％近くも高い値段で売られていることが分かった。。

8.6 考察

本研究では、一般的な製品と環境に配慮した製品の価格差を調べる為、楽

天市場のサイトを用いて、お茶の価格調査を行った。分析の結果、一般的な

茶葉に比べて有機茶葉の方が約 ％も高い値段価格で販売されていること

が分かった。この結果から推測できることとして、高いお金を払ってでも環
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境に配慮した製品を購入したい人や自身の健康のために有機食品を購入する

人は一定数いるものと考えられる。しかし環境問題に関する情報不足や学習

の機会がそう多くないため、有機農業及び農産物がなぜ健康に良いのかを通

常の人に理解して貰うことは難しいかも知れない。また、高価であることが

ネックであるならば、通常の人に購入してもらうことは難しいと考える。今

後、環境配慮型製品を購入する消費者を増やす為には、非行動者はもちろん、

環境に配慮するというより節約などを理由に環境配慮行動を行う消費者にも

呼びかけを行う必要がある。それらの人々に環境配慮型製品を購入してもら

う為には、環境問題に対する知識や情報を学習する機会をより多く提供し、

環境配慮行動の大切さや効果を理解してもらうことで、自分自身のためだけ

でなく、環境問題を解決しなければならない当事者として行動してもらうこ

とが重要になると考える。

また、環境問題の中でも特に農業分野は、農薬による生態系への影響など

様々な影響を与えることがわかっており、農林水産省（ ）は、持続可能

な農業の実現に向けて 年までに有機農業を農地全体の ％に拡大する

という目標を盛り込んだ新たな戦略案をまとめている。現時点では、日本の

温暖で湿潤な気候で化学肥料や農薬を使用しない有機農業を行うことにより、

病害虫や雑草が発生しやすく、防除対策が難しい為、通常より手間や費用が

かかり生産量が減ってしまう課題が挙げられる。更には日本放送協会（ ）

の記事によると、味や栄養には影響がなく、見た目を良くする為だけに農薬

が使用されている例もあると述べられている。今後有機農業がより普及する

には、病害虫に強い品種の改良や雑草を駆除するロボットを導入するなどの

解決策によって、まず発展できる環境を整えていくことが大切であると考え

る。そして私達消費者は、商品の見た目や形だけに捉われるのではなく、栽

培方法による安心感や健康への影響、味や栄養などといった商品の中身を見

ることで購入すること、更には値段が高くても購入したいと思ってもらえる

よう意識を変化させていく必要がある。最終的には、環境への配慮という理

由から取り組む消費者が増えてほしいと願うが、解決の第一歩としては、上

記の内容から消費者の有機農業に関するニーズを高め、環境配慮製品を購入

する消費者が増えることが望ましいと考えられる。
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農林水産省． ５分で分かる 有機農産物って何？

日本放送協会．（ 有機農業どう増やす？

杉並区． 環境配慮行動にご協力ください．





第9章 中小都市(10～40万人規模)

におけるウォーカブル推進

事業の採択傾向について

鳥越 翔一朗

要約

近年、我が国でも、産官学民の連携を軸に歩きやすい街づくりであるウォー

カブル推進都市への参加を目指す自治体が増えてきている。本研究ではウォー

カブル推進都市に採択された 自治体の事例検証と総務省が公表するウォー

カブル推進事業の採択状況に関する市区町村データの分析を通して、中小都

市（ ～ 万人規模）におけるウォーカブル推進都市の特徴を明らかにする。

分析の結果、「自立した経済圏を持つ」「女性が社会進出しやすい環境が整っ

ている」といった特色を備える市区町村がウォーカブル推進事業に採択され

やすい傾向があることが分かった。

キーワード： ウォーカブル推進都市，産官学民、中小都市，街づくり

9.1 序論

近年、世界的に国民の健康促進と持続可能な社会の実現という観点から歩

行者と都市の関わり方が注目され、歩行者中心の街づくりが脚光を浴びてい

る。 世紀半ばまで徒歩が一般的な移動手段であり、多くの都市では歩行者

中心に街づくりが行われていた。なかでも、ヨーロッパではタウンスケープ

や都市景観を重視した街並みが特徴とされ、それが歴史の変遷を表す造形物

の一つとして認知されてきた。

しかし、 世紀初頭にアメリカで 型フォード車に代表されるガソリン

自動車が登場したことで、徒歩から自動車による移動が主流になった。その

後、産業・技術の発展に伴い、自動車の大量生産・大量消費が可能となり、自

動車の利用は一般化した。歩行者の移動と自動車の使用との間で道路の利用

頻度のバランスに変化が生じ、街づくりも歩行者優先のものから自動車優先

のものへと移り変わった。こうした時代の変化からタウンスケープや都市景
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観の重要度は相対的に低くなり、 世紀後期の街づくりでは合理性が重視さ

れ、画一的な街並みが散見されることとなった。

しかし、自動車等の排気ガスなどを原因とした大気汚染が深刻化するよう

になると、問題是正を目的にした取り組みが先進国諸国で行わるようになっ

た。なかでも、自動車大国のアメリカやヨーロッパでは局所的な人口集中と自

動車利用による交通渋滞および運動不足が社会問題となり、歩行者優先の街

づくりが早くから着目されるようになった。 （ ）は「

」の中で環境問題の是正に向けた街づくりのアプローチ手法を提案し、そ

の後世界的に歩行者優先の街づくりが取り組まれることとなった。

しかし、日本においてウォーカブル都市として世界的に認知されている都

市は東京のみであり、依然として全国的な普及にまでは至っていない。日本

における不動産の 年問題が取り沙汰されるなか、都市や建物の再開発が

注目を集めることとなり、政府もウォーカブル都市を増やすべく税制改正や

補助金を活用することで、「ウォーカブル推進都市」に取り組みやすい環境の

整備に注力し、その地位を確立させる取り組みを始めている。こうした背景

を踏まえ、本稿では日本のウォーカブル推進都市の増加を目的とした取り組

み事例について紹介し、ウォーカブル推進都市の採択実績と自治体属性との

関係性のデータ分析を行い、今後都市の再開発を行う際にウォーカブルな街

づくりを行うための条件を導く。

本稿の残りの構成は以下の通りである。第 節では、ウォーカブル推進都

市の説明を行い、現状のウォーカブル推進都市の解説を行う。第 節では市

区町村の事例分析と先行研究を紹介し、本稿の位置づけを述べる。第 節で

は、データの説明と加工方法を明記する。第 節では、中小都市（ ～ 万

人規模）の統計データを基にロジスティック回帰分析を行い、分析結果をも

とにウォーカブル推進都市の採択状況に影響を及ぼす因子を特定化し、傾向

を分析する。第 節でまとめを行う。

9.2 ウォーカブル推進都市について

9.2.1 ウォーカブル推進都市とは

国土交通省（ ）によればウォーカブル推進都市とは「居心地が良く歩

きたくなるまちなか」づくりに賛同し、その実現に向けて何らかの取組を実

施中あるいは構想等を有する地方公共団体のことを指す。 年 月に国道

交通省が主導で募集を開始し、 年 月 日時点で 都市が

（ 「歩きたくなる」 「まちに開かれた 階」 「多

様な人の多様な用途・使い方」 「開かれた空間が心地よい」の頭文字を

とった略称語） の考え方に共鳴し、政策実施のパートナーとして、ともに具

体的な取り組みを進めている。また、 市区町村がウォーカブル区域（滞
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在快適性等向上区域）を設定している。

人口規模ごとでのウォーカブル推進都市の割合

全国の特別区・政令指定都市・市町村（全国の特別区・政令指定都市・市町村

年 月 日現在）におけるウォーカブル推進都市（ ）

の割合は ％であった。次に、都市やまちの規模として「特別区部」「政

令指定都市」「 ～ 万」「 ～ 万」「 万未満」の つの人口規模で分

類し、人口規模ごとのウォーカブル推進都市の割合を分析した。その結果、

ウォーカブル推進都市は政令指定都市で ％、 ～ 万都市で ％と大

きく、次いで特別区部で ％、 ～ 万都市で ％、 万未満都市で

は を占めた（表１）。

ウォーカブル推進都市の人口規模別の割合

ウォーカブル推進都市（ ）において「特別区部」「政令指定都市」「

～ 万」「 ～ 万」「 万未満」の つの人口規模別の割合を分析した。そ

の結果、 万未満規模が と最も大きく、次いで ～ 万都市が

％を占めた（表 ）。

また、政府は に賛同する地方公共団体を増やすべく法律・税制・

予算等の各種制度を整え、後援を行っている。代表的な支援としてはウォー

カブル推進税制、まちなかウォーカブル推進事業が挙げられる。
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9.2.2 取り組みの種類とその機能

ウォーカブル推進都市の取り組み方は多様であり、「場所（駅前・水辺・

商店街）と街路空間の利活用（軒先利用・歩行者天国・パークレット・その

他）または再構築」の組み合わせにより、その開発方針が決まる。

また、国土交通省 では、ウォーカブルな街づくりがもたらす機能

として、以下の 個が挙げられている。

地域消費・投資の拡大

雇用の創出

産業の高付加価値化

エコシステム形成

都市の国際競争力強化

国内外観光客の増加

ターンの促進

健康寿命の延伸

孤独・孤立の防止

空地・空き家の解消

また、吉野・小塩（ ）は、ウォーカブルな街と生活者の幸福度（人生

満足度）はその街の人口密度の高さと正の相関があることを示し、ウォーカ

ブルな街づくりを推進することは単なる区画整備をはじめとした経済合理性

などのメリットだけでなく徒歩行動による健康増進や生活者のメンタルヘル

スを保つことに寄与するというメリットがあると述べている。

9.3 取組事例分析および先行研究の紹介

本節では つのウォーカブル推進都市の具体的な取り組み事例とその地域

を対象として実施された調査の内容を紹介し、ウォーカブルな街づくりの有

用性について紹介する。ウォーカブルな街づくりは、再構築、利活用、再構

築と利活用の融合の タイプに大別される。以下、そのそれぞれの代表的な

取り組み事例の紹介を行う。
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9.3.1 再構築：大阪市 国道 25号（御堂筋）

大阪市（ ）は国道 号（御堂筋）（路線幅員： （ 車線）、取組

延長約 ）を、街路空間のフルモール化し、都市部に流入する通行交通

を分散させることに加え、御堂筋周辺の幹線道路や御堂筋に接続する東西道

路などの都心部の全体のネットワーク再編の中核地として街路空間を再構築

することに取り組んでいる。

（１）取り組みのプロセス

御堂筋の交通需要の変化（自動車の減少、歩行者・自転車の増加）に加え

て、（ ）大阪都市再生環状道路の整備、（ ）北陸新幹線・リニア中央新幹線

といった交通インフラ整備、（ ）関西国際空港・大阪国際空港（伊丹空港）・

神戸空港の３空港の一体運用等によって今後 ～ 年間で、メガリージョ

ンとしての関西都市圏の形成が大きく進むことが予想されていることを背景

に、人中心の街づくりに対するニーズがあったため、国と県が主導して事業

計画が始まった。

その後、次のプロセスを経ている。

フェーズⅠ： 基本計画策定段階（有識者、地元、経済等で組織する。「御

堂筋空間利用検討会」を設置し、御堂筋の将来像を明確化し、実現のための

構想を練る。

フェーズⅡ： 実現に向けた課題抽出段階（「グラウンドデザイン・大阪」

を策定し、側道閉鎖社会実験や側道を生かした賑わい創出社会実験の実施な

どウォーカブルな街づくりを実現するべく障害となる課題を抽出し、対応策

を検討する。

フェーズⅢ： 地元協議会との協議・工事供用段階 地元協議会の設立し、

本取り組みに対する理解を獲得し、協力体制を構築する。

取り組み推進に寄与した最大の要因は、町会・商店会、地元まちづくり団

体などからなる「御堂筋沿道・千日前通以南モデル整備区間整備協議会」の

設立し、行政・民間の連携を円滑に取れたことでフェーズⅡからⅢへの移行

が容易となったことにあると考えられる。

（２）取り組みの効果

国土交通省（ ）はその後の調査でこの取り組みによって「歩行者・自

転車通行空間遵守率の向上、不法駐輪台数の減少」といった効果が表れたと

述べており、今後はモデル区間の検証結果を踏まえ、西側整備 及び千日前通

以北の本格実施に向けた整備内容を検討していく展望を描いている。

（３）関連する先行研究

徒歩行動全般を扱った有馬ら（ ）によれば、人口密度、建物密度、サー

ビス、商業施設密度などの「歩きやすい」環境指標は徒歩行動に正の影響を

与えるが、緑被率や都市公園に関する指標などの景観的な要素や、建物階層
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などのヒューマンスケールに関する要素からなる「歩きたくなる」環境指標

は徒歩行動への影響力は低いとされていた。しかし、盛岡ら（ ）が行っ

た大阪市 区を対象とした任意活動として発生する徒歩行動の代表である散

歩を対象とした研究では「歩きやすい」環境指標のうち、各幅員の道路密度

が高いことは既往研究同様に大きな影響を与える一方で、人口密度・建物密

度、サービス、医療施設密度等はその影響力は確認されず、商業施設密度の

高さは任意の徒歩行動に負の影響を与えることが確認された。

また、有馬ら（ ）では景観的な要素やヒューマンスケールに関する要

素は徒歩行動への影響力は低いとされていたが、任意活動における徒歩行動

には大きな影響を与えると確認され、このことから「歩きやすい」環境指標

に加えて「歩きたくなる」環境指標も重要だということが明らかとなった。

これらの研究から「居心地が良く歩きたくなるまちなか」づくりを目標と

するウォーカブル推進都市には散歩に代表される任意活動による徒歩行動の

促進を目指す必要があり、その実現のためには単純な経済合理性だけでなく

ヒューマンスケールといった人の心理や行動経済学に着目した街づくりが望

ましいことが考えられる。

9.3.2 利活用 さいたま市 おおみやストリートテラス

さいたま市のおおみやストリートテラスは、西通線（約 ）、一番街

（約 ）中央通り（約 ）【幅員：西通線 ～ 程度、一番街 程

度、中央通り約３ 程度、取組延長：約 】の 路線からなる大宮区の

中核地である。国土交通省（ ）によれば大宮駅周辺地域戦略ビジョンに

おけるエリアマネジメントの一環で「おもてなし歩行エリア」に位置し、都

市計画道路の道路予定区域や民有地軒先等の利活用により、大宮に新たな日

常を創出することを目的に 年より取り組まれている。

（１）取り組みプロセス

によれば、この取り組みは 年 月に大宮駅周辺の老朽

化した建物改築、災害に備えた強靭性の確保、北陸新幹線・北海道新幹線の

開業により交通結節点としての存在感が高まったことを背景に、氷川神社な

どに代表される多彩な地域資源を活かし、公共施設の再編と連動した街づく

りを推進するため、一般社団法人 （アーバンデザインセンター大宮）

を設置したことから始まった。 とは「産＋官＋学＋民」の連携

を基本理念に大宮駅周辺のこれまでのまちづくりや国土づくりの方向性を踏

まえて、市民・行政・企業・教育・研究機関などの様々な主体が広く連携し

街づくりを推進する基盤として設置された。

その後、次のプロセスを経ている。

フェーズⅠ： が地元市民・専門家を対象としたアンケート調査を

行い、それに基づいた提案書作成、全体方針を決定し、始動した。
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フェーズⅡ： 産官学民による課題共有と情報発信を行い、まちの課題を

共有する。

フェーズⅢ： 街路利活用の社会実験・調査による先行的取組を行う。

フェーズⅣ： 社会実験の結果を踏まえて空間再編と公共空間の利活用を

行うエリアマネジメント組織の形成を行い、実装する。

これらの取組推進に寄与した最大の要因は、産官学民の各主体のプラット

フォームとなる が多岐にわたり連携を促していたことが挙げられる。

（２）取り組みの効果

（ ）の取り組みへの分析内容によると、市民協賛による植樹活

動をはじめとするグリーンインフラの整備による都市緑化の促進、街路沿道

一体利活用による緑化滞在時間の創出を実現できた。また、公民で連携した

ことによる実証実験の長期化や公共空間の利活による地元事業者の支援が可

能となった。これらのことから街の回遊性の向上に伴い「まち」としてのコ

ンセプトの定義や魅力度の向上に繋がったと考えられている。

（３）関連する先行研究

おおみやストリートテラスのようにエリアマネジメントに注力をする自治体

が年々増加傾向にあることを背景に様々な研究が行われてきた。平山ら（ ）

によるとエリアマネジメントが商業地の地価に正の影響を与える可能性が高

く、更に、平山ら（ ）によりエリアマネジメントの活動内容やアプロー

チ手法により地価に与える影響が異なることが明らかとなった。このことか

らウォーカブルなまちづくりを行う前提として地域特性を考慮したアプロー

チ手法を用いなければならないことが確かめられた。

9.3.3 再構築と利活用 魚町サンロード

北九州市の魚町サンロードは市道・魚町 号線（路線幅員： 、取組延

長： ｍ）に位置し、 年より商店街として地元民に愛されている。国

土交通省（ ）によると 年より商店街を含めたリノベーションまち

づくりの構想を練り、その後アーケードの撤去とともにデザイン舗装を実施

した道路では地域団体が国家戦略特区を活用し、道路空間の一部を占用した

オープンカフェやマルシェを実施するなど道路空間の再構築と利活用を行う

ことでにぎわいづくりに取り組んでいる。

（１）取り組みのプロセス

本取り組みは昼間でも薄暗く人通りが少なく維持改修に係る経費が捻出で

きない等の老朽化したアーケードの課題を抱えたことを契機にリノベーショ

ンまちづくりに着手したことから始まった。

その後、次のプロセスを経ている。
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フェーズⅠ： デザインやコンサルタントなどの業種からなる都市型ビジ

ネスの集積を促進するため小倉家守構想を打ち出し、リノベーションまちづ

くりに着手した。そして、商店街がアーケードの撤去を決断した。

フェーズⅡ： 商店街のビジョンと道路整備計画のすり合わせを行い、地

域の主体性へ繋がった。この段階でアーケードが撤去された。

フェーズⅢ： 国家戦略特区に指定され、事業認定がなされた。

フェーズⅣ： 事業実施をし、道路整備が完了した。

取り組み推進に寄与した最大の要因は、道路空間再編に向けたワークショッ

プの実施を行い、リノベーションまちづくりによる行政・民間の意識転換を

図りまちづくり会社・道路を活用する地域団体を設立し地域がチャレンジし

やすい環境を構築したことで支援したことにある。

（２）取り組みの効果

国土交通省（ ）によると魚町サンロードはこの取り組みによって沿道

交通量の増加（約 人 日から約 人 日）、沿道店舗数の増加（アー

ケード撤去前 店舗 事業実施後 店舗）という効果が表れたと述べてお

り、今後は道路使用許可時間の延長・周辺の道路での展開を働きかけエリア

マネジメントの更なる展開を検討していく展望を描いている。

（３）関連する先行研究

魚町サンロードのようなリノベーションを主体としたまちづくりに関連し、

より多角的に地方中心市街地の「みち空間」に着目した街路・沿道連携型ス

トリートデザインマネジメントを分析した研究は、野原・釣（ ）によっ

て行われた。上記の研究では、街路と沿道の両方において空間整備を行う事

例を短期一斉型・短期醸成型・長期醸成型の タイプに分類し、それぞれの

課題の抽出と今後の取り組みへの提言がなされている。野原・釣（ ）に

よれば、街路・沿道連携型の「みち空間」でのデザインマネジメントを展開

するためには、みち空間連動のための仕組みや空間ビジョンのイメージ共有

や質の定着ツールである「ガイドライン」を活用し効率的な波及効果と質の

発展的担保に対する課題認識を明確にしたうえでの実施主体への支援が重要

であるとされた。

また、井桁・出口（ ）はストリートデザインマネジメントをはじめと

したウォーカブルな取り組みに先進的な英国ロンドンに着目し、ロンドンに

おけるウォーカブル戦略実行のための仕組みを明らかにした。この研究によ

ると英国ロンドンと日本の各都市のウォーカブルを目指す背景は異なるもの

の、 点参考にできる知見を得た。 点目は交通戦略の策定と実行の主体組織

の役割の明確化であり、 点目は多様なデータを活用してエビデンスに基づ

く施策立案や交通戦略を実行することである。

野原・釣（ ）、井桁・出口（ ）の研究により現状の日本の取り組み

は地元の意向を汲むことを第一の方針としており主体となる組織の役割を明
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確化できず、縦割り組織ではないため、ウォーカブル先進国の組織体系とは

異なることが明らかとなった。これらのことから、今後さらにウォーカブル

推進を利活用の面で活性化させるためには交通戦略の立案と実行の主体組織

間の風通しを良くする必要があることが明らかとなった。

9.3.4 取組事例分析

上記の事例研究から大都市におけるウォーカブル推進事業は官民を巻き込

み都市機能の向上を目的としたインフラ整備などの大規模な事業であること

が共通点として挙げられる。そして、各事例に関連する先行研究では「街路空

間の利活用」に関する研究と「街路空間の再構築」に関する研究に大別され、

以前からウォーカブルな街づくりは多角的な観点から分析されてきた。しか

し、上記の事例のようにウォーカブルなまちづくりを推進する各自治体の取

り組み背景や課題が異なり、一地点をモデルケースとして実証分析を行った

研究が多く、その研究から導き出された結果を他地域に当てはめて同様の施

策を転用して講じることは難しい。坂巻（ ）によればその課題は大都市

に限定されたものではなく、中小都市（ ～ 万人規模）ほどウォーカブル

推進事業を採択する背景や課題は多岐に渡り、その事業規模も小さく 地域課

題を解決するための手段としてウォーカブル推進事業を採択される傾向があ

るとされる。

また、国土交通省 都市局（ ）は全国の市区町村を対象に街路空間の

利活用や再構築に関する実態調査を行った。この調査により街路空間の再構

築の取り組みを「必要性を感じるが今のところ具体的な案件はない」と回答し

た割合が「特別区」 ％「政令指定都市」で ％「 ～ 万」で ％「

～ 万」で ％「 万未満」で ％であり、利活用の取り組みを「必要性

を感じるが今のところ具体的な案件はない」と回答した割合が「特別区」

％「政令指定都市」で ％「 ～ 万」で ％「 ～ 万」で ％「

万未満」で ％という結果が明らかとなった。

9.3.5 本研究の位置づけ

そして、本稿ではウォーカブル推進事業を「必要性を感じるが今のところ

具体的な案件はない」と回答する割合が高く、人口規模別のウォーカブル推

進都市への参画比率が である中小都市（ ～ 万人以上）を対象に

ウォーカブル推進事業を採択しやすい自治体の特性を分析し、ウォーカブル

推進都市の増加に寄与することを目的とする。

上記の目的を達成するために本稿では事例分析からウォーカブル推進都市

が有する特徴に関して つの仮説を導いた。 つ目は「自立した経済圏を持

つ都市である」こと。 つ目は「女性や高齢者にとって働きやすい環境が整っ
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ている」ことである。

9.4 データ

9.4.1 使用するデータ

本稿で用いるデータは国土交通省（ ）が行った「市区町村データ」よ

り得られるものである。この調査では全国 地域を対象に「人口・世帯」

や「労働」などからなる つの分野別に基礎データと指標データを項目ご

とに集計されたものだ。そして、そのなかから特別区部や政令指定都市を除

いた総人口が「 万人以上 万人未満」の中小都市を抽出し、統計ソフト

を用いてロジスティクス回帰分析（二値）を行った。また、このときの

分析対象である中小都市のサンプルサイズは である。

9.4.2 データの加工方法

本分析では従属変数を「ウォーカブル推進都市」、説明変数を「昼夜間人

口比率」「就業者（主に仕事）比率」「就業者（家事のほか仕事）比率」「高齢

者就業比率」「自市区町村内就業比率」「人口あたりの事務所数（民営）」と

した。

従属変数である「ウォーカブル推進都市」についてはウォーカブル推進都

市に参画している場合を１、参画していない場合を０とした。また、説明変

数の「昼夜間人口比率」「高齢就業者比率」は市区町村データの指標データか

ら、「就業者比率（主に仕事）」「就業者（家事のほか仕事）」「自市区町村内就

業比率」「人口あたりの事務所数（民営）」は基礎データを加工し算出した。

また、本稿の分析のために使用した加工したデータの算出方法は以下の通り

である。また、その記述統計を表 に示す。

推計値

就業者（主に仕事）＝就業者数（主に仕事） 就業者数

就業者（家事および仕事）＝就業者数（家事および仕事） 就業者数

自市区町村内就業比率＝自市区町村内就業者数 就業者数

人口あたりの事務所数（民営） 事務所数（民営） 総人口
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9.5 分析結果

9.5.1 分析結果と考察

表 に中小都市（ 万人以上 万人未満都市）を対象としたロジスティ

クス回帰分析の推定結果を示した。表から就業者（主に仕事）比率、就業者

（家事のほか仕事）比率、市区町村内就業比率が ％水準で統計的に有意にな

り、正の相関が確認された。一方で、高齢就業者比率は ％水準で統計的に

有意になり、負の相関が確認された。なかでも就業者（家事のほか仕事）比

率は強い正の相関を示しているが、この変数は主に家事などをしていて、そ

の傍ら仕事をしている就業者を指しており、代表的な例としてパートタイム

での就業者などを指している。総務省（ ）によると女性就業者の割合は

年々高まり、年代別労働力率の最低値も年々底上げされている。しかし、依

然として正規雇用率は ～ 歳を境に低下傾向にあることがわかる。これ

は、出産や育児といったライフステージの変化から正規雇用という就業形態

をとらずにパートタイムでの働き方に移行していることを示しており、

年度には女性就業者の がパート・アルバイトで働いていることがわか

る。このことから、女性が働き続けられる職場環境を整える企業努力やパー

トタイムとして働ける雇用を生み出すための施策がウォーカブル推進事業に

もプラスの影響を与えることがわかった。

一方で、高齢就労者比率が負の相関を持つ理由は 点考えられる。 点目

は、ウォーカブル推進事業に取り組む市区町村は高年齢者の生活水準が高く、

高齢者の労働意欲が低い傾向にある。内閣府（ ）によると年齢が上がる

ほど働く理由が多様化し、高齢就業者において収入を目的とせずに働く割合

が ％である。また、非高齢就業者の ％は「仕事につくつもりはな

い」と回答し、そのうち ％が「体力的に働くのはきついから」と回答し



第 章 中小都市 ～ 万人規模 におけるウォーカブル推進事業の採択傾向について

ている。また、先述したウォーカブル推進都市の人口規模別の割合（表 ）か

ら大都市やそれに準ずる街など金銭的に生活レベルが高いとされる市区町村

がウォーカブル推進事業を採択する傾向が読み取ることができる。これらの

ことを踏まえると、無理に働く必要がなく、金銭的な余裕がある高年齢者が

多くいる市区町村では高齢就業者比率は低くなる傾向があり、居心地の良い

街づくりが求められると考えられる。そのため、分析結果として高齢就業者

比率の高さがウォーカブル推進都市の増加の阻害要因として挙げられたと推

測される。

9.5.2 仮説検証

表の結果から「就業者比率（主に仕事）」「自市区町村内就業比率」がウォー

カブル推進都市と正の相関を持つことから仮説①「自立した経済圏を持つ」

市区町村はウォーカブル推進事業を採択しやすい傾向にあることがわかった。

中小都市において自市区町村内に雇用を生み出すために企業誘致などの施策

を打ち出すことは有効であると考えられる。また、中小都市は労働力の確保

のため高齢就業者の増加を目指しているものの企業側の受け入れ態勢が整っ

ていないことが課題として挙げられる。厚生労働省（ ）は少子高齢化が

急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意

欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、「高年齢者等の雇用の

安定等に関する法律」（高年齢者雇用安定法）の一部が改正し、全国の市区町

村に対して努力義務を設けて施行した。また、内閣府（ ）によると働い

ている 歳以上の高年齢者の が 歳以上まで働きたいと考えている

ことがわかった。しかし、厚生労働省（ ）によると現状の 歳以上まで

働ける制度のある企業は中小企業（従業者 ～ 人）では で大企業
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従業者 人以上 では である。この結果から大企業に比べて中小企

業の方が高齢就業者の雇用に積極的であり、中小企業の比率が高い中小都市

において中小企業の支援も有効な施策であると考えられる。これらのことを

踏まえて、自市区町村内就業比率を高め、就業者人口比率を高めることが自

立した経済圏の確立に繋がると考えられる。

また、「就業者比率（家事のほか仕事）」がウォーカブル推進事業の採択に

正の相関を持つことから、就業者（家事のほか仕事）に占める女性割合が高

いことから女性が働き続けられる環境を作ることはウォーカブル推進事業の

採択に正の影響を与えることがわかった。しかし、「高齢就業者比率」の高ま

りがウォーカブル推進事業の採択に負の影響を与えることが明らかとなった。

このことから仮説②「女性や高年齢者にとって働きやすい環境が整っている」

という特徴を満たす市区町村がウォーカブル推進事業を採択しやすい傾向が

ある訳ではなく、女性が社会進出しやすい市区町村がウォーカブル推進事業

を採択する傾向にあることが分かった。今後、更にウォーカブル推進事業を

進めていくためには、高年齢者への意識改革や行政施策の導入を継続して行

う必要がある。

9.6 まとめ

本稿では、事例分析と中小都市のデータ分析からウォーカブル推進事業を

採択する特徴を明確化し、今後ウォーカブル推進事業を促進するために採る

べき方向性を明らかにするべく研究を行った。その結果、中小都市における

ウォーカブル推進事業の採択されやすい特徴として、各自治体がエリアの魅

力を高めるべく、人口流出を軽減する手段としてウォーカブルな街づくりに

取り組んでいることが、政策の背景とともにデータからも明らかとなった。

本稿では、中小都市におけるウォーカブル推進都市は、「自立した経済圏を持

つ」「女性や高年齢者が社会進出しやすい環境が整っている」という特色を備

える都市だと想定し分析をすすめたが、この内、「自立した経済圏を持つ」「女

性が社会進出しやすい環境が整っている」という特色を備える都市がウォー

カブル推進都市に採択されやすいという傾向が確認できたが、「高年齢者が社

会進出しやすい環境」では逆の傾向が確認された。

また、ウォーカブル先進国であり比較対象として挙げられるヨーロッパや

アメリカの特徴として国土に対して可住地面積の割合が高いことが挙げられ

るが、約 割の国土が不可住地である日本において自然環境による影響は強

く、多くの自治体が自然環境と向き合い共生した諸外国とは異なるウォーカ

ブルな街づくりを模索する必要があるとわかった。

しかし、本稿では人口規模別のウォーカブル推進事業を採択しやすい自治

体の特性を分析したため、立地特性が及ぼすウォーカブル推進事業に対する

影響度合を明らかにすることができなかった。そのため、今後のウォーカブ
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ル推進事業に対して多様な立地特性や地域特性を持つ地域を多岐に渡るモデ

ルケースとして実証実験を行うことが必要だと思われる。その理由は、本稿

の研究において同一地域での特色に大きな隔たりは確認されず、外的な要因

によりその政策が変化することが明らかとなったためである。このことから

近隣地域をモデルケースにするのではなく、人口規模や同様の立地特性や地

域特性を持つ日本全国の自治体が相互に情報共有を行い自治体ごとに最適な

街づくりのあり方を方針決めすることが望ましい。また、本稿では生活者の

意思や国からの助成金や税制度が自治体の意思決定への影響の有無を確認す

ることができなかった。そこで今後の研究では公民の意思疎通が図れている

か各自治体間での連携するメリットや政治的な側面からウォーカブル推進事

業のメリットを明らかにすることでウォーカブルな街づくりの後押しとなる

研究が行われることに期待する。
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ントの展開プロセスに関する研究―地方都市市街地における「みち空間」で

の実践を事例としてー 都市論文計画文集 公益社団法人 日本都

市計画学会

平山一樹、要藤正任、御手洗潤（ ）「エリアマネジメントによる地価

への影響の定量分析」 日本不動産学会秋季全国大会論文集 日本

不動産学会

平山一樹、御手洗潤（ ）「エリアマネジメントが地価にもたらす影響

のメカニズムの分析」 都市計画論文集 日本都市計画学会

盛岡諒平、松尾薫、加我宏之、武田重昭（ ）『散歩を支える「歩きや
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すい」と「歩きたくなる」環境要因から捉えたウォーカビリティに関する研

究 大阪市域における 区別の散歩の発生特性と市内の特定地域における散

歩ルートの「選択特性から 」 都市計画論文集 ，公益社団法人

日本都市計画学会

吉野伸哉、小塩真司 『ウォーカビリティ（ ）の高い地域

に住む人々は幸福なのかー都市と郊外の比較による検討ー』 笹川スポーツ

財団
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水野 彦一郎

要約

循環型社会形成のため重要視されている政策の中でも、食品廃棄物の再生

利用は我々の生活と密接に結びついている重要なものである。本研究では、

食品リサイクル率が地域属性とどの様に結びついているかについても検証し、

食品製造業事業所数の数が多い県ほど食品廃棄物の再生利用率が高いことを

確認した。更に、食品廃棄物の再生利用先として、子ども食堂、フードバン

ク、エコフィード製造事業者を取り上げ、それらの事業所数に自治体属性が

どの様な影響力を持つかを を利用し

て調べた。その結果、自治体属性が 種類の機関の設置状況に異なった影響

力を持つことが確認された。

キーワード： 食品再生利用，都道府県，

10.1 序論

コロナ禍も明けて海外からの渡航者も増加するようになり、経済が漸く回

復軌道に乗り始める中、日本政府は「ポストコロナ社会」をどの様に構築す

るか再び模索するようになってきている。多くの政策課題の再検討がなされ

るようになっているが、循環型社会の形成も重要な政策課題の一つだと見做

されている。

年に地球サミット 開発と環境に関する国連会議 が実施され、その

翌年に環境基本法が当時の環境庁によって制定された。その後、国内におけ

る廃棄物処理を循環型社会の内で行うべきだとされ、 年には循環型社会

形成推進基本法が制定された。本法律では、削減方法の優先順位として、①

発生抑制 、②再使用 、③再資源化 、④熱回収、⑤

最終廃棄物の適正処理 と位置付けられている 清水

。それに伴い、それらを達成するための具体的な政策として容器包装リ

サイクル法 年 、家電リサイクル法 年 、グリーン購入法
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年 、食品リサイクル法 左同 、建設リサイクル法 左同 、小型家電リサイク

ル法 年 がそれぞれ順次制定されていった。

特に 年時点でカロリーベースの総合食料自給率が ％と低い日本で

は（清水 ）、前述した廃棄物の中でも大量に廃棄されている食品廃棄物

を有効活用していくことが必須となる。食品廃棄物は他の廃棄物と異なり工

業製品ではないため、有機物として扱うことで、循環型社会において優先順

位が高いとされる発生抑制だけでなく、再使用や再生利用の面でも重要な役

割を果たすことになる。また、複雑なバリューチェーンが組まれステークホル

ダーも多い食品廃棄物の処理にあたるには、消費者個々人の意識改革だけで

なく国や地域による実践的な対策も要求される。本研究では、そうした食品

廃棄問題の中から、食品リサイクル（再利用及び再生利用）の実践状況に着目

し、都道府県別の食品リサイクルの状況について考察する。また、

（ ）モデルを用いた分析を行い、県の地域属性が

食品リサイクルの状況とどの様に結びついているかを調べる。更に、分析結

果をもとに、今後の食品リサイクル促進のための課題について論ずる。

本論文の残りの構成は以下の通りである。次節では食品廃棄問題と具体的

な関連政策について触れ、現状課題について説明をしながら、本研究の意義

を述べる。 節では、実際に利用する食品廃棄及び再生利用関連データにつ

いて説明し、 節では、具体的な分析方法と分析結果についてまとめる。 節

では、分析結果を踏まえた上で推察と考察を述べ、 節では本研究のまとめ

と今後の研究課題について述べる。

10.2 社会背景

10.2.1 食品廃棄に係る諸問題と食品循環資源の再生利用等の

促進に関する法律

食品廃棄物の発生抑制及び食品リサイクルは、世界的に重要な政策課題

となっており、削減や再利用の方法について日々研究がされている。環境省

（ ）によると、日本では 年度の推定値で 万トンの食品廃棄物

が発生しており、そのうち に当たる約 万トンが食品ロスとなって

いる。これは体積に直すと約 万 となり、東京ドーム 杯分に相当し、

国民一人当たりに換算すると毎日お茶碗 杯分の食料を捨てていることにな

る。 農林水産省 。

食品廃棄物は大きく家庭系食品廃棄物と事業系食品廃棄物に分類される。

家庭系食品廃棄物には、購入した後で冷蔵庫に入れたままだった賞味期限切

れの食品や、好き嫌いや過食による食べ残しなどが該当する。一方事業者系

食品廃棄物については、事業者がサプライチェーンのどこに位置するかで様々

な発生形態がある。川上の食品製造業では生産量に対する需給不一致や農水
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産物が出荷する際の規格不足などが推測されるが、川下の小売・外食産業で

は家庭と同じように売れ残りや食べ残しが多いものと考えられる。

また、それらの発生原因も各事業によって様々である。食品卸売・小売業

で主な原因の つとして、「３分の ルール」と呼ばれるものがある。３分の

ルールとは、製造日から賞味・消費期限を 分割し、製造・卸売業、小売

業、そして消費者に渡るまでで設定されている日本の商習慣であり、それぞ

れで期限を超えた場合、次のサプライチェーンにわたることなく廃棄・処分

される。例えば賞味期限が ヶ月の場合、 の ヶ月がメーカーから小売店

への納品期限とされ、さらに ヶ月経過した ヶ月が、小売店が商品を陳列で

きる販売期限とされている。そして残りの ヶ月が、消費者の賞味期限とさ

れているのである。

ここで混乱を避けるため、食品廃棄物と食品ロスの定義と違いについて明

記する。農林水産省（ ）によると、食品廃棄物とは「廃棄される食品の

中で、まだ食べられる食べ物と、食品加工の段階で出る肉や魚の骨などのも

ともと食べられない部分の両方」とされている。それに対し食品ロスは未だ

食べられるにも関わらず捨てられている食品のことを指す。それぞれ事業系・

家庭系に分別され、そのうち肥・飼料等の原材料となるものを食品循環資源

という。なお、国外では違った定義をしている場合もあるが、本稿では以上

の定義に準拠することとする。

食品廃棄及び食品ロスが引き起こす社会問題は大きく２つに分けられる。

１つ目の問題は、廃棄物量の増加が引き起こす環境問題である。食品廃棄物

処理を行う際には廃棄処理のための設備やエネルギー・労働力を必要とする

ほか、途上国で生産された食品が輸送される際にも同様の資源が必要である。

特に後者の場合は、輸送・保管システムが未成熟のために流通までの段階も

非効率に行われているという実態がある 清水 。廃棄物処理をするだ

けでなく資源の輸送の際にも多くの余分なエネルギーが消費され、二酸化炭

素をはじめとする温室効果ガスが排出されるのである。２つ目の問題は、主

に途上国で起こる飢餓・食料問題である。 年には、 億 万から

億 万人が飢餓人口とされており、新型コロナウイルスが世界的に流行

した 年と比較してもそうした人口が 億人以上増加していると推測さ

れている 国連 ）。食品ロス等のまだ食べられるものを処分して

いるということは、それが渡るはずだった人に十分に渡っていないことを意

味する。したがって、飢餓や栄養不足・貧困で苦しむ人が増加しているのは、

食料資源を有効活用できていないためだともみなせるため、この視点におい

ても重要な課題とされる。

日本国内でも食品廃棄問題は非常に重要視されるようになってきており、

年には「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 以下食品リサ

イクル法 」が施行された。この法律は、大量発生する食品廃棄物の処分量を

減少し、再生利用を促進するべく、食品関連事業者に働きかけるものである。
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ここでいう「食品循環資源の再生利用等」とは、①食品廃棄物の発生の抑

制、②食品循環資源の再生利用、③商品循環資源の熱回収、④食品廃棄物等

の減量の つに定義されている。国によって業種別に中期的目標が策定され、

その後基本方針の目標を達成するための取り組みが設定される。 年 月

に設定された基本方針では、 年度までに再生利用実施率の目標を食品製

造業が 、食品卸売業が 、食品小売業は 、外食産業が と

設定されている（農林水産省 ）。上記の様に川下に行くほど目標値が

低く設定されている理由として、廃棄物となる際の状態が業種によって異な

るという背景がある。前述したように川下の食品小売業や外食産業は売れ残

りや食べ残しが主な廃棄物となる。しかし、それらは既に加工されていてお

り、性状もまた固体や液体など不均一である。食品に限らず廃棄物をリサイ

クルする際には、まずしっかりとごみの分別をする必要があるが、複雑な混

合物となってしまった川下で発生した食品廃棄物を適切に分別するためには、

コストも時間もかかる。したがって、再生利用可能な量はどうしても限定的

になり、業種全体の再生利用実施率も低くなってしまうのである。なお、上

記の数値目標について、農林水産省（ ）は「食品関連事業者に対して個

別に義務づけるものではなく、その業種全体での達成を目指す目標」として

いる。

さらに、 年 月には消費者庁（ ）より、「食品ロスの削減の推進

に関する法律 以下食品ロス削減推進法」が施行され、国内食品ロス削減を

目的に国や地方公共団体が主体となって食品ロス削減へ進んでいくことが宣

言された。これによって、個々人の意識や啓発にとどまらない、具体的な取

り組みが少しずつ実践されるようになった。

しかしながら、食品関連事業者がこの食品廃棄物削減及び食品再生利用に

どれだけ貢献できるかは、外的要因に依存することが多いと思われる。例え

ば、食品製造業であれば、食品加工場を自身で所有している場合、生産から

再生利用までも行い自身の管轄内で完結することができる。しかし、それは

資本を投入しビジネス化している場合に限り、個人で営んでいる農家や漁師

は自身で施設を持ち合わせておらず、その作業は外部業者に委託することと

なる。すると、周辺にそれだけの再生利用事業者が存在するかによって、そ

のコストは大きく変化する。また、扱う品目や再生利用先も事業者によって

異なる。食品廃棄物の場合、肥料、飼料、メタン、油脂などが主な再生先だ

が、それぞれ扱うものが異なる。業種と扱う品目と再生利用事業者、そして

これらを取り巻く要因が適切にマッチングすることができれば再生利用はよ

り容易になる。
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10.2.2 先行研究

年の食品リサイクル法の制定をきっかけに、現在も国内の食品再生利

用の向上と改善のため多くの研究がなされているが、ここでその中の幾つか

を紹介する。

李（ ）は、新日鉄エンジニアリング株式会社 以下新日鉄 が北九州市

と提携して実施した食品廃棄物エタノール化事業の事例分析を行っている。

この事業は「地域循環型事業」として取り組まれているが、李（ ）は、

「リサイクル事業に企業が取り組むために、食品廃棄物の回収から燃料として

の利用まで、地方自治体及び市民の力が大きな柱になる」と述べており、北

九州市と新日鉄の間には１世紀以上前からパイプがあったため、両者の提携

が比較的円滑に行われたのが成功要因であると述べている。一方、北九州市

が北九州エコタウンとして廃棄物ゼロを目標に総合的に事業を展開していた

ため、地場産業の活性化による地域振興ではなく、食品再生利用による環境

保護を目的に本事業の実施を希望したとも推察できるだろう。

石村ら（ では、各自治体における食品ロスに関する政策や取り組み

が廃棄物の発生抑制とどのような関係があるかについて実証分析を行ってい

る。分析の結果、回帰モデルの説明変数に設定された「各自治体における食

品ロス実態把握調査の有無」、「隣接自治体における食品ロス削減の計画化の

状況」、「コンポストの助成制度の有無」は、いずれも食品ロス削減の計画化

に ％水準で統計的に有意な正の影響を与えていることがわかった。彼らの

研究では可燃ごみの排出量が被説明変数に設定されているが、地方自治体の

食品廃棄物に関する政策は食品再生利用促進及び廃棄物発生量の削減に対し

大きな確実性を持って効力を発揮することがわかる。

内山・長屋（ ）は、食品循環資源の堆肥化について、業者と農業生産者

との連携だけでなく、企業の農業参入などの視点から食品リサイクル事業の

課題について考察している。事例分析の結果、「改正食品リサイクル法によっ

て食品関連事業者、特に川下の食品小売業や外食産業と廃棄物処理業者は将

来的に相互に意義のある関係が望める」との見通しを述べており、「消費者を

含むステークホルダー間の情報の非対称性の解消や食品循環資源のリサイク

ル率が低い食品小売業や外食産業の取り組みがどれだけ地域社会へインパク

トを与えられるようにするか」を課題として挙げている。本研究では、食品

小売業の中でもスーパーマーケットに焦点を当て、現在時点で食品再生利用

関連団体と関係性があるかどうか、またどのようなインパクトを与えている

かを検証する。

大橋（ ）は、国内でも食品産業廃棄物発生量及び食品再生利用実施量

が高い愛知県を事例に取り上げ、流通経路などの地理学的観点から事業系食

品廃棄物の再生利用における問題点を考察している。同研究では、「事業系食

品廃棄物が一般廃棄物に分類されるため、一般的に市町村を超えた場所での

処理を行うことができない」との指摘をした上で、「スーパーやコンビニエン
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スストアなどのチェーンストアが廃棄物運搬業者と構築する循環システムの

存在が、かえって再生利用に取り組む排出事業者の取り組みを阻害している」

という可能性も指摘している。食品小売業者は全国に展開している場合が多

いことから、そのネットワークを大規模に展開し資源サイクルを行なってい

るが、食品廃棄物の運搬に際して発生するコストや自治体内で完結しなけれ

ばならない廃棄物処理の問題など、廃棄物処理とチェーンストアの特色がう

まく噛み合っていないという背景もある。

このように先行研究では、食品再生利用に関する取り組みや課題が地域社

会と切り離して考えることができないことが確認されている。本研究では、

①食品再生利用関連団体に関連する地域属性、②都道府県別再生利用実施量

の増減要因の 点に焦点を当て定量分析を実施し、国内における地域別の食

品廃棄及び再生利用問題への対策と改善点を提言することを目指す。

10.2.3 利用データと関連概要

本研究では、主に農林水産省（ ）の「食品リサイクル法に基づく食品

廃棄物等多量発生事業者の定期報告」のデータを用いる。この報告書のため

の調査は、食品循環資源の再生利用等の促進のため食品廃棄物等多量発生事

業者の食品廃棄物発生量及び食品循環資源の再生利用量の把握を目的に実施

されているもので、年間 トン以上の食品廃棄物を発生させる食品関連事

業者が毎年定期報告を行っているものである。

同報告書では、都道府県ごとの集計も行われており、食品製造業・食品卸

売業・食品小売業・外食産業の業種別に、発生した食品廃棄物等の発生量 以

下食品廃棄物発生量 と再生利用の実施量 以下再生利用実施量 及び肥・飼

料やメタン・アルコールなどの利用先別再生利用量も記載されている。

なお、ここで重要なこととして、各数値の算出方法がある。食品廃棄物発

生量は排出者の事業所が所在する都道府県に計上されるが、再生利用実施量

は再生利用を実施した事業者やその事業所が所在する都道府県に計上される。

したがって、その都道府県において再生利用実施量が食品廃棄物発生量を上

回るケースもある。

全国都道府県のうち、食品廃棄物発生量が年間百万トンを超える地域は、

多い順に北海道、愛知県、神奈川県、千葉県の 道県となっている。どの都

道府県においても、食品廃棄物発生量のほとんどが食品製造業によるもので

あり、 年度報告では、全体の を占めている。したがって、一次産

業産出量が高い地域や食品メーカーの工場が立地する地域において食品廃棄

物発生量が多くなっていると考えられる。一方で、再生利用実施量を見ると、

年間百万トンを超える地域は、愛知県や北海道など食品廃棄物発生量が高い

地域のほか、食品廃棄物発生量がそれほど多くない東京都も含まれる。前述

したように再生利用実施量は都道府県に存在する再生利用事業者の数に依存
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するため、東京都には再生利用事業者が多く存在すると推測できる。

本研究では、食品リサイクル及び食品ロスの関連団体の資料として、「子ど

も食堂」、「フードバンク団体」、「エコフィード製造事業者」に関するデータ

を使用する。以下にこれらの団体の概要を述べる。

（１）フードバンク団体

フードバンクとは、メーカーをはじめとする食品関連事業者の製造工程に

おいて規格を外れたものなどを引き取り、各施設へ無料提供する団体及び活

動を指す。その多くは が活動主体となり実施されており、全国各地で

主に食品ロス削減を目的にその活動を行なっている。農林水産省（ ）で

は、掲載依頼のあったフードバンク活動団体についてその一覧が公開されて

いるが、掲載されているフードバンク団体数は実際に存在する数とは異なる

可能性がある。本研究では、「国が把握するフードバンク数 以下フードバン

ク数 」と定義する。

（２）子ども食堂

子ども食堂もまた、食品再生利用に関係する要因だと推測できる。子ども

食堂とは、子供たちが無料またはそれに近い形で行ける食堂で、民間が自発

的に行なっている取り組みである。 年から発足したこの取り組みは、全

国で増加の一途を辿っており、 年 月時点で カ所存在する 全国子

ども食堂支援センターむすびえ 。子ども食堂で提供されている食材は

フードバンクや寄付などで賄われているが、その存在によって本来捨てられ

るはずの多くの食材が消費されていると考えると、先述したフードバンク同

様、食品廃棄量削減に貢献していると推測できる。

（３）エコフィード製造事業者

エコフィードとは、食品製造副産物や売れ残った食品、調理残渣などから

製造された飼料のことである。食品リサイクル法では、食品廃棄物等の発生

抑制が優先事項として挙げられており、食品再生利用にはその後に取り組む

べきものだとされている。しかし、資源を循環利用しているという点で食品

リサイクルにおいて重要なファクターと言える。食品再生利用の中でも、飼

料化は廃棄物のうちの食品循環資源が有する栄養価を最も効果的に活用でき

る方法で、食品リサイクルによる資源利用だけでなく、飼料自給率にも貢献

していると見做されている 農林水産省 。

本研究では、「食品リサイクル法に基づく定期報告の結果」のうち 年

度報告の都道府県別データを利用し、上記の 項に加え、農業経営体数、食

品製造業事業所数、年齢階級別人口、都道府県別所定内給与額、農業産出額

を統計窓口 より（統計局 ）、スーパー数を「統計・データで見

るスーパーマーケット」より入手し利用した。さらに、子ども食堂数は認定

法人全国子ども食堂支援センターむすびえ（ ）より、フードバンク
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数は農林水産省（ ）より利用し、エコフィード製造事業者数は農林水産

省農林水産省畜産局飼料課より提供していただいたデータを利用した。なお、

該当データの得られなかったフードバンク数及びスーパー数については最新

のものを利用した。表１に基本統計量を掲載する。

10.3 分析方法と分析結果

10.3.1 食品再生利用関連業者及び団体に関する SUR分析

（１）推計モデル

本分析では、食品再生利用関連団体及び事業者のうち子ども食堂数、フー

ドバンク団体数、エコフィード製造事業者数に対し、都道府県の関連属性が

どのような影響を与えているのかを により推定する。

α β β β β β β

β β ε

α β β β β β β

β ε

α β β β β β β ε

ここで、 子ども食堂数、 フードバンク数、 エコフィード製造事

業者数、α 切片、 ～ 各都道府県の関連属性、β ～β 限界効果を
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表し、ε 誤差項を表す。なお、誤差項が相関を持つことを考慮し、 つの推

計式を同時推計している。

説明変数 ～ には、農業経営体数、食品製造業事業所数、 歳人口、

全人口、所定内給与額、食品廃棄物等発生量、農業産出額、スーパー数を利

用しているが、 、 に関する説明変数は分析の都合上、任意の説明変数を

選択している。また、係数効果をわかりやすくするため、食品製造業事業者

数は 、農業経営体数、所定内給与額、農業産出額、スーパー数は 、

歳人口、全人口、食品廃棄物等発生量は で割ったものを説明変数

としている。

分析には、大別して 種類の説明変数を導入した。 つ目は、食品廃棄物

等の発生要因となるものである。食品廃棄物等発生量が発生する要因として、

各都道府県の一次産業の規模を考慮することした。具体的には、農業経営体

数と食品製造業事業者数、農業産出額を含めた。また、小売業からも食品廃

棄物が発生することから、小売業からの食品廃棄物発生要因の代表例として、

スーパーマーケット数も含めた。これらの数値が上がるほど再生利用関連団

体及び事業者の需要が上がることから、各団体の所在数が高くなると推測さ

れる。

つ目は、各都道府県の経済規模である。各都道府県の経済規模を示す指

標として、人口と子供人口（幼児から中学生までに相当する 歳の人口）

を加えた。また、所在する各世帯の経済状況の影響を考慮するため、所定内

給与額も説明変数に加えた。なお、ここでの所定内給与額とは、厚生労働省

によって実施された賃金構造基本統計調査のうち、現金給与額のうち、超過

時間給与額を差し引いた額をいう。

（２）分析結果

表 の分析結果より、 子ども食堂数 については、 歳人口 、

人口 、 食品廃棄物等発生量 、 スーパー数 が 水準で、 食

品製造業事業者数 が 水準で有意な結果が得られた。 歳人口

と 食品廃棄物発生量 、 スーパー数 がプラスの係数をとり、 食品

製造業事業者数 と 人口 はマイナスの係数をとっている。プラスの係数

を取る説明変数については予想通りの結果となったが、 食品製造業事業

者数 と 人口 については予想と逆の結果となった。

フードバンク数 については、 歳人口 、 人口 、 都道府

県別所定内給与額 、 農業産出額 が 水準で、 スーパー数 が

水準で有意な結果が得られた。 歳人口 、 都道府県別所定内給与

額 、 農業産出額 、 スーパー数 はプラスの係数を取り、 人口 は

マイナスの係数をとった。 歳人口 、 農業産出額 、 スーパー

数 は予想通りの結果となったが、 人口 、 都道府県別所定内給与額

は予想と逆の結果となった。

エコフィード製造事業者数 については、 農業経営体数 と スー
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パー数 が 水準で有意な結果となった。 スーパー数 はプラスの係数

を取り、 農業経営体数 はマイナスの係数をとった。 スーパー数 は

推察通りの結果となったが、 農業経営体数 は予想と逆の結果となった。

また表 によると、 より、子ども食堂と

フードバンク数の相関が となっていることから、モデルで考慮してい

ない因子の存在により、子供食堂が多いところはフードバンク数も多くなる

傾向にあることがわかる。

10.3.2 都道府県別食品再生利用量に関する重回帰分析

次に、食品再生利用関連団体及び事業者に対して有意になった説明変数に

ついて、都道府県別の再生利用実施量に対しても影響があるのか分析を行う。

今回の分析では、前節の分析と同様「食品リサイクル法に基づく食品廃棄物

等多量発生事業者の定期報告」のうち 年度報告 年度実績 に加え、

農業経営体数、食品製造業事業所数、年齢階級別人口、都道府県別所定内給

与額、農業産出額、を統計窓口 より、スーパー数を「統計・データで

見るスーパーマーケット」より参照し、該当年度に対応したデータを利用し、

年度ごとではなく年ごとの集計をしている場合は 月からの期間に差し掛か

る年のものを採用している。

前述したように、食品廃棄物等発生量と再生利用実施量はそれぞれ発生要

因が異なる。そこで、まず都道府県別の食品廃棄物等発生量から再生利用実

施量を引いた値を 「 」とし、各都道府県の食品廃棄物再生処理能力

の指標として観察する。 がプラスの値を取る場合、食品廃棄物発生

量が再生利用実施量を上回ることとなり、逆にマイナスの値を取る場合はそ

の逆となる。プラスの値を取る県は自身の県内で廃棄物を処理しきれていな

いことになり、マイナスの県は自県内で発生する廃棄物だけでなく、他県で発

生した食品廃棄物まで処理をしていると考える。 値がプラスになっ

ているのは 都道府県中 道府県で、 値がマイナスになっている

のは、青森県、茨城県、栃木県、東京都、鳥取県、京都府、島根県、徳島県、

長崎県、宮崎県の 都府県であった。しかし、これらは食品再生利用関連団

体及び事業者数において大きな相関があるわけではなく、 都道府県中の順

位もまばらであった。したがって、今回の分析ではこの数値を被説明変数と

した上で前節と同様に再生利用以前の段階に着目し、①食品循環資源の発生

要因である食品廃棄物等発生量の発生要因に関する属性、②経済規模に関す

る属性の つに焦点を当て、回帰分析を行い、各都道府県が持つ食品再生利

用能力に対しどのようなインパクトを与えているかを調べることとする。
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（１）推計モデル

α β β β β β β β ε

、α 切片、 ～ 各都道府県の関連属性、β ～β それ

らの限界効果を表し、ε 誤差項を表す。 ～ には、農業経営体数、食

品製造業事業所数、 歳人口、全人口、所定内給与額、農業産出額、スー

パー数を利用している。なお、前節で説明変数に採用した食品廃棄物等発生

量は被説明変数と大きな相関が見込まれることから、今回の分析においては

不採用としている。前節の分析において有意な結果を得たこれらの説明変数

は、「食品廃棄物量削減及び再生利用量増加に影響している」ことが推測され

同様の効果が期待できることから、今回の分析において説明変数として採用

している。

（２）分析結果

表 に分析結果を示す。 について、 食品製造業事業者数

が 水準で有意になった。また、限界効果はβ とプラスの値を示し

ている。従って、都道府県内の食品製造業事業者数が増加するほど、

値は増加することがわかった。しかし、そのほかの説明変数については、有

意水準 においても有意性を示していない。

10.4 考察

分析では、子ども食堂数に対して正の限界効果が見られた子供人口、

食品廃棄物等発生量やスーパー数については、施設・団体のニーズになる要

因であることに加え、川上での廃棄物やスーパーでの売れ残りから提供する

食材を入手する方法として利用していることが要因として推察できる。フー



考察

ドバンクについては、子ども食堂同様食材を入手する方法として利用してい

るスーパー数について正の限界効果が観察されているが、それに加えて農業

産出額についても正の限界効果が観察されており、これは農業産出額が高い

ほど団体数が多くなり、食材等の入手経路が見つけやすくなることが理由と

して推測できる。

しかし、重回帰分析の結果を見ると、食品再生利用関連団体及び事業者に

ついては、食品製造業事業者数を除きほとんど説明力を持たない結果となっ

た。つまり、食品再生利用関連団体及び事業者に対してインパクトを与えて

いるものは、必ずしも再生利用実施量に直接インパクトを与えているわけで

はないということである。

この結果の理由として考察されるのは、食品再生利用関連団体と事業者の

目的意識の違いである。この２つは分別して考える必要があり、前者、特に

今回取り上げた子ども食堂とフードバンクの 団体については、食品廃棄物

や食品ロスを減らすことに貢献しているものの、そもそも本来の活動目的は

別であり、結果的に食品廃棄物や食品ロスの再利用に寄与しているに過ぎな

いという見方もできる。子ども食堂の活動実態は認定 法人全国子ども

食堂支援センターむすびえによって紹介されているが、それによると子ども

食堂はその様態も多様で、設置目的も、おなかをすかせた子どもへの食事提

供から、孤食の解消、滋味豊かな食材による食育、地域交流の場づくりと、

様々である むすびえ 。また、フードバンクについても同様に食品リ

サイクルへの貢献以外の目的があることが推察される。農林水産省（ ）

の「フードバンク」の説明には、フードバンク団体の目的について食品ロス

削減の旨が記載されているが、活動実態としてはむしろ福祉・慈善活動とし

ての側面が強い。農林水産省が公開しているフードバンク一覧表において、

基本理念に「食品ロス」の文言が明記されている団体は 団体中 団体

と全体の 割にも満たない。佐藤 でも、食へのアクセスや困窮者支援

が日本のフードバンクが果たすべき役割だと述べられている。本研究でも分

析において子ども食堂数とフードバンク数に一定の正の相関が見られたこと

も、これら つの施設の設置目的が似通った特徴を持っていることの裏づけ

となっている。そのため、今回説明変数に設定した食品再生利用関連団体及

び事業者数に一定の有意のあった要因の他、貧困世帯数や認定こども園を含

む保育施設数など別の説明変数を設定することでより効果的な分析を行える

ことが推測できる。一方で、エコフィード製造事業者に関しては、食品循環

資源を再生利用し肥料や飼料に変換することを目的としているため、先の

施設とは異なり、前のめりに食品リサイクルに取り組んでいるといえる。エ

コフィード製造事業者に資源となる食品廃棄物を提供するスーパーマーケッ

トの数に正の限界効果が現れていることに加え、生産された肥・飼料を利用

する農業経営体数が正の限界効果が出ている。食品廃棄物や食品循環資源が

この３者間での関係の中で循環して成り立っていることがよくわかる分析結
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果となっている。

以上のことから、食品再生利用関連団体及び事業者は「食品廃棄物及び食

品ロス削減を主目的としているもの」と「主目的ではないが、活動の結果ま

たは副次的効果として食品廃棄物及び食品ロス削減に貢献しているもの」の

二つに大別できる可能性があると推測できる。 者間の再生利用実施量に対

するインパクトには差があると考えられるが、今回の研究ではその大きさの

差を推定することはできていない。

一転し、本研究では明らかにできなかった再生利用実施量に影響を与える

説明変数について推測する。着目すべきは、食品廃棄物等発生量及び再生利

用実施量の集計方法にある。今回分析に利用した資料では、二項の集計方法

が異なるため、それぞれ別の要因があるものとして解釈する必要がある。い

かにして資源を循環させるかという視点で考えるなら、どのようなルートで、

どのような枠組み・コミュニティを通じて資源移動をするかが重要となる。さ

らにこの集計方法には資源の都道府県間移動も想定されているため、他県と

の関係性や周辺地域の環境など地理的要因から関連属性を推定し説明変数に

設定する必要があるだろう。なお、食品再生利用関連団体及び事業者につい

ては、実施量の増加に伴う結果として増減すると考えられるため、今回の重

回帰分析については説明変数から除外した。

現在食品廃棄物及び食品ロス削減のため、国や自治体を主体とし、いくつ

かの取り組みが行われているが、まだまだ不十分だといえるものも多い。そ

の一つに、「登録再生利用事業者制度」がある。食品関連事業者が食品循環

資源の再生利用に取り組む際、実施しやすい環境が国によって整備されてお

り、その一つとして登録再生利用事業者制度が存在する。本制度については

食品リサイクル法第四章にて言及されており、食品関連事業者によって食品

廃棄物等が発生した際、事業者が再生利用を委託する再生利用事業者と繋が

りを得やすくなることを目的としている。業者は設定された一定の規格を持

つものとし登録申請も必要だが、連絡先や所在地、事業内容は一覧として農

林水産省 で公開され、毎年 月頃を目安に更新される。各年増加傾向

にあり、令和 年 月時点で の事業者が存在するが、認定事業者が存在

しない都道府県も存在する。 年度の定期報告を見ると、再生利用量全体

のうち、上位３県で全体の４分の１以上の再生利用を行っている 農林水産

省 。現在事業者を１０カ所以上抱える都道府県は千葉県・東京都・愛

知県のわずか３都県であり、現状として再生利用事業者が局所的に集中して

いることから、そのために十分な再生利用を行うことができていないことが

考えられる。当制度は食品関連事業者、再生利用事業者、農業従事者の 者

を結ぶきっかけとして今後効果が期待される。

このように、都道府県よりももっと大きな単位もしくは違った視点で枠組

みを捉え、どのような経路で資源が移動し、周辺地域との関係性を含むどの

ような要因が内在しているのかを推定することが、食品廃棄物発生量削減及
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び再生利用実施量増加へのアプローチとして重要だと考える。

10.5 結び

今回の研究では、目的として食品再生利用に関連する団体及び事業者とし

て子ども食堂、フードバンク数、エコフィード製造事業者数をあげ、それらの

所在数に対して都道府県の地域属性がどのような影響を与えているのかにつ

いて考察した。結果、資源調達源となる農業関連指標や商品関連事業者だけ

でなく、そのニーズとなる指数も被説明変数に対し限界効果を持つことがわ

かった。しかし、それらは再生利用実施量にも同様にインパクトを与えてい

るとは言い難く、食品再生利用について考える際には都道府県ではなくもっ

と違った枠組みで課題を捉える必要があると考える。

最後に、本研究の改善点を末筆する。まず、食品再生利用に関連する団体

及び事業者に挙げる団体及び事業者をより多くし、関連性を調査・分析し直す

ことがある。さらに、分析方法に関しても情報公開の都合上当時のデータが

入手しにくく最新のデータを用いたものも混在しているため、データの時系

列を一致させ、さらに複数年分の分析を行うことで、より確実な分析が実現

できるだろう。また、説明変数の選択に対しても同様のことが言える。食品

廃棄物等の発生要因と経済規模を基準とし説明変数を選択したが、同カテゴ

リーで別の説明変数を選択すれば異なる結果が得られる可能性もあるだろう。
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